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吉⽥区 施設整備基本計画
（第⼆回 検討委）

防災拠点に求められる機能に関する考察・意⾒書

吉⽥区クリーンセンター検討委員会
平成27年7⽉4⽇

防災拠点機能
中越地震の例から得た教訓

• 2004年10⽉23⽇
17時56分

• 震度７
• マグニチュード：6.8
• 死者：68名
• 重軽傷者：4､805名
• 全壊3,174棟
• 半壊：13,810棟
• 避難者：10万⼈
（印⻄地域と同規模エリアの出来事）

信濃川右岸の崩壊で乗用車４台
が巻き込まれ、親子３名が取り
残された。東京消防庁ハイパー
レスキュー隊の懸命な救出作業
で92時間後奇跡的に子供１人が
救出された。
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救援活動 教訓(1/2)
• 即時、陸上⾃衛隊第12旅団第
3部部隊を⾃主派遣、移動開始

• 23⽇21時15分、新潟県知事
からの派遣要請

• 翌24⽇早朝に塩⾕地区におい
て、第2普通科連隊(⾼⽥)と第
12ヘリコプター隊(相⾺原)が住
⺠救助開始。並⾏して⼭古志村
は、第30普通科連隊(新発⽥)
がヘリ隊と協同して、全村避難を
25⽇⼣まで⽀援完了。

• ライフラインが⼨断、発災翌⽇か
ら給⾷・給⽔、⾷糧の空輸等に
より住⺠に対する⺠⽣⽀援活動
を開始。

• 3⽇後27⽇から、全国から集めた
⼊浴⽀援部隊による避難者に対
する⼊浴⽀援を開始。

関越自動車道不通
新幹線脱線

救援活動 教訓(2/2)

行政幹部と自衛隊幹部の被害情報集
約、優先順位の指揮が最も重要

自治体を補う為、最大4万食の能力

を自衛隊が保持展開。厳しい避難環
境の中で少しでも喜んでもらえるよ
う、レトルトではなく、白米及び味
噌汁、栄養のバランスを考慮した生
野菜を含む献立を支援。
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岩⼿県『遠野⾵の丘』のケース
⼤震災から得た教訓

• 平成10年、最初から防災拠点
機能を盛り込んだ地域振興⽬的
の『道の駅』

• 津波被害を後世に伝える伝承
コーナー。

• 備蓄機能。
遠野風の丘HPより抜粋

⼤震災時 『遠野⾵の丘』が
果たした役割

• ⾃衛隊集結基地。
• 援助物資集結基地。
• 全国からゾクゾク集まるボランティアの集結、活動拠点。
• ここから沿岸部各地区に派遣・配送され、拠点機能を果たす。

ボランティア出動前体操

ボランティア移送バス集結
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国交省全国モデル（６箇所）HPより抜粋

理想的な防災拠点機能（激甚災害時）
• 電源喪失、給⽔喪失でも１週間操業し続ける。
• その為には、燃料のごみピット貯蔵能⼒、貯⽔能⼒
をクリア・常備出来ると良い。

• 発電能⼒は排熱全量発電のキャパを持つ。⾮常時は余⼒電⼒
を外部給電⽀援できると良い。例えば⼀番近い避難所（宗像
⼩、船尾コミセン）に給電。

• ただし、平常時は地域振興に回すことを優先し、発電量は⼯場
需要のみにレギュレーションする。

• クリーンセンター建屋は半地下構造としシェルター機能を持たせる
と良い。

• シェルターには第⼆議場等を設け、市政/⾏政幹部が安全に指
揮出来る⾮常時司令部機能、備蓄機能を設けると良い。

• ⼯場・振興施設共、⾮常時は⽀援部隊を受け⼊れる⼗分なエリ
ア・施設（ボランティア宿泊）にすると良い。平常時は遊ばせない
⼯夫をする。

• 最も得意な⼊浴⽀援基地とするのが良い。
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施設計画に反映させる住⺠要望
（順次協議予定）

•⼯場外観デザイン
•煙突デザイン
•排熱の分配利⽤割合
•防災拠点機能（今回意⾒書）
•取付道路
•他

どんなデザイン
コンセプトに
しましょうか？
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次期中間処理施設整備事業「施設整備基本計画」に関する意見書

印西地区環境整備事業組合 

次期中間処理施設整備事業

施設整備基本計画検討委員会 委員長 大迫 政浩 殿

１．留意事項

（１）提出のあったご意見は、直近の施設整備基本計画検討委員会の会議に提出し、参考資料として活用させ

ていただくほか、印西地区環境整備事業組合のホームページで公開させていただきますが、不当な圧力、

個人や特定の団体に対する誹謗中傷、財産・プライバシー・著作権の侵害及び営利目的等の記述が含まれ

る場合は、当該提出及び公開をしません。

（２）匿名による意見提出が可能ですが、意見提出者（ご自身）の氏名等の公開を希望される場合は、提出年

月日及び下記欄の末尾に当該個人情報をご記入ください。

（３）意見書は、この様式によるものの他、この様式に準じた任意様式でも結構です。

（４）意見記入欄が不足する場合は、適宜、用紙を追加してください。

２．意見

平成２７年７月１７日提出

 竹下建一（白井市在住）

第 3 回委員会資料につき以下の意見があります。ご検討下さい。 

１） プラスチックごみのサーマルリサイクルについて

H25 年 3 月に答申されたごみ処理基本計画では、プラスチックのサーマルリサイク

ルについては今後引き続き検討することになっていました。ところが今回提示された

資料では、ごみ質としてプラスチックを含んだものと含まないものとの 2 種類が提示

され、何の説明もなく、プラントメーカへのアンケートはプラスチックをサーマルリ

サイクルするベースになっております。これではプラスチックをサーマルリサイクル

するというのが決まったかのような印象を与えます。アンケートまでに検討の時間が

ないのなら、ごみ質についてそれなりの注釈をつけるべきと思います。またこのプラ

スチックのサーマルリサイクルについては本委員会でもご検討されるよう希望致し

ます。

２） 公害防止基準について

委員会ではプラントメーカへのアンケート調査を H23 に策定された前回の施設設備

基本計画検討委員会の自主規制値で行い、メーカにそれ以上の達成が可能なら提案さ

せるということになったと理解しています。前回の自主規制値で行う場合であればア

ンケート項目６の処理フロー図の触媒反応塔（触媒脱硝塔）の記載は不要ではないで

しょうか。自主規制値の NOｘ濃度 100ppm は触媒脱硝塔なしで達成できる数値で

す。ところが最近の実績プラントでは実現可能な数値として、より厳しい規制値が適

用され、非現実的な設備費、運転経費上昇は招いておりません。従いアンケートでの

排出自主基準は、最近の他施設の基準値 (例えばクリーンプラザふじみ、船橋北部清

掃工場等)を適用し、問題があるようならメーカに理由を出させるというスタンスで

アンケートを取られたらどうでしょうか？一旦出た緩い基準が独り歩きするのを危

惧しております。

３） メーカへのアンケート項目について
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a. 可燃ごみの処理量が 37,893.96 t/年となっておりますが、施設規模 156t/日の算定

ベースと一致しません。156t/日は 37,893.96 t/年に加えて、4,000 t/日の災害ゴミ、

プラスチックごみを加えたベースでの算出です。計画ごみ質はプラスチックごみ

込みになっているのとも思想が合いません。41,893.96 t/年とすべきと考えます。

b. 用役費等単価を提出させるようになっていますが、単価だけでなく消費量を提出

させないと意味がありません。また単価は最終的にはメーカの提示ではなく、共

通の価格を入れて評価すべきと思います。

c. 純水設備用再生剤として亜硫酸ナトリウムとありますが、４MPa 程度のスチーム

を発生させるための給水水質を得るには、イオン交換樹脂を強酸（H2SO4 または

HCｌ）、強アルカリ（NaOH）での再生が必要と思います。

d. 設備費、配置に影響するものとして、ごみピット容量（または貯留日数）、薬品タ

ンク貯留日数は指定して出した方がよいと思います。

e. 提出してもらう図書として、資料に述べてあること以外に下記の基本的設計図書

を提出してもらった方がより適切に評価できると思います。

- プロセスフローダイアグラム（主要な物質収支、熱収支付）

- 概略プロットプラン

- 機器リスト（概略仕様を含む）

以上
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次期中間処理施設整備事業「施設整備基本計画」に関する意見書

印西地区環境整備事業組合

次期中間処理施設整備事業

施設整備基本計画検討委員会 委員長 大迫 政浩 様

１．留意事項

（１）提出のあったご意見は、直近の施設整備基本計画検討委員会の会議に提出し、参考資料

として活用させていただくほか、印西地区環境整備事業組合のホームページで公開させて

いただきますが、不当な圧力、個人や特定の団体に対する誹謗中傷、財産・プライバシー・

著作権の侵害及び営利目的等の記述が含まれる場合は、当該提出及び公開をしません。

（２）匿名による意見提出が可能ですが、意見提出者（ご自身）の氏名等の公開を希望される

場合は、提出年月日及び下記欄の末尾に当該個人情報をご記入ください。

（３）意見書は、この様式によるものの他、この様式に準じた任意様式でも結構です。

（４）意見記入欄が不足する場合は、適宜、用紙を追加してください。

２．意見

平成 27 年  7 月 ２１日提出 

提案： プラスチック容器包装の次期中間施設でのサーマルリサイクルの検討

白井市南山在住 岡野 三之

東日本大震災による原発事故後の電力は、90％が火力発電となっております。原

子力発電の先行きは不透明であり、火力発電に頼ることとなっておりますがその熱

源は有限な化石燃料であり、その節約は喫緊の課題となっております。また、災害

時においては地域防災拠点（市役所、消防署、病院、警察等）への電力供給（自立・

分散型）を確保することが都市施設としての中間処理施設に求められております。

そこで、高効率ごみ発電が期待されることとなっており、25 年度印西地区ごみ処

理基本計画検討委員会においてもその方向で意見集約され、基本計画書

Ｐ97（5）その他計画（循環型ごみ処理システムの構築） 
①プラスチック製容器包装のサーマルリサイクルの検討を示し、次期中間処理施設

の整備に当たっては、ごみを貴重なエネルギー源として捉え、プラスチック製容器

包装類のサーマルリサイクルを含めた検討を行うとしております。

高効率発電の発電効率アップにはごみ量の確保とごみ質の高カロリー化が必要で

す。高カロリーで量的にも安定しているプラスチック容器・包装を熱回収し、発電

効率アップを計れば、売電収入による運営費軽減及び分別収集経費削減による住民

負担の大幅軽減が期待できます。
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この様な観点から当委員会においても本テーマを検討の上、意見答申されるよう

提案します。

一方、ＣＯ２の増加や排気ガスへの影響やリサイクル意識の低下等を心配される

意見も少なからずあります。他自治体の例からも意見が分かれる本テーマについて

は時間をかけて検討すべきと考えますが、当委員会による検討は欠かせないものと

考えて、敢えて提案させていただきました。

なお、最後に弊方が H25 年度基本計画検討委員会において説明に用いた本テーマ

の別添資料１・２(一部改訂)を添付、しましたので参考にしていただければ結構に存

じます。
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（別添資 1）プラスチック製容器包装を次期中間施設でサーマルリサイクルする

（サーマルリサイクル＝サーマルリカバリ－＝熱回収とする） 

白井市 岡野三之

■背景

1.平成 23 年の東日本大震災による原発事故後の電力は 90％が火力発電である。

2.火力発電の熱源は化石燃料（天燃ガス、石炭、石油等）でありその節約がますます重要である

3.プラスチックの原料は化石燃料（石油）である。

4 電力不足を少しでも補うため次期施設には.高効率発電を採用する可能性が高い。 
・災害時に市役所、消防署、警察、病院等の地域防災拠点に安定した電力供給ができる

自立・分散型エネルギー供給施設。

・補助金が 1/3→1/2 に増額された。 
5.売電収入で運営管理費の過半を賄える（三鷹市ふじみ衛生組合）

6.高効率発電ではごみ質（高カロリー化）とごみ量が発電効率アップに重要な条件となる。

7.プラスチックは熱量（カロリー）が高い

8 プラスチック製容器包装における塩化ビニル混入率が減少傾向にある（ダイオキシン、HCL） 
9 焼却・熱回収の技術革新（高温、高圧、連続運転、排ガス、高効率発電、耐蝕鋼等）が顕著 
10.温室効果ガス排出量計算が明確になった（環境省他）

11.リサイクルに費用と手間が掛かりすぎる上に分別が難しい為、残さが多く出る。

■容器包装リサイクルの仕組みと印西地区の現状

1.印西地区（印西、白井のみ）容リ法対象プラスチック分別収集量：（Ｈ2４年）

・プラスチック製容器・包装＝1,400Ｔ/年 残渣率：6％→焼却、 
2.自治体（印西・白井）の中間処理経費と特定事業者経費の負担割合

中間処理：（収集運搬、選別、圧縮、保管） （24 年実績） 
自治体（円/Ｔ） 特定事業者（円/Ｔ） 計(円/Ｔ) 

容器包装プラスチック 53,700（57％） 40,000（43％） 93,700（100％）
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 ■プラスチック容器包装のゆくえ（日本容器包装リサイクル協会、平成 25 年）

■残渣率 材料残渣：50％ ケミカル残渣：15％ 荷重平均残渣：34％ 

■再商品化製品の 60％以上がケミカルリサイクル（日本容器包装リサイクル協会）

・素形材：プラスチック再商品化製品の原料 ：材料リサイクル（マテリアルリサイクル）

・コークス炉化学原料、合成ガス、高炉還元剤：ケミカルリサイクル

・コークス炉化学原料：石炭からコークスやガスを生産する際に石炭の代替品として一部に使用

・合成ガス：ガス化炉で熱分解し、水素や一酸化炭素などを生産、化学原料として再利用

・高炉還元：鉄鉱石から鉄を生産する際、CO2 削減のためコークスの代替として一部に使用 
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■残渣のゆくえ （日本容器包装リサイクル協会）

・材料リサイクル残渣のゆくえ ・ケミカルリサイクル残渣のゆくえ

・ＲＰＦ：プラスチックと古紙から作られる固形燃料

・セメント原燃料：セメント製造の燃料として、また、灰をセメント原料の一部として使用

■容器包装リサイクルの現状

・再商品化業者に引き渡すまでの多大な経費 93,700 円/Ｔのうち自治体負担が 57％ 
＊自治体負担中間処理経費（収集、分別、圧縮、保管）・・・民間業者に委託している。

・リサイクルに支障をきたす異物（プラ製品、ビデオ、まな板、食品残渣等）混入が多い。

・中間処理施設および再商品化施設で選別され二度手間となっている。

・マテリアルリサイクルは残渣率が 50％と高く、残渣は産廃として燃料となるか熱回収。 
・マテリアル、ケミカル商品化段階の合計 34％が残渣。中間処理段階でも印西地区で 6％の残渣が

出るため、分別回収の≒40％が残渣であり、産廃として焼却・熱回収される 
・再商品化製品も使用済みになれば産廃となり、残渣と同様に処理される。

・排出者の負担（分別、洗浄等）が大きい。

・再商品化の 60％を占めるケミカルリサイクルでは石炭・コークスの代替品となっている。 
・組成が多種多様のプラスチックが混在しているため低品質の再生商品にしかならない。

・新品より廃プラ製品のほうが高価格になりがちで分別収集量に見合った商品需要の確保が困難。 
・低価格販売を余儀なくされる低品質の再商品化に多額の費用をかけている。

・プラスチックは光や熱により劣化し易く、再商品化製品もいずれはゴミとなる。

・ごみ質としてカロリーが高い。

・排出量がほぼ一定である。

・プラスチックは便利な材料であり、利用しやすいので生産量は減っていない。
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 ■CO 2 増、経費、排ガス、課題と対策

1. CO2 増加の検討（図 7 棒グラフは環境省）

・CO2 の増加：0.23-CO2 トン/トン・ごみ（容リプラ） 下図②と③の差 

・CO2 増加量と考察（容器包装 1400ｔを焼却の場合）：（24 年、現施設 CO2 排出量≒28,000Ｔ） 

試算 1：図 7：0.23×[43,000ｔ(焼却量)×0.09(容リ率)+1,400ｔ(分別容器)]≒ 1,200Ｔ 
試算 2：(指針式)：1400ｔ×0.8×2.73CO2ｔ/プラｔ－2,650 MWH(発電量)×0.555≒1,600T 
試算 1.2.から増加 CO2 は約 1,600T (現施設排出量の 5.７％に相当)と想定する。 

環境省廃棄物リサイクル対策部（平成 19 年）資料 
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・国内総排出量 13 億Ｔ/年の内一廃焼却発電（印クリ等）からの排出量は僅か 5 百万ｔ（0.4％） 
・図 7 の③全施設が分別なし全量高効率発電にした場合、85 万ｔ増（0.065％）－三菱総研論文－ 
・印西地区排出量（印西環境白書、基本計画 40 年人口予測）：6.0×193,800 人＝116 万ｔ/年  

1,600÷1,160,000＝0.0014（0.14％）。 
1,600ｔ増（0.14％）による環境への影響は極めて軽微と言える。 

2. 経費の検討（24 年実績 1,400Ｔのプラスチック容器包装について）

・中間処理経費 ： 75,000,000 円/年（24 年度実績） 
・売電収入試算 ： 48,000,000×0.8＝38,400,000 円/年・・・・別資 2 参照 
・負担軽減効果 ： 0.75+0.384≒1.134 億円/年、 30 年間＝34 億円、 20 年間＝23 億円 
・CO2 削減コスト：75,000,000 円/1,400Ｔ≒53,000 円/Ｔ (CO2 排出権取引 EU：1.500 円/Ｔ) 

3 原油削減効果：2,650,000KWH×0.232≒615,000 原油換算リットル･･･火力発電効率 40％ 
615,000÷159(バレル換算)×60$×125 円≒3.1 千万円/年、30 年間約 9 億円 

4 他の排ガスも国の基準を大幅に下回る。HCL(1/100) ,SOX(1/10), NOX(1/100), 煤塵(1/100) 
・プラスチック容器包装の塩化ビニル混入率は 5％→2％に低下。（2005 年新日鉄資料） 
・焼却、排ガス処理技術が大幅に進歩（高温・連続燃焼、排ガス処理、等）

・低空気比燃焼、排ガス再循環等で排ガス総量の削減（次世代型ストーカの場合 20～30％） 
・次期中間処理施設では現状より厳しい環境基準設定が可能

5. 分別・リサイクル意識の後退が懸念されるがその対策は？

・容器包装リサイクルの実状を啓発する

・分別収集経費削減と売電収入による住民負担の軽減を定量的に説明

・高効率発電施設への理解と発電量の見える化（ホームページでリアルタイム）

・排ガス測定結果の見える化（ホームページでリアルタイム）

・プラスチック容器・包装以外（PET 等）の分別リサイクルの必要性は啓発する 
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6. リサイクル法発足当初、プラ焼却における課題とされていた焼却炉の開発状況

・高温高圧連続運転（ダイオキシン、高効率発電、耐火材、ごみ質変化への対応等）

・排ガス処理の改良（濃度、総量）と重金属処理（飛灰）

・耐蝕合金の開発（HCL、高温腐蝕等） 
・技術的課題はほぼ解決済み（次世代型ストーカ炉が有力）

■ 自治体の廃プラ収集方法の現状（平成 20 年実績、環境省）

・容リプラを可燃ごみとしてサーマルリサイクルしている自治体（例：東京 23 区、船橋市など） 
  ・容リプラの可燃処理と資源化は拮抗している。

■ まとめ

・ 高効率発電で電力不足を補い、化石燃料の節約に貢献する 

・ 災害時,地域防災拠点（市役所、消防、警察、病院等）への電力供給を確保する。 

・ 分別・回集経費削減と売電で約 34 億円（30 年間）以上の住民負担を軽減する 

・ 高効率発電にはごみ量の確保とごみ質の高カロリー化が重要である。 

・ CO2 の増加量は印西地区排出総量の０．14％であり、地域環境への影響は極めて軽微である。 

・ 僅かの CO2 削減に多大な経費負担をやめ、削減された経費から他のごみ施策へ投資する。 

・ リサイクルしても何れは他の地域において排ガスとなる。場所と時期がずれるだけでは？ 

・ 焼却技術の進歩が目覚しく、排ガスの環境基準値は大幅に低減される。 

･ 原油削減換算で 9 億円(30 年間)期待出来る。 
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次期中間処理施設整備事業「施設整備基本計画」に関する意見書

印西地区環境整備事業組合

次期中間処理施設整備事業

施設整備基本計画検討委員会 委員長 大迫 政浩 様

１．留意事項

（１）提出のあったご意見は、直近の施設整備基本計画検討委員会の会議に提出し、参考資料

として活用させていただくほか、印西地区環境整備事業組合のホームページで公開させて

いただきますが、不当な圧力、個人や特定の団体に対する誹謗中傷、財産・プライバシー・

著作権の侵害及び営利目的等の記述が含まれる場合は、当該提出及び公開をしません。

（２）匿名による意見提出が可能ですが、意見提出者（ご自身）の氏名等の公開を希望される

場合は、提出年月日及び下記欄の末尾に当該個人情報をご記入ください。

（３）意見書は、この様式によるものの他、この様式に準じた任意様式でも結構です。

（４）意見記入欄が不足する場合は、適宜、用紙を追加してください。

２．意見

平成２７年９月３日提出

岡野三之 竹下建一 津島孝彦

添付資料《「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き」（環境省）および

「廃棄物処理施設に係る最近の動向」（全国都市清掃会議）》活用のお願い。

Ｈ26 年 3 月に策定されたごみ処理基本計画書の６の（３）の２）項「次期中間

処理施設整備事業の推進」の②施設整備における重要な事項のなかに、事業方式

に関わることとして―建設から運営までを含めて民間事業者に委託する事業方式

(ＰＦＩ，ＤＢＯ，包括的運営管理委託など)の採用を積極的に検討し、民間の資金、

経営能力、技術的能力を活用した効率的かつ経済的な公共サービスの提供を目指

す―ことが記されています。

私達はこの考えが、本施設整備基本計画のなかに活かされることを願っています。

私達がごみ処理基本計画検討委員としてこの方針つくりに際し、利用した資料は

①環境省の通達「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き」及び②全国

都市清掃会議「廃棄物処理施設に係る最近の動向」そして③25 年閣議決定された

「これからの廃棄物処理施設のあり方」の３つです。なかでも、①環境省の「・・・

手引き」と②全都清の「・・・動向」は基本的且つ重要な知見を与えてくれまし

た。貴委員会が今後、事業方式や処理方式の検討・選択を行う際に、これらの資

料は有益な示唆を提供してくれるものと信じます。誠に僭越とは思いますが、①

「・・・手引き」および②「・・・動向」の概要を別紙に纏め添付いたしました

のでこれをご活用いただき、この資料の趣旨を活かした今後の検討・選択作業を

進めていただくようよろしくお願いいたします。

なお、これらの資料につきましては既にご存知の方も多いと思いますが、委員各

位における情報の共有化という観点から敢えて提出させていただきました。

なお先の 8 月委員会において、9 月委員会での燃焼方式の選定予定について、副

委員長から「委嘱事項ではない」とのご指摘があったことは、正に添付資料の趣

旨に沿った適切なご意見ではないかと考えてります。     以 上
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様式１

次期中間処理施設整備事業「施設整備基本計画」に関する意見書

印西地区環境整備事業組合 

次期中間処理施設整備事業

施設整備基本計画検討委員会 委員長 大迫 政浩 殿

１．留意事項

（１）提出のあったご意見は、直近の施設整備基本計画検討委員会の会議に提出し、参考資料として活用させ

ていただくほか、印西地区環境整備事業組合のホームページで公開させていただきますが、不当な圧力、

個人や特定の団体に対する誹謗中傷、財産・プライバシー・著作権の侵害及び営利目的等の記述が含まれ

る場合は、当該提出及び公開をしません。

（２）匿名による意見提出が可能ですが、意見提出者（ご自身）の氏名等の公開を希望される場合は、提出年

月日及び下記欄の末尾に当該個人情報をご記入ください。

（３）意見書は、この様式によるものの他、この様式に準じた任意様式でも結構です。

（４）意見記入欄が不足する場合は、適宜、用紙を追加してください。

２．意見

平成２７年１１月５日提出

竹下建一 岡野三之 津島孝彦

背景：次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画検討委員会 10 月委員会において、プラン

トメーカーへのアンケート結果に基づいてエネルギー回収率等が提示されている。また余

熱利用形態と必要熱量が提示されている。ここではエネルギー回収率を基に、余熱利用と

発電の関係について試算してみた。余熱利用は種々考えられ、地域振興策検討委員会でも

議論されているところである。ここに示す試算を基に定量的な議論を進めて頂きたい。試

算したケースは以下の３ケースである。

1) 回収エネルギーを全量発電した場合

2) 回収エネルギーのうち、一部を温水プールに利用した場合

3) 回収エネルギーのうち、14.86 GJ/h を外部に熱供給した場合

試算において、エネルギーバランスのベースになっている主要パラメータは以下の通りであ

る。

- 施設規模：156 t/d (78 t/d x 2) 
- 年間稼働日数（委員会資料表－1） 

1 炉運転 192 日/年、2 炉運転 166 日/年、全停 7 日/年 
- 基準ゴミ低位発熱量：11,540 kJ/kg 

また、エネルギー回収率、その他の条件は委員会資料等を基に以下のように仮定した。

- 1 炉運転時エネルギー回収率：28.0% 
- 2 炉運転時エネルギー回収率：32.3% 
- 発電/熱の等価係数：0.46 
- 所内電力消費量は１炉運転時 1,018 kW、２炉運転時 1,259 kW とした。（10 月委員会資料

より推定）

- 売電単価は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）の廃棄物発電で規定されて

いる調達価格 18.36 円/ kWH（消費税込み）とした。 
- またこのエネルギー回収率は以下のスタディーでは、発電と熱エネルギーとしての回収の

比に拘らず一定と仮定する。

これをベースに発電と熱エネルギー回収のケーススタディーをしてみる。
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様式１

[１] 回収エネルギーを全量発電した場合 

1) 1 炉運転時の発電量

ごみの入熱は、11,540 (kJ/kg) x 78 t/d x 1,000 (kg/t) / 24 (h/d) = 37,505,000 kJ/h
回収熱量は回収率 28.0%とすると、

37,505,000 kJ/h x 0.28 = 1,0501,400 kJ/h
これに相当する発電量は、1,0501,400 kJ/h / 3,600 kJ/kwH = 2,917 kW

2) 2 炉運転時の発電量

ごみの入熱は、11,540 (kJ/kg) x 156 t/d x 1,000 (kg/t) / 24 (h/d) = 75,010,000 kJ/h
回収熱量は回収率 32.3%とすると、

75,010,000 kJ/h x 0.323 = 24,228,230 kJ/h
これに相当する発電量は、24,228,230 kJ/h / 3,600 kJ/kwH = 6,730 kW

3) 所内必要電力

一方所内の必要電力量は委員会資料によれば、

1 炉運転時は回収熱量の 34.9%、2 炉運転時は回収熱量の 18.7%となっている。従い、

1 炉運転時の所内電力は、37,505,000 (kJ/h) x 0.28 x 0.349/3,600 (kJ/kwH) = 1,018 kW
2 炉運転時の所内電力は、75,010,000 (kJ/h) x 0.323 x 0.187/3,600 (kJ/kwH) = 1,259 kW

4) 年間売電量および売電価格

年間売電量= ((2,917 – 1,018) kw x 24 h/d x 192 d/y) + ((6,730 – 1,259) x 24 x 166 d/y) =
30,547,056 kWH/y
売電単価を 18.36 円/kWH とすると、年間売電価格は 560.8 百万円/Year となる。

[２] 回収エネルギーのうち、一部を温水プールに利用した場合 
温水プール運営に必要な熱量は委員会資料表-２より、温水プール用、シャワー用、温水プ

ール管理等暖房を合わせて 3.19 GJ/h である。これを外部に供給した場合の発電量を求め

る。

1) 1 炉運転時の発電量

X kW とすると、

(3600X + 3.19 x 1,000,000 (kJ/GJ) x 0.46) / 37,505,000 = 0.28
これより X = 2,509 kW

2) 2 炉運転時の発電量

(3600X + 3.19 x 1,000,000 (kJ/GJ) x 0.46) / 75,010,000 = 0.323
これより X = 6,322 kW

3) 所内必要電力

全量発電時と同じく、1 炉運転時の所内電力は 1,018 kW、2 炉運転時の所内電力は 1,259
kW とする。

4) 年間売電量および売電価格

年間売電量= ((2,509 – 1,018) kw x 24 h/d x 192 d/y) + ((6,322 – 1,259) x 24 x 166 d/y) =
27,041,520 kWH/y
売電単価を 18.36 円/kWH とすると、年間売電価格は 496.5 百万円/Year となる。
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様式１

[３] 外部に 14.86 GJ/h の熱を供給した場合 

1) 1 炉運転時の発電量

X kW とすると、

(3600X + 14.86 x 1,000,000 (kJ/GJ) x 0.46) / 37,505,000 = 0.28
これより X = 1,018kW

2) 2 炉運転時の発電量

(3600X + 14.86 x 1,000,000 (kJ/GJ) x 0.46) / 75,010,000 = 0.323
これより X = 4,831 kW

3) 所内必要電力

全量発電時と同じく、1 炉運転時の所内電力は 1,011 kW、2 炉運転時の所内電力は 1,259
kW とする。

4) 年間売電量および売電価格

年間売電量= ((1,018 – 1,018) kw x 24 h/d x 192 d/y) + ((4,831 – 1,259) x 24 x 166 d/y) =
14,230,848 kWH/y
売電単価を 18.36 円/kWH とすると、年間売電価格は 261.3 百万円/Year となる。

以上をまとめると、

ケース[１] ケース[２] ケース[３] 
全量発電 温水プールに熱供給 14.86GJ/h 熱供給 

有効熱供給量 0 3.19GJ/h 14.86GJ/h
１炉運転時発電量 2,917 kW 2,509 kW 1,018 kW
２炉運転時発電量 6,730 kW 6,322 kW 4,831 kW
年間売電量 30,547,056 kWH/Y 27,041,520 kWH/Y 14,230,848 kWH/Y
年間売電価格 560.8 百万円/Y 496.5 百万円/Y 261.3 百万円/Y 

以上、外部への熱供給と売電収入の関係を試算した。詳細にみれば仮定が大胆な所があるが、

大まかな指標にはなると思う。この試算結果を踏まえてどういう地域振興策が考えられるかの

一助として欲しい。

（参考）：発電と熱回収の制御方法

次図はボイラでごみ焼却排熱を回収してスチームを発生し、抽気復水タービンを設置した場合

の熱回収システムである。発電はこの抽気復水タービンによりなされる。一方、熱供給は抽気

復水タービンの抽気（⑪）部分のスチームを利用して、場内および場外（⑬）へ熱が供給され

る。この抽気スチームは抽気されるまではタービンを通って発電も行うため、効率のよい、い

わばコージェネレーション（熱電併給）である。熱供給量は、その施設が決まればほぼ一定と

思われ、１炉運転、2 炉運転時も変わらないようにする制御になる。2 炉運転で余計に回収さ

れたスチームはタービンの復水部分を通過し（⑩）、発電量が多くなる。また余熱利用施設が

稼働していない時は、抽気量をゼロにし全スチーム量をタービンの復水側に持って行くか、蒸

気復水器（⑭）で有効利用せずに復水に戻せばよい。以上柔軟な対応が可能である。

（添付）：施設整備検討委員会 10 月委員会資料 表－2 熱回収形態と必要熱量 
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次期中間処理施設整備事業「施設整備基本計画」に関する意見書

印西地区環境整備事業組合 

次期中間処理施設整備事業

施設整備基本計画検討委員会 委員長 大迫 政浩 殿

１．留意事項

（１）提出のあったご意見は、直近の施設整備基本計画検討委員会の会議に提出し、参考資料として活用させ

ていただくほか、印西地区環境整備事業組合のホームページで公開させていただきますが、不当な圧力、

個人や特定の団体に対する誹謗中傷、財産・プライバシー・著作権の侵害及び営利目的等の記述が含まれ

る場合は、当該提出及び公開をしません。

（２）匿名による意見提出が可能ですが、意見提出者（ご自身）の氏名等の公開を希望される場合は、提出年

月日及び下記欄の末尾に当該個人情報をご記入ください。

（３）意見書は、この様式によるものの他、この様式に準じた任意様式でも結構です。

（４）意見記入欄が不足する場合は、適宜、用紙を追加してください。

２．意見

平成２７年１１月２７日提出

竹下建一 岡野三之 津島孝彦

11 月 5 日付けの前回意見書では、発電または熱エネルギーとしての回収の比に拘らずエネ
ルギー回収率を一定としていたが、11 月 15 日の委員会においてエネルギーの回収形態によ
るエネルギー効率が提示されたので、それに基づき意見書を修正した。修正箇所は斜体にし
ている。 

背景：次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画検討委員会 10 月委員会において、プラン

トメーカーへのアンケート結果に基づいてエネルギー回収率等が提示されている。また余

熱利用形態と必要熱量が提示されている。ここではエネルギー回収率を基に、余熱利用と

発電の関係について試算してみた。余熱利用は種々考えられ、地域振興策検討委員会でも

議論されているところである。ここに示す試算を基に定量的な議論を進めて頂きたい。試

算したケースは以下の３ケースである。

1) 回収エネルギーを全量発電した場合

2) 回収エネルギーのうち、一部を温水プールに利用した場合

3) 回収エネルギーのうち、14.86 GJ/h を外部に熱供給した場合

試算において、エネルギーバランスのベースになっている主要パラメータは以下の通りであ

る。

- 施設規模：156 t/d (78 t/d x 2) 
- 年間稼働日数（委員会資料表－1） 

1 炉運転 192 日/年、2 炉運転 166 日/年、全停 7 日/年 
- 基準ゴミ低位発熱量：11,540 kJ/kg 

- エネルギー回収率および回収量は 11 月委員会の資料を基に以下のように仮定した。 
１炉運転時、2 炉運転時とも発電または外部へのエネルギー供給の比に拘らずスチーム回
収量はそれぞれ同じであるが、スチームタービン発電機で発電が増えると抽気量が減り復
水量が増えるため、発電が増えると全体のエネルギー効率は悪くなる。即ち、復水が増え
るということは大気中への放散熱量が増えるからである。 
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入熱量 
エネルギー回収量（エネルギー回収率） 

外部熱供給 0 
（発電最大） 

外 部 熱 供 給
3.19GJ/h 

外 部 熱 供 給
14.86GJ/h 

外 部 熱 供 給
42.4GJ/h 

１炉運転 37.5GJ/h 6.7GJ/h (*) 
(17.9%) 

7.5GJ/h 
(20.1%) 

10.5GJ/h (*) 
(28.0%) 

NA 

２炉運転 75.0GJ/h 15.5GJ/h(*) 
(20.7%) 

16.2GJ/h 
(21.6%) 

18.6GJ/h 
(24.8%) 

24.2GJ/h (*) 
(32.3%) 

（注）発電最大と外部熱供給最大のエネルギー回収量（回収率）は委員会資料より。(* 印箇所) 
中間の数字は比例として内挿した。（計算上、若干の違いはあり） 

- 発電/熱の等価係数：0.46  
- 所内電力消費量は以下とした。（10 月委員会資料より推定） 

1 炉運転時は外部熱供給 14,86GJ/h 時の回収エネルギー量の 34.9%、2 炉運転時は外部熱
供給 42.4GJ/h 時回収エネルギー量の 18.7%となっている。従い、 
1 炉運転時の所内電力は、37,505,000 (kJ/h) x 0.28 x 0.349/3,600 (kJ/kWH) = 1,018 kW 
2 炉運転時の所内電力は、75,010,000 (kJ/h) x 0.323 x 0.187/3,600 (kJ/kWH) = 1,259 kW

- 売電単価は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）の廃棄物発電で規定されて

いる調達価格 18.36 円/ kWH（消費税込み）とした。 

これをベースに発電と熱エネルギー回収のケーススタディーをしてみる。

[１] 回収エネルギーを全量発電した場合 

1) 1 炉運転時の発電量

ごみの入熱は、11,540 (kJ/kg) x 78 t/d x 1,000 (kg/t) / 24 (h/d) = 37,505,000 kJ/h
回収熱量は回収率 17.9 %とすると、

37,505,000 kJ/h x 0.179 = 6,713,000 kJ/h
これに相当する発電量は、6,713,000 kJ/h / 3,600 kJ/kwH = 1,865 kW 

2) 2 炉運転時の発電量

ごみの入熱は、11,540 (kJ/kg) x 156 t/d x 1,000 (kg/t) / 24 (h/d) = 75,010,000 kJ/h
回収熱量は回収率 20.7 %とすると、

75,010,000 kJ/h x 0.207 = 15,527,000 kJ/h
これに相当する発電量は、15,527,000 kJ/h / 3,600 kJ/kwH = 4,313 kW 

3) 所内必要電力

1 炉運転時：1,018 kW
2 炉運転時：1,259 kW

4) 年間売電量および売電価格

年間売電量= ((1,865 – 1,018) kw x 24 h/d x 192 d/y) + ((4,313 – 1,259) x 24 x 166 d/y) =
16,070,000 kWH/y
売電単価を 18.36 円/kWH とすると、年間売電価格は 295.0 百万円/Year となる。

[２] 回収エネルギーのうち、一部を温水プールに利用した場合 
温水プール運営に必要な熱量は委員会資料表-２より、温水プール用、シャワー用、温水プ

ール管理等暖房を合わせて 3.19 GJ/h である。これを外部に供給した場合の発電量を求め

る。

1) 1 炉運転時の発電量

X kW とすると、
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様式１

(3600X + 3.19 x 1,000,000 (kJ/GJ) x 0.46) / 37,505,000 = 0.201 
これより X = 1,686 kW 

2) 2 炉運転時の発電量

(3600X + 3.19 x 1,000,000 (kJ/GJ) x 0.46) / 75,010,000 = 0.216 
これより X = 4,093 kW 

3) 所内必要電力

全量発電時と同じく、1 炉運転時の所内電力は 1,018 kW、2 炉運転時の所内電力は 1,259 
kW とする。 

4) 年間売電量および売電価格

年間売電量= ((1,686 – 1,018) kw x 24 h/d x 192 d/y) + ((4,093 – 1,259) x 24 x 166 d/y) = 
14,369,000 kWH/y 
売電単価を 18.36 円/kWH とすると、年間売電価格は 263.8 百万円/Year となる。 

[３] 外部に 14.86 GJ/h の熱を供給した場合 

1) 1 炉運転時の発電量

X kW とすると、

(3600X + 14.86 x 1,000,000 (kJ/GJ) x 0.46) / 37,505,000 = 0.28
これより X = 1,018kW

2) 2 炉運転時の発電量

(3600X + 14.86 x 1,000,000 (kJ/GJ) x 0.46) / 75,010,000 = 0.248 
これより X = 3,269 kW

3) 所内必要電力

全量発電時と同じく、1 炉運転時の所内電力は 1,018 kW、2 炉運転時の所内電力は 1,259
kW とする。

4) 年間売電量および売電価格

年間売電量= ((1,018 – 1,018) kw x 24 h/d x 192 d/y) + ((3,269 – 1,259) x 24 x 166 d/y) =
8,008,000 kWH/y
売電単価を 18.36 円/kWH とすると、年間売電価格は 147.0 百万円/Year となる。

以上をまとめると、

ケース[１] ケース[２] ケース[３] 
全量発電 温水プールに熱供給 14.86GJ/h 熱供給 

有効熱供給量 0 3.19GJ/h 14.86GJ/h
１炉運転時発電量 1,865 kW 1,686 kW 1,018 kW
２炉運転時発電量 4,313 kW 4,093 kW 3,069 kW
年間売電量 16,070,000 kWH/Y 14,369,000 kWH/Y 8,008,000 kWH/Y
年間売電価格 295.0 百万円/Y 263.8 百万円/Y 147.0 百万円/Y 

以上、外部への熱供給と売電収入の関係を試算した。詳細にみれば仮定が大胆な所があるが、

大まかな指標にはなると思う。この試算結果を踏まえてどういう地域振興策が考えられるかの

一助として欲しい。

（参考）：発電と熱回収の制御方法

次図はボイラでごみ焼却排熱を回収してスチームを発生し、抽気復水タービンを設置した場合

の熱回収システムである。発電はこの抽気復水タービンによりなされる。一方、熱供給は抽気
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復水タービンの抽気（⑪）部分のスチームを利用して、場内および場外（⑬）へ熱が供給され

る。この抽気スチームは抽気されるまではタービンを通って発電も行うため、効率のよい、い

わばコージェネレーション（熱電併給）である。熱供給量は、その施設が決まればほぼ一定と

思われ、１炉運転、2 炉運転時も変わらないようにする制御になる。2 炉運転で余計に回収さ

れたスチームはタービンの復水部分を通過し（⑩）、発電量が多くなる。また余熱利用施設が

稼働していない時は、抽気量をゼロにし全スチーム量をタービンの復水側に持って行くか、蒸

気復水器（⑭）で有効利用せずに復水に戻せばよい。以上柔軟な対応が可能である。

（添付）：施設整備検討委員会 10 月委員会資料 表－2 熱回収形態と必要熱量 
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様式（委員提出用）

次期中間処理施設整備事業「地域振興策」に関する意見等

印西地区環境整備事業組合

次期中間処理施設整備事業

施設整備基本計画検討委員会 委員長 大迫 政浩 様

意 見

平成 27 年 12 月 11 日提出 

委員名 大谷芳末

エネルギーバランスの提案

先に行われた施設整備検討委で、『ごみの持つエネルギーを最大限活用し地域へのエネルギ

ー供給』を目的とした、エネルギーバランスについての審議がありました。

本書は、排熱エネルギーを有効利用する利用者側の立場から考えたエネルギーバランスを提

案するものです。

施設整備側のハードウェアプランと密接な関係にありますので、施設整備検討委に対して提

言・活用されることを望みます。

＜提案の要旨＞

１． バックアップによる熱補給

先の施設整備検討委で、27.7GJ/h のバックアッププランが示されました。２炉運転

時の最大排出エネルギーをバックアップするプランで、過大な設備投資、追加燃料消

費でランニングコスト増となると思われます。

本書は、その必要はなく、１炉運転時の 14.7GJ/h を通年利用可エネルギーとし、

27.7GJ/h は不定期排出エネルギーととらえ、個別に利用価値を高める提案です。 
よって、バックアップは全炉停止時、及び不測の故障時の備えた通年利用分 14.7GJ/h
で良く、初期設備費はかかるものの、平常時は稼働の必要がなく、ランニングコスト

はほとんどかからないプランです。

また、防災拠点化構想に対して、この 14.7GJ/h のバックアップは燃料ゴミが枯渇し

た場合でも、発電や冷暖房の有効利用が可能です。

２． 発電機の規模に対する提言

本書は、発電機規模を２炉運転時排出エネルギー52GJ/h の全量発電出来る規模の設

備を推奨しています。その理由は、

１） 通年利用地域振興施設の夜間エネルギー需要は減じると考えられる。

２） 不定期排出エネルギーの用途は、誘致排熱利用事業者との合意依存や、蓄熱

技術の実用化待ち、オフライン輸送の採算性、不定期でも受け入れる需要顧

客の開拓などに中期的時間を要すると思われる。
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３） 今後 EV カーの加速的実用化と共に、蓄電、蓄熱の実用化も進むと考えられ

るが、まだ中期的時間を要すると思われる。

４） 防災拠点化構想で、電気にすることが一番利用価値と供給の容易さが計れる

と思われる。インフラ被害なければ外部供給できるし、そこそこ普及した

EV 避難車両での供給、蓄電池など被災地へのオフライン供給が可能。 
５） 平時でも余剰エネルギーが昼夜、季節・気候変動で発生すると思われ、発電

余剰電力は、組合の売電収入となる。

以上
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エネルギーバランス ご提案

吉⽥区クリーンセンター検討委員会
平成27年11⽉29⽇

エネルギーバランス
（年間排出パターン）

• ２炉運転時のみ、最⼤52GJ/hの排熱（場外利⽤分
は42.4GJ/h）、フル発電した場合の4,300kwh

• １炉運転時は14.7GJ/h場外排熱利⽤可。
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エネルギーの有効利⽤

• 通年利⽤可排熱は通年営業排熱利⽤事業者が利⽤。
• 不定期排出排熱は不定期でも受け⼊れ可能事業者が活⽤。
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地域冷暖房 参考資料

• 株式会社
千葉ニュータウン

• 供給販売熱量
約157千GJ／年

＝18GJ／h

イオンモール千葉NT延床面積：180,000㎡
敷地面積：112,000㎡

第６回会議資料 参考資料-1
表-2 熱回収形態と必要熱量より

福祉センター冷暖房（延床面積
2,400㎡）で1.6GJ/hを適応する。

18GJ/hの熱量は27,000㎡相当
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排熱利⽤の規模を考える

• 通年利⽤可エネルギーは１炉運転時の14.7GJ/h。
• 14.7GJ/hの熱量は延床⾯積22,050㎡の冷暖房を
賄えることになる。

• 道の駅とみうら枇杷倶楽部を例にとると、延床⾯積
1,460㎡なので15個の『とみうら』が賄える。

• 敷地⾯積から考察
道の駅とみうら枇杷倶楽部：0.86ha
道の駅⽥園プラザ川場 ：5ha
イオンモール千葉NT ：11.2ha
吉⽥区台地 ：15haは優に有る

• 地域振興策案の⼤半の冷暖房はカバーできると思われ
る。

⽥園プラザ川場 参考資料

• 敷地⾯積：5ha
• 年間集客数：

102万⼈
• 年間売上：10億円
• 雇⽤⼈数：110⼈
• 総事業費：33億円
• 運営：第3セクター
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排出熱と利⽤ユーザーの事情の違い

• 冷暖房を前提とした場
合

• 次期施設の排熱排出
都合とユーザーの利⽤
形態は全く別物

• 夏期・冬期が需要増と
なる

• 需要期はバックアップを
もてば安全側になると
考えられる

• 温⽔施設は年間フラッ
トに近いと予想される
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平成26年度 市庁舎電気代推移

系列1

バックアップの考察

• 現状地域振興策案の排熱需要は14.7GJ/hでお
およそ賄えると予想。

• 従ってバックアップを施設側で考える場合は
14.7GJ/hの規模で良いと思われる。

• 当然全炉停⽌時、不測の故障時は賄える。
• 季節変動需要超過時、追い炊きができる。
• 防災拠点化構想で燃料ゴミが枯渇してもバックアッ
プが可能になる。

• 平時はバックアップを稼働させることは無いと思われ、
燃費、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ、維持管理コストはさほど発⽣しな
いと思われる。
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発電設備の考察

• ２炉運転時の排熱を有効活⽤する為に
Max.52GJ/hをフル発電できる規模が望まし
い。

• 抽気スチームにより、14.7GJ/hを地域振興施
設に回し運⽤する。

• 夜間は地域振興施設需要減と予想され、排熱
はフル発電すれば、組合の売電収⼊となる。

• 防災拠点化構想で台地内消費で余った電⼒は
外部供給出来る。（EV、蓄電池など）

２炉運転時排熱利⽤の課題

• 不定期排出（2炉運転時42.4GJ/h）排熱は年間
総量の46％にもなる。

• 不定期でも使い切る⼯夫が課題となる。
• 考えられる利⽤⽅法
★不定期供給を条件とした排熱利⽤事業者の誘致。
（例：給⾷センター、⾷品加⼯、クリーニング⼯場、など蒸気
エネルギー消費事業者は年間46％不定期排熱でもメリットは
⼤きいと思われる。）
★蓄熱技術実⽤化でバッファーとし、地域振興増設などに有効
利⽤する。
★トランスヒートコンテナで不定期受け⼊れ顧客に販売。
（⼤電⼒消費者、コージェネユーザー）
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現実的な排熱有効利⽤

• 吸収式冷凍機は個別振
興策施設毎に設けた⽅が
良いか？

焼却炉 ボイラー

熱交換器

道の駅
サンセットスパ
ちびっこランド
ふれあい動物園

学習・芸術・文化基地
余暇・レジャー

サイクリング基地化
パラグライダー
オートキャンプ場

温水洗車場
EVステーション

農業振興
地域商品開発施設
もぎとり農園

クラインガルテン
アウトドアライフ
レンタルスペース
屋内カーリング場

防災拠点化
煙突展望台
泉カントリー
地域住民サロン
多目的研修室

イベント広場・他

吸収式
冷凍機

蒸気タービ
ン発電機

Max4,300kwh
給電

給湯（飲料・暖房）給湯（飲料・暖房）

給冷水、リンク冷凍用?給冷水、リンク冷凍用?

売
電

余力電力

東電？

不足分買電
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

自
家
消
費

52GJ／h
（２炉）

抽気

冷房用7℃

厨房・風呂 45℃
暖房用 75～135℃

14.7GJ／h

1炉：1,018kwh

2炉：1,259kwh

排熱利用事業者の誘致
排熱の外部供給基地

ﾄﾗﾝｽﾋｰﾄｺﾝﾃﾅ

27.7GJ／h（不定期）

？kwh

振興策具
体化後

通年営
業施設

バックアップ

14.7GJ／h
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様式 1 

表 題：次期中間処理施設「建設候補地」の安全な保全管理及び円滑な 

譲渡のための『用地保全信託』の活用検討に関する提案 

要 旨：・公募方式による審査の末、建設候補地に選定された吉田地区は、本事業に

対する理解度が高く、土地の提供につき多数の地権者全員（28名）が同意

を表明しています。 

・しかしながら、実際には用地取得を直ぐ開始できる訳ではなく、本委員会

の答申や地元協議を経て、事業全般について地元との同意が整った後から、

順次、個別に用地交渉を進めることになります。 

・この間、地権者の貴重な同意があるにも関わらず、相続の発生、認知症等

の障害、権利の移転・複雑化、部外者の介入など、様々なリスクが潜んで

おり、用地取得に甚大な影響を及ぼす可能性があります。 

・一般廃棄物処理施設の建設事業は、特にその進行管理に万全を期す必要性

が高いことから、用地取得リスク防止のため、安全・確実な対策を実施し、

事業計画の実現性を予め担保することが重要な課題です。 

・この課題解決のため、本提案は、①地権者が共同し、建設候補地の土地を、

財産管理機能を有する第三者（農業協同組合、信託会社など）に信託し、

安全に保全管理するとともに、②地元協議に基づく同意成立を条件とし、

信託受託者から公共事業の起業者に、信託した土地を公正公平に譲渡する

「用地保全信託」方式の検討を提案するものです。 

内 容： 別紙２～５頁に記載 

提出日： ２０１５年１２月１１日 

提出者： 黒須 良次（技 術 士）   辻  美和（弁 護 士） 

 森 登規雄（司法書士）  浅井  学（司法書士） 

(連絡先:0476-46-6386) 

次期中間処理施設整備事業「施設整備基本計画」に関する意見書 

印西地区環境整備事業組合 

次期中間処理施設整備事業 

施設整備基本計画検討委員会 委員長 大迫 政浩 様 
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様式 1 

１．提案の背景・理由 

印西地区環境整備事業組合（以下「事業組合」という。）においては、一般廃棄物中間処理施

設の高経年化に伴い、次期中間処理施設の整備に向けて、建設用地の確保と整備スケジュー

ルの着実な進行管理が求められているところです。 

こうした事情の下、平成 26 年春、建設候補地の公募を実施し、現在地を含む５地区の審査の

末、平成 26年 11月の正副管理者会議において吉田地区が建設候補地に選定されました。これ

は、地権者の全員同意と地元町会の理解・協力に負うところが大きいものであります。 

しかしながら、吉田地区は、多数の地権者（28 名）がいる一団の大規模な土地であることから、

今後土地の引渡しに至るまでの間に、地権者とって支障となる問題（例えば、相続の発生、他

者への権利移転、不慮の事故等による影響）が多々あると考えられます（次図参照）。 

また、事業組合は、地権者全員の用地提供の意思を尊重し、建設候補地を安全に保全管理

することについて、地権者と連携・協力する等、積極的に対応すべきものと考えられます。 

以上のことから、建設候補地の譲渡・引渡しに至るまでの間、①地権者の意思と土地の所有

権を安全に保護・保管し、②事業組合と地元の協議・合意が整った後に、確実にまとめて土地

を引き渡せる体制を整えることが課題になります。 

この課題解決には、地権者の立場と事業組合の役割に配慮し、公正・公平な財産管理の仕組

みが求められます。その方法として、「信託制度による土地管理・引渡し方式（用地保全信託）」

の活用による、明快かつ包括的な対策の検討を提案するものです。 

■ 建設候補地の安全な保全管理と円滑な引渡しに「信託制度」を活用

地権者が共同して建設候補地 

の土地を第三者機関に信託 

○信託の目的

①地権者の意思・所有権の保全

②建設候補地の土地の一括管理

③地元合意を条件とする土地の

譲渡・引渡し 

○地権者が共同で委託する

・地権者は、委託者かつ受益者 

○信託受託者の役割・義務

・建設候補地の保全・管理 

・公正・公平な土地の引渡し 

  （事業組合への買取り申出等 

   先買い制度に則した譲渡） 

●着実な事業推進と適切な進行管理が課題

○公募に応募した地権者に協力する責務

○地権者の意思・土地の権利を保全する必要性

○地権者間の公平維持、取引の公正の確保

   

【用地保全信託による解決】 

「信託」による土地管理・引渡し方式 

【地権者グループ（同意者 28名）にとって】 

【事業組合にとって】 
連携・協力による対策 

●様々なリスクがあるが、自ら対応することが困難

○相続の発生

○他者への権利移転

○意思判断能力の低下

○その他不慮の事態

 

○同意維持の困難化

○土地引渡しの困難化

○地権者相互の公平性

維持の困難化など

不可抗力的なリスク 
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様式 1 

２．「用地保全信託」の概要 

本方式は、地権者の公共事業への協力意思に基づき、信託法に基づく不動産管理型信託

の集団的な財産保全・管理機能等を利用することによって、建設候補地の土地の保全・管理及

び公共事業の起業者（事業組合）への譲渡を、安全かつ公正・公平に行うものです。 

【信託契約の内容】 

○信託目的：建設候補地の土地の保全管理及び公共施設用地としての事業組合への譲渡

〔１〕  建設候補地内の土地の一元管理及び保全 

  〔２〕 「整備協定」の締結（事業組合と地元町会の合意）を停止条件とする土地の譲渡 

〔３〕  公共施設用地としての土地買取り申出など法令に基づく事務手続きの実施 

○委託者：地権者（土地所有者 28 名）による共同委託

○受益者：地権者（土地の譲渡収益を受取る権利等を有する者）

○受託者：事業組合が指定する者（財産管理業務を行う農業協同組合、信託会社等）

○信託財産：建設候補地内の土地所有権（33 筆、2.6ha）

○信託財産の管理方法：受託者は信託目的に従い、信託財産を管理・処分する等

○信託終了事由：土地譲渡収益の受益者に対する分配の終了

○その他条項：信託の期間、信託の解除、受益権の譲渡、現状の利用継続など

○信託の諸費用：公共事業の推進に寄与するものとして事業組合が負担

【信託登記による権利関係の公示（信託目録）】 

✓信託による土地所有権の移転登記 

✓信託の委託者、受託者、受益者の登記（住所、氏名） 

✓信託条項（信託の目的、その他の条項）の記載 

※受益者である地権者が、相続や売買等を原因として交代した場合、受益者の変更登記を行う。 

【用地保全信託の仕組み】 

信託契約 

土地の保全管理 

および譲渡 

所有権移転 

整備協定締結を停止条件 

とする土地譲渡・引渡し 

保全管理・処分 
収支計算 

収益の交付 

委託者 

兼 

受益者 

【地権者】 

公共事業 

の起業者 

【事業組合】

受 託 者 

【財産管理機関】 

信託目的 

信託財産 

【建設候補地の土地】 

受益権 

買取り申出 

譲渡代金 
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様式 1 

○建設候補地の土地は、信託契約に従い、「信託財産」として「受託者」に移転登記します。

○地権者（委託者）は、信託の「受益者」として、「受益権」（土地譲渡収益を受取る権利等、すなわ

ち実質的な財産権）を取得します。

※信託による所有権移転、委託者、受託者、受益者、信託目的等は全て登記により公示されます。

○信託の「受託者」は、「信託目的」に従い、地権者（受益者）のために、忠実かつ公正に信託業務

を遂行する義務（公正忠実義務・善管注意義務など）を負います。

○建設候補地の土地（信託財産）は、受託者の固有財産とは別に分別管理されます。また、委託者、

受託者及び受益者の倒産から隔離され、信託目的に服する独立した財産として保全されます。

○もし、地権者（受益者）に不慮の事態が生じ、「受益権」の相続や第三者への権利移転等が生じ

た場合においても、「受託者」は建設候補地の土地（信託財産）を信託目的に従って管理・処分

することができます。

○「受託者」は、信託目的に従い、地元町会と事業組合との合意に基づく「整備協定」が締結された

後、事業組合に対して、建設候補地の土地（信託財産）の買取り申出を行い、不動産鑑定評価

等の所定の手続きに則して譲渡します。

○地権者（受益者）は、「受託者」から土地譲渡収益を受取り、「受託者」は信託財産の譲渡収益の

分配完了により信託を終了します。

  以上により、建設候補地の保全・管理及び譲渡・引渡しの業務を、受託者が一元的かつ包括的、

かつ公正・公平に実施する仕組みであり、当事者双方にとって様々なメリットが考えられます。 

【地権者、事業組合の双方に期待されるメリット】 

地権者・地元町会にとって 

①地権者の土地提供の意思と、建設候補地の土地所有権が保護され、安全・安心である。

（相続や売買により権利者（受益者）の交代等が生じても影響を受けない。）

②建設候補地として選定された優先的地位を、安定的に持続することができる。

③個別交渉等に起因する地権者間の格差を排除し、公平を保つことができる。

④信託期間中、必要であれば譲渡まで現状の土地利用を続けられる。

⑤信託契約において、地権者の事情や意向に柔軟に対応できる余地がある。

（例：受益権の買取り、譲渡の時期、信託契約の解除など） 

⑥信託は、法人等を設立する必要がなく、権利移転時に土地譲渡所得税が発生しない。

事業組合にとって 

①建設候補地の土地取得に係るリスクが排除され、一体的かつ安全に保全管理できる。

②土地の譲渡・引渡しに至るまで、個々の地権者に無用な負担をかけない。

③相続等により地権者（受益者）が変わっても、信託によって同意が維持される。

④地元町会との合意が整い次第、建設候補地の土地を、円滑に全て取得することができる。

⑤法人設立等によるリスク対策に比べ、本方式は簡便で利用しやすい。

⑥事業全体の進行管理の円滑化や、事業推進の効果が期待できる。
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様式 1 

３．「用地保全信託」の活用検討に関する提案 

信託方式の他に、用地取得のリスク対策として、土地売買予約方式（停止条件付土地売買

予約契約）が考えられます。 

しかし、こうした不動産取引方式の場合、土地所有権が地権者に留保される訳ではなく、土

地の売却・相続・担保・差押えが可能であり、予想される権利の移転・複雑化や個別事情による

協力意識の低下等のリスクは、一般の土地売買の場合と大差ないものと推察されます。 

それに対し、信託は、土地等の財産の管理・保全制度として卓越した機能を有し、様々な

事業で活用実績があることから、施設整備基本計画検討委員会において、用地保全信託の

活用に向けて、地権者との連携や受託機関、関係法令等の調査検討を推進することを提案

致します。 

■ 用地保全対策の検討タイミング

平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

1-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 

月 1-3 月 11 月 3 月 4 月 3 月 
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ケ
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用
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員
会
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買
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開
始
予
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リスク 

(時間) 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

保全 

対策 

以上 

情報公開・市民 

参加のもとで 

委員会を運営 

対策の実施 対策の検討 

小 ←  ＜リ ス ク＞  → 大 
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様式１

次期中間処理施設整備事業「施設整備基本計画」に関する意見書

印西地区環境整備事業組合

次期中間処理施設整備事業

施設整備基本計画検討委員会 委員長 大迫 政浩 宛て

１．留意事項

（１）提出のあったご意見は、直近の施設整備基本計画検討委員会の会議に提出し、参考資料として活用させ

ていただくほか、印西地区環境整備事業組合のホームページで公開させていただきますが、不当な圧力、

個人や特定の団体に対する誹謗中傷、財産・プライバシー・著作権の侵害及び営利目的等の記述が含まれ

る場合は、当該提出及び公開をしません。

（２）匿名による意見提出が可能ですが、意見提出者（ご自身）の氏名等の公開を希望される場合は、提出年

月日及び下記欄の末尾に当該個人情報をご記入ください。

（３）意見書は、この様式によるものの他、この様式に準じた任意様式でも結構です。

（４）意見記入欄が不足する場合は、適宜、用紙を追加してください。

２．意見

平成２８年１月１４日提出

岡野三之 竹下建一 津島孝彦

事業方式の比較における建設費及び運営維持管理費の撤回と再試算の実施について

この意見書はＨ27年１2月の第8回委員会の参考資料－２のＰ７からＰ９において提案さ

れた(2)項の施設建設費等の試算結果及び(3)項のＬＣＣ試算結果の撤回と再試算を求めるも

のです。

この資料の施設建設費及び運営維持管理費はプラントメーカー等業者のコスト情報に基

づいています。しかし、平成 18 年の環境省「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手

引き」における積算方法はプラントメーカーの見積りに頼って作成するのではなく、既存契

約事例の情報を収集分析し、適正予定価格の作成が必要とされております。このことはプラ

ントメーカーとコンサルの不透明な関係や、プラントメーカーの見積りを用いた予定価格設

定を想定した見積価格つり上げのなかで、プラントメーカー談合が繰り返される構造など

様々な問題指摘があったからです。

過去において当印西クリーンセンターは 3 号炉の建設において談合の被害を受けていま

す。しかるに、談合時代と同じ方法－即ちプラントメーカーヒアリング見積金額を基に作成

されたこの資料の試算結果―をそのまま看過することはできず、従ってこの試算結果を撤回

し、上記手引きに則り再試算することを求めます。

上記「・・手引き」で推奨されている積算方法のうち、設備の価格と能力( 容量比)の関係

を示す 0.6 乗則によれば、予定施設規模 156T の施設建設費は、三鷹市のふじみ衛生組合施

設との比較（288Ｔ/日、総事業費 101 億円）から 65～70 億円程度となります。外構・侵入

道路等を入れても 75 億程度と見込まれます。提案されている価格はこの事例の 2 倍以上で

あり、あまりにも他市の実績値と大きく乖離しています。運営管理費も同様と思われます。

また、売電収入の取扱いについても他市の事例を参考に更なる検討をしていただきたくお願

い申し上げます。

是非、環境省の手引きに沿った積算方法で見直しされることを要望いたします。

僭越ながらご参考までに環境省の手引きを添付させていただきます。   以上
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設

建
設

工
事

に
係

る
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
の

発
注

・
選

定
に

係
る

留
意

事
項

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
３

７

（
１

）
公

募
型

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

（
２

）
積

算
方

法

（
３

）
技

術
者

の
配

置

（
４

）
発

注
支

援
業

務
の

公
正

・
中

立
性

の
確

保

第
９

章
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
契

約
事

務
処

理
上

の
留

意
事

項
・

・
・

・
・

・
・

４
２

（
１

）
違

約
金

特
約

条
項

（
２

）
総

合
評

価
に

お
け

る
落

札
者

の
提

示
し

た
性

能
等

の
履

行
の

確
保

（
再

度
の

施
工

、

減
額

、
損

害
賠

償
等

）

（
３

）
低

入
札

価
格

調
査

制
度

第
1
0
章

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

契
約

後
の

留
意

事
項

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
４

５

（
１

）
入

札
結

果
の

情
報

公
開

（
２

）
予

定
価

格
の

事
前

公
表

制
度

第
1
1
章

P
l
a
n

D
o

S
e
e

サ
イ

ク
ル

に
よ

る
評

価
の

実
施

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

４
６

（
１

）
基

本
的

考
え

方

（
２

）
評

価
の

方
法

お
わ

り
に

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

４
８

参
考

資
料

編
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
４

９

（
１

）
環

境
省

に
お

け
る

支
援

策
Ⅰ

－
入

札
・

契
約

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
構

築

（
２

）
環

境
省

に
お

け
る

支
援

策
Ⅱ

－
市

町
村

等
の

契
約

事
務

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
専

門
家

集
団

の
組

織
化
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－
ⅲ

－

（
３

）
環

境
省

に
お

け
る

支
援

策
Ⅲ

－
標

準
的

な
発

注
仕

様
書

の
提

示

（
４

）
参

考
と

な
る

報
告

書
等

の
各

種
資

料

-
1

-

第
１

章
は

じ
め

に

廃
棄

物
の

適
正

処
理

と
再

資
源

化
を

担
う

廃
棄

物
処

理
施

設
は

、
国

民
の

生
活

環
境

の
保

全
と

循
環

型
社

会

形
成

の
推

進
を

図
る

上
で

不
可

欠
な

都
市

施
設

で
あ

り
、

そ
の

建
設

工
事

は
社

会
基

盤
整

備
を

図
る

重
要

な
公

。
、

、
、

共
事

業
で

あ
る

そ
の

た
め

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

実
施

に
際

し
て

は
競

争
性

と
透

明
性

が
高

く

公
正

・
公

平
性

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

に
契

約
さ

れ
、

長
期

的
か

つ
総

合
的

に
品

質
・

経
済

性
の

面
で

優
れ

た
工

事
が

施
工

さ
れ

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

を
め

ぐ
る

状
況

と
し

て
、

以
下

の
よ

う
な

構
造

、
課

題
等

が

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

○
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

で
は

、
主

要
技

術
で

あ
る

プ
ラ

ン
ト

が
技

術
的

に
複

雑
・

高
度

で
あ

る

こ
と

、
性

状
が

多
様

で
変

化
し

や
す

い
廃

棄
物

の
処

理
を

対
象

と
す

る
た

め
経

験
工

学
的

な
技

術
の

蓄

積
が

重
要

で
あ

る
こ

と
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

に
技

術
・

ノ
ウ

ハ
ウ

が
集

中
し

て
い

る
こ

と
等

か
ら

、

工
事

を
請

負
う

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

が
市

場
に

お
い

て
強

い
影

響
力

・
支

配
力

を
有

し
て

い
る

と
い

う

特
徴

が
あ

る
。

○
一

方
、

発
注

者
側

で
あ

る
市

町
村

は
、

一
部

の
大

都
市

等
を

除
き

、
２

０
年

に
１

度
程

度
の

事
業

と
い

う
こ

と
も

あ
り

、
廃

棄
物

処
理

、
処

分
の

知
識

・
経

験
の

蓄
積

や
専

門
技

術
者

の
確

保
が

非
常

に
困

難

な
状

況
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

と
対

等
に

技
術

や
価

格
等

に
つ

い
て

交
渉

す
る

専

門
的

能
力

が
不

足
し

て
い

る
。

○
ま

た
、

廃
棄

物
部

門
の

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
は

、
市

町
村

の
発

注
事

務
の

代
行

者
・

補
助

者
と

し
て

の
役

割
が

期
待

さ
れ

る
が

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
に

技
術

・
ノ

ウ
ハ

ウ
が

蓄
積

・
集

中
し

て
い

る
こ

と

か
ら

、
こ

う
し

た
役

割
を

十
分

に
果

た
す

こ
と

が
必

ず
し

も
で

き
て

い
な

い
。

○
こ

の
よ

う
に

、
発

注
者

と
比

べ
高

い
技

術
力

を
有

す
る

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

に
競

争
を

促
し

て
い

く
た

め
に

は
、

市
町

村
等

の
職

員
の

発
注

能
力

を
高

め
る

こ
と

と
、

競
争

が
働

く
よ

う
な

構
造

を
も

た
ら

す

発
注

方
式

や
選

定
方

式
を

導
入

し
た

入
札

・
契

約
方

法
に

積
極

的
に

転
換

し
て

い
く

べ
き

で
あ

る
。

○
こ

の
ほ

か
、

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
な

ど
環

境
規

制
の

強
化

に
伴

う
技

術
開

発
も

、
価

格
を

押
し

上
げ

る
要

因
で

あ
っ

た
。

さ
ら

に
、

立
地

に
際

し
て

住
民

と
の

合
意

形
成

を
図

る
た

め
の

、
環

境
負

荷
を

法

令
等

の
基

準
よ

り
低

減
す

る
追

加
的

対
策

に
よ

っ
て

も
価

格
が

高
く

な
っ

て
い

る
。

○
こ

の
よ

う
な

点
を

踏
ま

え
、

今
後

、
市

町
村

は
、

廃
棄

物
処

理
事

業
の

収
支

や
、

廃
棄

物
の

処
理

に
要

し
た

費
用

と
廃

棄
物

処
理

に
伴

う
効

果
、

と
り

わ
け

施
設

建
設

工
事

に
お

い
て

は
環

境
保

全
設

備
の

整

備
費

用
と

環
境

保
全

効
果

の
説

明
を

納
税

者
で

あ
る

住
民

に
対

し
て

積
極

的
に

情
報

提
供

し
て

い
く

必

要
が

あ
る

。
こ

う
し

た
住

民
と

の
対

話
を

通
じ

、
費

用
対

効
果

の
よ

り
高

い
施

設
建

設
・

運
営

や
、

廃

棄
物

の
排

出
抑

制
を

促
し

資
源

循
環

を
高

め
る

処
理

方
式

を
地

域
に

お
い

て
選

択
で

き
る

よ
う

に
取

り

組
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

以
上

を
踏

ま
え

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
発

注
者

で
あ

る
市

町
村

が
、

適
正

な
入

札
・

契
約

に
向

け

て
取

り
組

む
べ

き
事

項
や

考
え

方
に

つ
い

て
の

提
案

を
各

章
で

述
べ

る
。
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-
2

-

第
２

章
入

札
・

契
約

の
適

正
化

に
向

け
た

基
本

的
方

向

(
1
)

品
確

法
に

よ
る

総
合

評
価

落
札

方
式

の
導

入
促

進

公
共

工
事

に
関

し
て

は
、

従
来

、
価

格
の

み
に

よ
る

競
争

が
中

心
で

あ
っ

た
が

、
厳

し
い

財
政

事

情
の

下
、

公
共

投
資

が
減

少
し

て
い

る
中

で
、

そ
の

受
注

を
め

ぐ
る

価
格

競
争

が
激

化
し

、
著

し
い

低
価

格
に

よ
る

入
札

が
急

増
す

る
と

と
も

に
、

工
事

中
の

事
故

や
手

抜
き

工
事

の
発

生
、

下
請

業
者

や
労

働
者

へ
の

し
わ

寄
せ

等
に

よ
る

公
共

工
事

の
品

質
低

下
に

関
す

る
懸

念
が

顕
著

と
な

っ
て

い

る
。 こ

の
よ

う
な

背
景

を
踏

ま
え

て
、

平
成

１
７

年
４

月
に

「
公

共
工

事
の

品
質

確
保

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

以
下

「
品

確
法

」
と

い
う

）
が

施
行

さ
れ

て
い

る
。

品
確

法
で

は
、

公
共

工
事

の
品

」
、

。

質
は

「
経

済
性

に
配

慮
し

つ
つ

価
格

以
外

の
多

様
な

要
素

を
も

考
慮

し
、

価
格

及
び

品
質

が
総

合
、

的
に

優
れ

た
内

容
の

契
約

が
な

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
確

保
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
公

共
工

事
の

品
質

確
保

の
た

め
の

主
要

な
取

り
組

み
と

し
て

総
合

評
価

落
札

方
式

の
導

入
を

掲
げ

て
い

る
。

公
共

工
事

の
品

質
確

保
を

図
る

た
め

に
は

、
発

注
者

は
競

争
参

加
者

の
技

術
的

能
力

の
審

査
を

適
切

に
行

う
と

と
も

に
、

品
質

の
向

上
に

係
る

技
術

提
案

を
求

め
る

よ
う

努
め

、
落

、
、

札
者

の
決

定
に

お
い

て
は

価
格

に
加

え
て

技
術

提
案

の
優

劣
を

総
合

的
に

評
価

す
る

こ
と

に
よ

り

最
も

評
価

の
高

い
者

を
落

札
者

と
す

る
こ

と
が

原
則

と
な

る
。

市
町

村
等

に
お

い
て

は
、

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

発
注

・
選

定
方

式
と

し
て

、
品

確
法

に

基
づ

き
、

総
合

評
価

落
札

方
式

を
導

入
し

て
い

く
べ

き
で

あ
る

（
第

５
章

）
。

総
合

評
価

落
札

方
式

の
導

入
に

よ
り

、
廃

棄
物

処
理

施
設

の
性

能
の

向
上

・
長

寿
命

化
・

維
持

管

理
費

の
縮

減
・

施
工

不
良

の
未

然
防

止
等

に
よ

る
総

合
的

な
コ

ス
ト

の
縮

減
、

環
境

対
策

、
事

業
効

果
の

早
期

発
現

等
が

効
率

的
か

つ
適

切
に

図
ら

れ
れ

ば
、

現
在

及
び

将
来

の
国

民
に

利
益

が
も

た
ら

さ
れ

る
。

ま
た

、
価

格
以

外
の

多
様

な
要

素
が

考
慮

さ
れ

た
競

争
が

行
わ

れ
る

こ
と

で
、

技
術

力
競

争
に

よ
っ

て
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

・
運

営
を

行
う

民
間

企
業

の
モ

テ
ィ

べ
ー

シ
ョ

ン
の

向
上

が
図

ら
れ

、
技

術
と

経
営

に
優

れ
た

健
全

な
企

業
が

競
争

上
優

位
に

な
り

、
談

合
が

行
わ

れ
に

く
い

環
境

が
整

備
さ

れ
る

こ
と

も
期

待
さ

れ
る

。

(
2
)

入
札

契
約

適
正

化
指

針
に

沿
っ

た
適

正
手

続
き

の
実

施

「
公

共
工

事
の

入
札

及
び

契
約

の
適

正
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
」

第
1
5
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
公

共
工

事
の

発
注

者
で

あ
る

国
、

市
町

村
等

が
統

一
的

、
整

合
的

に
公

共
工

事
の

入
札

・
契

約
の

適
正

化
を

図
る

た
め

取
り

組
む

べ
き

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

と
し

て
「

公
共

工
事

の
入

札
及

び
契

約
の

適
正

化
を

図
る

た
め

の
措

置
に

関
す

る
指

針
（

平
成

1
8
年

５
月

閣
議

決
定

（
以

下
「

入
札

契
約

適
）

、

正
化

指
針

」
と

い
う

」
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。

。
）

入
札

契
約

適
正

化
指

針
で

は
、

透
明

性
の

確
保

、
公

正
な

競
争

の
促

進
、

入
札

及
び

契
約

の
方

法

の
改

善
等

に
つ

い
て

の
方

策
が

提
示

さ
れ

て
お

り
、

市
町

村
等

が
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

を
発

、
。（

）
注

す
る

際
に

お
い

て
も

こ
の

指
針

に
従

っ
て

行
う

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

第
３

章
(
7
)

(
3
)

市
町

村
間

の
相

互
協

力
体

制
・

国
の

支
援

の
強

化

発
注

者
側

で
あ

る
市

町
村

に
お

い
て

、
一

部
の

大
都

市
を

除
き

、
廃

棄
物

処
理

、
処

分
の

知
識

・
経

験
の

蓄
積

や
専

門
技

術
者

の
確

保
が

非
常

に
困

難
な

状
況

と
な

っ
て

お
り

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
と

対

-
3

-

等
に

技
術

や
価

格
等

に
つ

い
て

交
渉

す
る

専
門

的
能

力
が

不
足

し
て

い
る

た
め

、
市

町
村

の
要

求
水

準

に
適

合
し

、
予

算
に

見
合

っ
た

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
が

行
わ

れ
な

く
な

っ
て

い
る

こ
と

も
現

状
で

は

懸
念

さ
れ

る
。

こ
う

し
た

状
況

を
防

ぎ
、

市
町

村
が

、
優

れ
た

技
術

を
そ

れ
に

見
合

っ
た

価
格

で
導

入

し
、

住
民

に
対

す
る

廃
棄

物
処

理
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

、
維

持
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
市

町
村

間

の
知

識
・

ノ
ウ

ハ
ウ

の
共

有
、

相
互

協
力

、
相

互
応

援
の

仕
組

み
を

環
境

省
の

支
援

に
よ

り
強

化
し

て

い
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
こ

う
し

た
施

策
は

、
今

後
環

境
省

が
講

じ
る

も
の

で
あ

る
が

、
本

手
引

き

に
お

い
て

も
、

そ
の

具
体

的
な

内
容

と
し

て
、

入
札

・
契

約
情

報
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

構
築

や
、

市
町

村

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
専

門
家

集
団

の
組

織
化

を
参

考
と

し
て

示
し

て
い

る
（

参
考

編
(
1
)
、

(
2
)
）

。
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第
３

章
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
入

札
・

契
約

に
係

る
全

般
的

留
意

事
項

(
1
)

は
じ

め
に

本
章

で
は

、
本

手
引

き
の

中
核

で
あ

る
入

札
・

契
約

の
新

し
い

方
法

の
基

本
的

考
え

方
を

中
心

に

提
示

す
る

。
以

下
の

(
2
)
か

ら
(
5
)
は

、
発

注
の

相
手

方
の

選
定

の
方

法
と

発
注

の
範

囲
（

競
争

に
付

す
範

囲
）

に
つ

い
て

改
善

策
を

示
し

て
い

る
。

そ
の

構
造

と
取

組
の

全
体

像
を

下
表

に
示

す
。

、
、

。
新

し
い

方
法

を
導

入
し

た
改

善
は

着
実

に
進

め
る

た
め

段
階

的
に

行
う

こ
と

が
適

切
で

あ
る

こ
の

た
め

、
次

の
と

お
り

、
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅰ

を
最

低
限

の
水

準
と

し
、

Ⅱ
を

標
準

的
に

取
り

組
む

べ
き

水
準

、
Ⅲ

を
目

標
と

す
べ

き
水

準
、

Ⅳ
を

さ
ら

に
望

ま
し

い
水

準
と

し
て

い
る

。

①
現

状

市
町

村
が

機
種

・
処

理
方

式
を

決
定

後
、

複
数

又
は

単
数

の
業

者
を

指
名

し
指

名
競

争
入

札
又

は

随
意

契
約

を
行

う
方

式
が

現
状

も
っ

と
も

多
く

行
わ

れ
て

い
る

方
式

で
あ

る
。

過
去

８
年

間
の

間
に

廃
棄

物
処

理
施

設
の

建
設

工
事

の
契

約
を

行
っ

た
市

町
村

を
対

象
に

し
た

ア
ン

ケ
ー

ト
に

よ
る

と
、

指
名

競
争

入
札

と
特

命
随

意
契

約
を

あ
わ

せ
て

、
約

８
割

の
市

町
村

が
こ

う
し

た
方

式
に

よ
り

選
定

を
行

っ
て

い
る

が
、

競
争

性
を

高
め

る
観

点
か

ら
は

、
見

直
し

、
改

善
の

余
地

が
大

き
い

も
の

で
あ

る
。

②
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅰ

公
募

型
指

名
競

争
入

札
は

、
会

計
検

査
院

の
平

成
１

５
年

度
決

算
検

査
報

告
に

お
い

て
、

発
注

者

が
あ

ら
か

じ
め

契
約

を
行

い
う

る
者

の
中

か
ら

入
札

参
加

者
を

指
名

す
る

従
来

型
の

指
名

競
争

入
札

と
区

別
し

て
、

従
来

型
を

改
良

し
た

新
入

札
制

度
と

さ
れ

て
い

る
。

特
に

、
公

募
に

よ
り

技
術

資
料

を
提

出
さ

せ
、

そ
の

資
料

を
審

査
し

て
入

札
参

加
者

を
指

名
す

る

入
札

の
う

ち
、

特
に

指
名

数
を

制
限

せ
ず

、
一

定
の

条
件

を
満

た
す

者
は

す
べ

て
入

札
に

参
加

さ
せ

る
公

募
型

指
名

競
争

入
札

（
制

限
な

し
）

は
、

会
計

検
査

院
の

同
報

告
で

一
般

競
争

型
入

札
と

さ
れ

て
い

る
。

よ
り

競
争

的
な

入
札

と
し

て
い

く
た

め
の

改
善

の
第

一
歩

と
し

て
は

、
入

札
参

加
者

を
あ

ら
か

じ

め
限

定
せ

ず
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

等
の

受
注

意
欲

を
反

映
さ

せ
る

、
公

募
型

指
名

競
争

入
札

を
導

入
し

、
実

施
す

べ
き

で
あ

る
。

そ
の

場
合

、
で

き
る

だ
け

、
指

名
数

を
制

限
し

な
い

方
式

と
す

べ
き

で
あ

る
。

こ
の

改
善

方
法

は
、

必
要

と
す

る
ノ

ウ
ハ

ウ
も

少
な

く
、

比
較

的
容

易
に

導
入

で
き

る
改

善
方

法

で
あ

る
た

め
「

現
状

」
か

ら
の

改
善

の
第

一
歩

、
市

町
村

に
お

い
て

少
な

く
と

も
導

入
す

べ
き

水
、

準
の

も
の

と
位

置
づ

け
ら

れ
る

。

③
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅱ

「
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅰ

」
は

最
低

限
の

水
準

の
も

の
で

あ
り

、
今

後
の

入
札

・
契

約
方

式
の

標
準

的

な
水

準
は

「
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅱ

」
で

あ
る

。

「
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅱ

」
は

、
総

合
評

価
落

札
方

式
に

よ
り

発
注

の
相

手
方

の
選

定
に

当
た

っ
て

価

、
。

、
格

に
加

え
価

格
以

外
の

要
素

を
含

め
て

競
争

に
付

す
と

い
う

方
向

が
あ

る
も

う
一

つ
の

方
向

は

従
来

か
ら

行
わ

れ
き

て
い

る
、

入
札

前
に

機
種

・
処

理
方

式
を

選
定

・
限

定
す

る
こ

と
は

や
め

、
あ

る
い

は
建

設
工

事
だ

け
で

な
く

運
営

を
含

め
る

等
し

て
、

競
争

に
付

す
発

注
の

範
囲

を
拡

大
す

る
と

い
う

方
向

が
あ

る
。

過
去

８
年

間
の

間
に

廃
棄

物
処

理
施

設
の

建
設

工
事

の
契

約
を

行
っ

た
市

町
村

を
対

象
に

し
た

ア

-
5

-

ン
ケ

ー
ト

に
よ

る
と

、
６

０
％

を
超

え
る

市
町

村
が

建
設

に
加

え
運

営
を

含
め

た
発

注
方

式
の

採
用

を
検

討
し

た
い

と
し

て
い

る
。

既
に

公
設

民
営

方
式

を
含

め
た

Ｐ
Ｆ

Ｉ
方

式
の

導
入

事
例

が
蓄

積
し

始
め

、
施

設
の

運
転

維
持

管
理

の
長

期
責

任
委

託
方

式
の

導
入

事
例

も
広

が
り

始
め

て
い

る
。

公
共

工
事

品
質

確
保

法
に

基
づ

き
総

合
評

価
落

札
方

式
を

導
入

す
べ

き
こ

と
と

こ
う

し
た

Ｐ
Ｆ

Ｉ
方

式
等

に
関

す
る

動
向

か
ら

、
上

記
の

二
つ

の
方

向
の

う
ち

い
ず

れ
か

の
方

向
の

改
善

策
を

導
入

す
る

「
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅱ

」
は

、
標

準
的

な
水

準
と

位
置

づ
け

ら
れ

る
。

④
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅲ

こ
れ

か
ら

の
市

町
村

に
お

け
る

廃
棄

物
処

理
施

設
の

建
設

や
運

営
に

つ
い

て
は

、
廃

棄
物

処
理

事

業
の

経
営

と
い

う
視

点
か

ら
、

安
全

・
安

定
稼

働
を

第
一

と
し

、
品

質
が

良
く

、
効

率
的

な
サ

ー
ビ

ス
を

住
民

に
提

供
す

る
こ

と
を

目
指

し
、

順
次

改
善

を
図

っ
て

い
く

方
向

を
目

指
す

こ
と

に
な

る
と

考
え

ら
れ

る
。

経
営

の
視

点
か

ら
の

事
業

改
善

を
模

索
・

検
討

し
て

い
る

改
革

意
欲

の
あ

る
市

町
村

は
、

標
準

的
な

水
準

と
な

る
「

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅱ
」

の
取

組
よ

り
も

さ
ら

な
る

改
善

を
目

指
す

こ
と

と
な

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

そ
こ

で
、

本
手

引
き

で
は

、
改

革
意

欲
あ

る
市

町
村

が
取

り
組

む
た

め
の

水
準

と
し

て
「

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅲ
」

を
提

示
す

る
。

同
時

に
「

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅲ
」

は
、

多
、

、

く
の

市
町

村
に

と
っ

て
目

標
と

な
る

水
準

と
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

「
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅱ

」
に

お
い

て
、

総
合

評
価

落
札

方
式

の
導

入
と

い
う

方
向

と
、

建
設

工
事

だ

け
で

な
く

運
営

を
含

め
る

等
し

て
、

競
争

に
付

す
発

注
の

範
囲

を
拡

大
す

る
と

い
う

方
向

の
２

つ
を

示
し

、
い

ず
れ

か
一

つ
の

方
向

に
取

り
組

む
こ

と
を

標
準

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
「

改
善

ス
テ

ッ
、

プ
Ⅱ

」
の

一
歩

上
を

目
指

す
取

組
と

し
て

、
２

つ
の

方
向

に
同

時
に

取
り

組
む

も
の

を
「

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅲ
」

と
す

る
。

２
つ

の
方

向
に

同
時

に
取

り
組

む
こ

と
は

、
多

く
の

市
町

村
に

と
っ

て
、

目
標

と
な

る
水

準
と

位
置

づ
け

ら
れ

る
。

⑤
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅳ

「
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅳ

」
は

、
さ

し
あ

た
り

導
入

し
う

る
新

し
い

手
段

の
主

要
な

も
の

を
導

入
し

た

最
終

的
な

姿
で

あ
り

、
い

わ
ば

望
ま

し
い

水
準

と
位

置
づ

け
ら

れ
る

。
特

に
改

革
意

欲
に

富
ん

だ
市

町
村

等
は

、
こ

の
よ

う
な

方
式

を
導

入
す

る
こ

と
が

市
町

村
等

の
廃

棄
物

処
理

事
業

経
営

に
と

っ
て

有
利

と
な

る
か

ど
う

か
を

十
分

に
検

討
し

、
有

利
に

な
る

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
は

積
極

的
に

導
入

を
図

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
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表
１

発
注

方
法

に
つ

い
て

の
改

善
ス

テ
ッ

プ

(
2
)

検
討

す
べ

き
発

注
・

選
定

方
式

－
総

合
評

価
落

札
方

式
（

選
定

方
法

の
改

善
）

価
格

競
争

の
み

に
よ

っ
て

い
た

こ
れ

ま
で

の
入

札
方

式
に

代
え

て
「

価
格

」
の

他
に

「
価

格
以

、

外
の

条
件

や
要

素
（

施
設

の
品

質
や

施
工

方
法

等
」

を
評

価
の

対
象

に
加

え
て

、
総

合
的

に
評

価
）

し
、

最
も

優
れ

た
案

を
提

示
し

た
者

を
落

札
者

と
す

る
方

式
（

総
合

評
価

落
札

方
式

）
を

採
用

す
る

こ
と

は
、

技
術

・
価

格
の

両
面

で
業

者
間

の
競

争
を

促
進

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
と

考
え

ら
れ

る
の

で
、

市
町

村
等

に
お

い
て

、
今

後
は

、
総

合
評

価
落

札
方

式
を

積
極

的
に

導
入

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

。

ま
た

、
特

に
ご

み
焼

却
施

設
建

設
工

事
の

場
合

に
お

い
て

は
、

予
め

方
式

や
機

種
を

選
定

す
る

方

法
が

こ
れ

ま
で

と
ら

れ
て

き
た

が
、

こ
の

よ
う

な
方

法
は

、
元

々
少

な
い

入
札

参
加

企
業

を
更

に
絞

る
こ

と
と

な
る

た
め

、
競

争
性

の
向

上
と

い
う

観
点

か
ら

見
直

し
、

方
式

や
機

種
を

選
定

す
る

こ
と

、
。
（

）
ま

で
を

含
め

て
総

合
評

価
落

札
方

式
の

中
に

取
り

入
れ

て
い

く
こ

と
が

適
切

で
あ

る
第

５
章

(
3
)

検
討

す
べ

き
発

注
・

選
定

方
式

－
Ｐ

Ｆ
Ｉ

事
業

、
長

期
包

括
的

運
営

事
業

（
発

注
範

囲
の

改
善

）

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

加
え

、
し

ゅ
ん

工
後

の
長

期
包

括
的

運
営

事
業

を
一

括
し

て
価

格

競
争

を
求

め
る

発
注

・
選

定
方

式
（

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
を

含
め

た
長

期
包

括
的

運
営

事
業

）
は

、
運

営
を

含
め

た
ト

ー
タ

ル
の

事
業

で
の

競
争

を
促

し
、

長
期

間
に

わ
た

る
運

営
を

も
含

め
た

契
約

に
よ

り
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

コ
ス

ト
の

低
減

を
図

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
た

め
、

市
町

村
等

に
お

い
て

、
こ

の
発

注
方

式
を

積
極

的
に

導
入

す
る

こ
と

が
有

効
で

あ
る

。
中

で
も

、
民

間
の

資
金

・
活

力
を

取
り

入
れ

〔 　 現 　 状 　 〕

○
指

名
競

争
入

札
　
（最

低
価

格
自

動
落

札
）

○
随

意
契

約

〔 改 善 第 一 段 階 〕

(4
) 
公

募
型

指
名

競
争

入
札

　
（で

き
る

だ
け

指
名

数
を

制
限

　
　

し
な

い
）

　
　

　
　
　

　
　

　
　

を
導

入

〔 改 善 第 二 段 階 〕

(4
) 
公

募
型

指
名

競
争

入
札

　
（で

き
る

だ
け

指
名

数
を

制
限

　
　

し
な

い
）

　
　

　
　
　

　
　

と

(2
) 
総

合
評

価
落

札
方

式

　
　

　
　
　

　
　

　
　

を
導

入

〔 改 善 第 三 段 階 〕

(2
) 
一

般
競

争
入

札
で

行
う
総

  
合

評
価

落
札

方
式

　
　

　
　
　

　
　

　
　

を
導

入

現
状

維
持

で
は

な
く
、

改
善

ス
テ

ッ
プ

を
踏

み
出

す
べ

き
で

あ
る

。

発
注

の
相

手
方

の
選

定
の

方
法

発
注

の
範

囲

考
  
 え

  
 方

〔 
改

 善
 第

 一
 段

 階
  
〕

(5
) 
設

計
・施

工
一

括
発

注

  
  
　
　

　
を

導
入

〔　
現

　
状

　
〕

○
設

計
・施

工
分

離
発

注
も

あ
る

○
発

注
前

に
機

種
・方

式
を

決
定

○
運

営
を

含
め

な
い

で
発

注

〔 
改

 善
 第

 三
 段

 階
 〕

(5
) 
設

計
・施

工
一

括
発

注
(4

) 
競

争
的

に
機

種
・方

式
を

決
定

(3
) 
P
F
I等

運
営

を
含

む
長

期
包

括
  
的

な
発

注
　
　

　
　

　
　
 を

導
入

改
革

志
向

・意
欲

の
あ

る
市

町
村

は
、

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅲ
に

取
り
組

む
べ

き
で

あ
り
、

そ
の

他
の

市
町

村
も

、
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅲ

を
目

指
す

べ
き

目
標

と
考

え
る

べ
き

で
あ

る
。

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅳ
は

自
治

体
の

判
断

に
委

ね
ら

れ
る

望
ま

し
い

発
注

方
式

で
あ

る
が

、
特

に
意

欲
的

な
市

町
村

は
導

入
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
。

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅰ
の

状
態

は
ミ
ニ

マ
ム

で
あ

り
、
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅱ

を
標

準
と

考
え

る
べ

き
で

あ
る

。

〔 
改

 善
 第

 二
 段

 階
 〕

(5
) 
設

計
・施

工
一

括
発

注
(4

) 
競

争
的

に
機

種
・方

式
を

決
定

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
 を

導
入

現
　

　
　

　
　

　
状 改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅰ

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅱ

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅱ
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅲ

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅱ
改

善
ス

テ
ッ

プ
Ⅲ

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅲ

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅳ

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅱ
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-

る
Ｐ

Ｆ
Ｉ

方
式

は
、

建
設

と
運

営
の

ト
ー

タ
ル

コ
ス

ト
と

技
術

や
事

業
内

容
の

工
夫

で
の

競
争

を
促

す
も

の
で

あ
る

か
ら

建
設

工
事

と
運

営
事

業
を

併
せ

て
発

注
す

る
方

法
と

し
て

適
し

て
い

る
第

、
。
（

６
章

）

な
お

、
長

期
包

括
的

運
営

事
業

や
Ｐ

Ｆ
Ｉ

の
導

入
に

お
い

て
も

、
方

式
や

機
種

選
定

を
含

め
て

競

争
を

行
い

、
総

合
評

価
落

札
方

式
に

よ
り

事
業

者
選

定
を

行
う

こ
と

が
適

切
で

あ
る

。

(
4
)

検
討

す
べ

き
発

注
・

選
定

方
式

－
公

募
型

指
名

競
争

入
札

（
選

定
方

法
の

改
善

、
競

争
的

な
機

種
選

）

定
（

発
注

範
囲

の
改

善
）

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
、

と
り

わ
け

ご
み

焼
却

施
設

で
は

、
発

注
者

で
あ

る
市

町
村

が
処

理

、
、

方
式

を
選

定
し

た
後

に
技

術
力

・
経

営
状

況
等

に
つ

い
て

適
当

と
認

め
る

複
数

の
業

者
を

指
名

し

指
名

業
者

の
み

を
入

札
に

お
い

て
競

争
さ

せ
る

発
注

方
式

が
多

く
導

入
さ

れ
て

い
る

し
か

し
(
2
)

。
、

で
述

べ
た

と
お

り
、

こ
れ

ま
で

ご
み

焼
却

施
設

建
設

工
事

に
お

い
て

行
わ

れ
て

い
る

方
式

選
定

・
機

種
技

術
審

査
を

、
競

争
性

を
高

め
る

観
点

か
ら

見
直

し
、

方
式

選
定

自
体

を
競

争
的

に
行

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

こ
の

た
め

、
指

名
業

者
の

選
定

に
あ

た
っ

て
、

処
理

方
式

を
限

定
せ

ず
に

、
技

術
資

料
の

提
出

を
公

募
し

、
提

出
者

の
中

か
ら

資
格

要
件

や
要

求
要

件
を

満
足

す
る

入
札

参
加

業
者

を
指

名
す

る
公

募
型

指
名

競
争

入
札

が
有

効
で

あ
る

。
特

に
、

競
争

性
を

向
上

す
る

た
め

に
は

、
指

名
に

当
た

っ
て

資
格

要
件

や
要

求
条

件
を

満
足

す
る

入
札

参
加

業
者

を
全

て
指

名
す

る
、

指
名

数
を

制
限

し
な

い
公

募
型

指
名

競
争

入
札

を
行

う
べ

き
で

あ
る

。

(
5
)

検
討

す
べ

き
発

注
・

選
定

方
式

－
設

計
・

施
工

一
括

発
注

方
式

（
発

注
範

囲
の

改
善

）

一
般

的
に

は
、

設
計

（
実

施
設

計
）

と
施

工
の

分
離

発
注

は
競

争
性

の
向

上
に

資
す

る
も

の
で

あ

り
、

望
ま

し
い

と
考

え
ら

れ
て

き
た

。
し

か
し

、
廃

棄
物

処
理

施
設

を
構

成
す

る
技

術
は

、
化

学
機

械
、

電
気

、
機

械
工

学
等

を
総

合
化

し
た

通
常

高
度

な
技

術
で

あ
る

た
め

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

の
設

計
・

施
工

の
両

方
を

要
素

技
術

を
総

合
化

で
き

る
技

術
力

を
有

し
て

い
る

施
工

側
で

あ
る

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

が
請

け
負

う
方

が
理

に
適

っ
て

い
る

。
ま

た
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

の
総

合
エ

ン
ジ

、
。

、
ニ

ア
リ

ン
グ

力
等

の
技

術
力

を
設

計
段

階
か

ら
活

用
で

き
品

質
の

向
上

に
も

つ
な

が
る

さ
ら

に

受
注

者
に

対
し

、
工

事
施

工
上

の
か

し
に

と
ど

ま
ら

ず
、

設
計

に
起

因
す

る
か

し
に

つ
い

て
も

責
任

を
負

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

、
契

約
対

象
施

設
の

性
能

が
よ

り
確

実
に

担
保

さ
れ

る
と

い
う

利
点

も
有

し
て

い
る

。

ま
た

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に
お

い
て

は
、

設
計

・
施

工
を

分
離

し
て

も
競

争
性

向
上

に

は
必

ず
し

も
つ

な
が

っ
て

い
な

い
お

そ
れ

が
あ

り
、

設
計

・
施

工
の

分
離

の
実

質
が

形
骸

化
し

た
も

の
と

な
れ

ば
、

む
し

ろ
競

争
性

を
損

な
う

状
況

と
な

る
。

本
来

、
見

積
仕

様
書

や
発

注
仕

様
書

を
作

成
す

る
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

（
設

計
者

）
は

発
注

者
側

に
立

っ
て

、
施

工
者

と
交

渉
を

行
う

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
し

か
し

、
極

め
て

低
い

価
格

で
設

計
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務
を

落
札

し
た

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
（

設
計

者
）

に
は

、
高

度
な

要
素

技
術

を
総

合
化

す
る

エ
ン

ジ
ニ

ア
リ

ン
グ

能
力

、
技

術
力

が
そ

も
そ

も
な

い
こ

と
か

ら
、

施
工

会
社

に
協

力
を

求
め

、
協

力
し

た
施

工
会

社
が

施
工

業
務

を
落

札
す

る
な

ど
、

不
透

明
な

構
造

や
、

仮
に

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
に

技
術

力
が

あ
っ

て
も

、
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

と
施

工
会

社
が

癒
着

し
て

い
る

不
適

正
な

構
造

が
あ

る
の

で
は

な
い

か
と

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

も
と

も
と

、
高

度
な

技
術

を
要

す
る

プ
ラ

ン
ト

設
備

等
に

つ
い

て
は

、
設

計
・

施
工

一
括

発
注

方

式
が

適
し

て
お

り
、

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

分
野

で
は

特
に

ご
み

焼
却

施
設

建
設

工
事

に
お

(22)-51
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い
て

、
こ

れ
ま

で
も

多
く

行
わ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
設

計
を

行
う

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
と

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

の
不

透
明

な
構

造
を

遮
断

し
、

か
つ

価
格

だ
け

で
な

く
技

術
を

含
め

て
競

争
性

を
高

め
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
観

点
か

ら
、

ス
ト

ッ
ク

ヤ
ー

ド
や

簡
易

な
選

別
施

設
等

を
除

き
、

設
計

・
施

工
一

括
発

注
方

式
を

基
本

と
す

べ
き

で
あ

る
。

こ
の

場
合

、
設

計
・

施
工

一
括

発
注

方
式

を
行

う
市

町
村

等
に

対
す

る
発

注
者

支
援

業
務

は
、

専
門

技
術

者
の

確
保

が
困

難
で

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
の

行
動

を
監

視
・

制
御

す
る

専
門

的
能

力
が

十
分

で
な

い
市

町
村

に
と

っ
て

極
め

て
重

要
で

あ
る

か
ら

、
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

は
、

指
摘

さ
れ

る
よ

う
な

不
透

明
さ

を
払

拭
し

て
、

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
と

し
て

の
倫

理
観

と
中

立
性

を
持

っ
て

真
摯

に
発

注
者

支
援

業
務

を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

以
上

の
と

お
り

、
プ

ラ
ン

ト
設

備
を

有
す

る
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に
つ

い
て

は
、

設
計

・

施
工

一
括

発
注

方
式

が
基

本
と

な
る

が
、

ダ
ム

等
の

土
木

構
造

物
の

分
野

で
設

計
業

務
を

行
っ

て
い

る
技

術
力

の
あ

る
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
場

合
に

は
、

最
終

処
分

場
土

木
工

事
に

つ
い

て
の

実
施

設
計

を
行

い
、

か
つ

、
発

注
者

で
あ

る
市

町
村

等
の

側
に

立
っ

た
発

注
者

支
援

を
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

ま
た

、
建

築
物

に
つ

い
て

ラ
ン

ド
マ

ー
ク

と
し

て
の

設
計

を
発

注
す

る
た

め
、

建
築

物
と

プ
ラ

ン
ト

設
備

を
工

種
別

に
発

注
し

、
建

築
物

に
つ

い
て

設
計

と
施

工
を

分
離

発
注

す
る

こ
と

も
行

わ
れ

て
い

る
。

市
町

村
等

が
相

応
の

技
術

力
、

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

能
力

等
を

保
有

し
、

能
力

あ
る

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
（

設
計

者
）

を
選

定
し

、
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
能

力
と

役
割

を
正

し
く

発
揮

さ
せ

、
設

計
と

施
工

の
責

任
分

担
を

明
確

に
す

る
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
設

計
・

施
工

を
分

離
し

て
発

注
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

(
6
)

検
討

す
べ

き
発

注
・

選
定

方
式

－
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
の

選
定

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

計
画

・
基

本
設

計
段

階
の

業
務

に
お

い
て

、
建

設
コ

ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
選

定
は

、
指

名
競

争
入

札
又

は
一

般
競

争
入

札
が

行
わ

れ
、

そ
の

後
の

段
階

の
業

務
は

、
計

画
・

基
本

設
計

段
階

の
業

務
の

受
注

者
と

実
質

的
に

随
意

契
約

と
な

る
こ

と
が

多
い

。
現

に
、

今
回

行
っ

た
ア

ン
ケ

ー
ト

に
よ

れ
ば

市
町

村
等

に
お

い
て

は
、

一
つ

の
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に
お

い
て

概
ね

５
～

８
件

の
業

務
委

託
（

基
本

計
画

、
環

境
影

響
調

査
、

基
本

設
計

・
発

注
仕

様
書

作
成

、
技

術
審

査
支

援
、

施
工

監
理

等
）

を
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
に

対
し

て
行

っ
て

い
る

が
、

６
５

％
の

市
町

村
等

に
お

い
て

１
社

の
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
に

こ
れ

ら
の

複
数

の
業

務
を

委
託

し
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

構
造

の
下

で
、

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
は

、
業

務
の

中
で

一
般

に
契

約
金

額
が

も
っ

と
も

多
く

な
る

施
工

監
理

業
務

を
獲

得
し

よ
う

と
し

て
、

計
画

・
基

本
設

計
段

階
の

業
務

を
安

値
・

低
価

格
で

入
札

す
る

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
が

働
く

構
造

に
な

っ
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

構
造

は
、

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
の

技
術

力
の

向
上

を
妨

げ
、

ま
た

、
発

注
者

側
の

期
待

す
る

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務
の

成
果

獲
得

を
妨

げ
て

い
る

。

計
画

・
基

本
設

計
業

務
と

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

の
設

計
・

施
工

業
務

は
関

連
性

が
深

い
こ

と
か

ら
、

計
画

・
基

本
設

計
業

務
の

受
注

が
(
5
)
に

記
述

す
る

よ
う

な
不

透
明

、
不

適
正

な
構

造
を

も
た

ら
す

お
そ

れ
が

な
い

場
合

を
除

き
、

計
画

・
基

本
設

計
業

務
と

発
注

者
支

援
業

務
を

同
一

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
が

随
意

契
約

等
に

よ
り

受
注

す
る

こ
と

は
避

け
る

べ
き

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

施
工

監
理

業
務

に
つ

い
て

も
、

落
札

者
と

な
る

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

の
選

定
の

段
階

の
業

務
と

完
全

に
切

り
離

し
、

独
立

し
た

業
務

と
し

て
新

た
に

発
注

・
選

定
す

べ
き

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、
計

画
・

基
本

設
計

業
務

と
発

注
者

支
援

業
務

と
施

工
監

理
業

務
は

、
そ

れ
ぞ

れ
別

々
に

発
注

し
、

競
争

的
に

選
定

し
、

契
約

-
9

-

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
べ

き
で

あ
る

。

(
7
)

入
札

契
約

適
正

化
指

針
に

沿
っ

た
取

組

市
町

村
等

の
入

札
・

契
約

に
つ

い
て

は
、

地
方

自
治

法
の

規
定

に
基

づ
き

、
入

札
契

約
適

正
化

指

針
の

規
定

に
沿

っ
た

措
置

を
講

ず
る

こ
と

を
基

本
と

す
べ

き
で

あ
る

。
入

札
契

約
適

正
化

指
針

の
主

要
な

具
体

的
取

組
と

し
て

は
以

下
の

も
の

が
あ

る
。

①
透

明
性

の
確

保

・
入

札
・

契
約

に
係

る
情

報
に

つ
い

て
は

、
公

表
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

、
個

別
の

入
札

・
契

約

に
関

す
る

予
定

価
格

及
び

積
算

内
訳

等
の

事
項

は
契

約
を

締
結

し
た

後
遅

滞
な

く
公

表
す

る
。

・
予

定
価

格
及

び
最

低
制

限
価

格
の

事
前

公
表

に
つ

い
て

は
、

弊
害

が
生

じ
る

こ
と

が
な

い
よ

う

取
り

扱
う

。

・
入

札
・

契
約

の
過

程
並

び
に

契
約

の
内

容
の

透
明

性
を

確
保

す
る

た
め

に
は

、
第

三
者

の
監

視

を
受

け
る

こ
と

が
有

効
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
競

争
参

加
資

格
の

設
定

、
指

名
及

び
落

札
者

決
定

の

経
緯

等
に

つ
い

て
、

審
査

等
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
入

札
監

視
委

員
会

等
の

第
三

者
機

関

を
活

用
す

る
。

②
公

正
な

競
争

の
促

進

・
一

般
競

争
入

札
の

拡
大

を
図

り
、

指
名

競
争

入
札

を
行

う
場

合
は

公
募

型
指

名
競

争
入

札
を

積

極
的

に
活

用
し

、
指

名
業

者
名

の
事

後
公

表
の

拡
大

に
努

め
る

。

・
公

共
工

事
品

質
確

保
法

に
基

づ
き

、
価

格
に

加
え

て
価

格
以

外
の

要
素

も
総

合
的

に
評

価
し

て

落
札

者
を

決
定

す
る

総
合

評
価

落
札

方
式

の
導

入
拡

大
を

図
る

。
総

合
評

価
の

結
果

の
公

表
の

徹

底
や

、
評

価
方

法
・

落
札

者
の

決
定

等
に

つ
い

て
学

識
経

験
者

等
の

第
三

者
の

意
見

を
反

映
さ

せ

る
た

め
の

方
策

を
講

ず
る

。

③
不

正
行

為
の

排
除

の
徹

底

・
談

合
情

報
に

適
切

に
対

応
す

る
た

め
、

談
合

等
を

疑
う

に
足

り
る

事
実

が
あ

る
場

合
に

は
公

正

取
引

委
員

会
へ

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

ほ
か

、
工

事
費

用
の

内
訳

書
の

確
認

、
入

札

結
果

の
事

後
的

・
統

計
的

分
析

の
活

用
等

の
入

札
監

視
の

強
化

に
努

め
る

。

・
ま

た
、

談
合

等
が

あ
る

と
疑

う
に

足
り

る
事

実
が

あ
る

と
き

の
取

扱
い

要
領

を
あ

ら
か

じ
め

定

め
、

職
員

に
周

知
徹

底
し

、
公

表
す

る
。

・
大

規
模

・
組

織
的

な
談

合
で

あ
っ

て
悪

質
性

が
際

立
っ

て
い

る
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

態
様

に

応
じ

た
厳

格
な

指
名

停
止

措
置

等
を

講
ず

る
。

・
談

合
が

あ
っ

た
場

合
に

お
け

る
請

負
者

の
賠

償
金

支
払

い
義

務
を

請
負

契
約

締
結

時
に

併
せ

て

特
約

す
る

こ
と

に
よ

り
、

不
正

行
為

の
結

果
と

し
て

被
っ

た
損

害
額

の
賠

償
の

請
求

に
努

め
る

。

・
公

共
工

事
は

、
国

民
の

税
金

を
原

資
と

し
て

行
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

官
製

談
合

防

止
法

を
踏

ま
え

、
発

注
者

が
関

与
す

る
談

合
の

排
除

及
び

防
止

に
取

り
組

む
。

④
適

正
な

施
工

の
確

保

、
。
（

、
・

技
術

検
査

及
び

工
事

成
績

評
定

を
行

い
結

果
を

公
表

す
る

工
事

成
績

評
定

に
つ

い
て

は

形
骸

化
し

て
い

る
と

の
指

摘
が

あ
る

が
、

む
し

ろ
工

事
成

績
評

定
を

形
式

的
に

行
い

、
プ

ラ
ン

ト

メ
ー

カ
ー

及
び

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
工

事
品

質
・

業
務

品
質

の
問

題
を

見
過

ご
し

た
場

合

に
発

注
者

と
し

て
の

責
任

を
問

わ
れ

る
の

で
あ

っ
て

、
工

事
品

質
・

業
務

品
質

に
問

題
が

あ
っ

た

、
。
）

こ
と

を
指

摘
す

る
こ

と
で

発
注

者
側

の
担

当
者

の
責

任
が

直
ち

に
問

わ
れ

る
も

の
で

は
な

い

・
ダ

ン
ピ

ン
グ

防
止

の
た

め
、

低
入

札
価

格
調

査
制

度
を

適
切

に
運

用
す

る
。
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(
8
)

予
定

価
格

の
積

算
の

方
法

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
を

行
う

市
町

村
等

は
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

の
見

積
書

の

み
に

頼
っ

て
予

定
価

格
を

作
成

す
る

の
で

は
な

く
、

積
極

的
に

他
市

町
村

の
既

存
契

約
事

例
の

情
報

を
収

集
分

析
し

、
よ

り
適

正
な

予
定

価
格

の
作

成
に

取
り

組
む

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
こ

う
い

っ
た

取
組

に
よ

り
、

価
格

の
透

明
性

が
確

保
さ

れ
る

と
と

も
に

、
新

し
い

技
術

の
導

入
に

よ
る

も
の

を
含

め
、

コ
ス

ト
縮

減
効

果
も

期
待

で
き

る
（

第
４

章
）

。

(
9
)

発
注

仕
様

書
作

成
の

重
要

性

発
注

仕
様

書
は

、
市

町
村

等
が

求
め

る
廃

棄
物

処
理

施
設

の
性

能
を

確
保

す
る

上
で

、
市

町
村

等

と
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
の

間
の

契
約

条
件

と
な

る
も

の
で

あ
り

、
市

町
村

等
の

要
求

条
件

を
発

注
仕

様
書

に
お

い
て

明
確

に
す

る
こ

と
は

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

・
運

営
の

成
否

を
左

右
す

る
極

め
て

重
要

な
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

。

そ
し

て
、

廃
棄

物
処

理
施

設
が

発
注

仕
様

書
の

性
能

を
満

足
し

て
い

る
か

ど
う

か
は

、
提

出
さ

れ

た
見

積
設

計
図

書
の

審
査

に
加

え
、

完
成

後
に

実
施

す
る

引
渡

し
性

能
試

験
で

実
地

に
確

認
す

る
こ

と
に

な
る

。
ま

た
、

引
渡

を
受

け
稼

働
時

に
お

い
て

発
注

仕
様

書
の

性
能

を
満

足
す

る
こ

と
を

担
保

す
る

た
め

、
か

し
担

保
条

項
を

整
備

す
る

こ
と

が
必

要
不

可
欠

で
あ

る
。

①
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
完

成
後

に
実

施
す

る
引

渡
し

性
能

試
験

引
渡

し
性

能
試

験
は

、
発

注
仕

様
書

に
規

定
す

る
性

能
仕

様
等

を
す

べ
て

合
格

し
て

い
る

か
発

注
者

が
立

ち
会

っ
て

確
認

を
行

い
、

合
格

し
た

場
合

に
工

事
請

負
者

か
ら

施
設

の
引

渡
し

を
受

け
る

重
要

な
条

件
と

な
る

。
こ

の
た

め
、

実
施

す
る

性
能

試
験

項
目

・
試

験
方

法
お

よ
び

合
否

判
定

基
準

等
に

つ
い

て
は

、
参

考
資

料
－

１
（

ご
み

焼
却

施
設

例
）

に
示

す
先

進
都

市
の

事
例

の
よ

う
に

、
発

注
仕

様
書

の
中

に
明

確
に

規
定

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
が

、
中

小
都

市
に

お
い

て
、

こ
こ

ま
で

の
内

容
を

盛
り

込
ん

だ
発

注
仕

様
書

を
作

成
し

て
い

る
ケ

ー
ス

は
少

な
い

の
で

、
改

善
を

要
す

る
。

ま
た

、

計
測

お
よ

び
分

析
機

関
に

つ
い

て
は

、
法

的
資

格
を

有
す

る
第

三
者

機
関

に
委

託
し

、
デ

ー
タ

の
信

頼
性

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

。

②
か

し
担

保
条

項

性
能

発
注

に
よ

る
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に
お

け
る

か
し

担
保

条
項

に
つ

い
て

も
、

同
様

の

こ
と

が
言

え
る

。
参

考
資

料
－

２
（

ご
み

焼
却

施
設

例
）

に
先

進
都

市
の

事
例

を
示

す
。

通
常

、
性

能
発

注
の

場
合

工
事

請
負

者
は

工
事

上
の

か
し

担
保

責
任

と
設

計
上

の
か

し
担

保
責

任
性

、
、「

」
「

（

。
）
」

、
（

）
能

保
証

と
呼

ぶ
場

合
も

あ
る

を
負

う
こ

と
に

な
っ

て
い

る
が

通
常

の
施

工
契

約
図

面
発

注

に
よ

る
公

共
工

事
の

場
合

は
、

工
事

請
負

者
は

「
工

事
上

の
か

し
担

保
責

任
」

の
み

を
負

い
、

か
し

担
保

期
間

も
１

年
間

程
度

と
短

い
も

の
に

な
る

。
性

能
発

注
工

事
の

場
合

に
お

け
る

工
事

請
負

者
は

、

発
注

仕
様

書
に

基
づ

く
性

能
仕

様
を

発
揮

で
き

る
設

計
責

任
も

負
っ

て
お

り
、

工
事

完
成

後
の

引
渡

性
能

確
認

試
験

に
お

い
て

発
注

仕
様

書
に

規
定

す
る

性
能

仕
様

に
合

格
し

な
か

っ
た

場
合

は
「

設
計

、

上
の

か
し

」
が

あ
っ

た
と

見
な

さ
れ

「
か

し
」

を
修

補
す

る
責

任
が

生
ず

る
「

設
計

上
の

か
し

」
、

。

は
重

大
な

「
か

し
」

と
し

て
取

り
扱

わ
れ

、
廃

棄
物

処
理

施
設

の
引

渡
を

受
け

た
後

で
あ

っ
て

も
、

発
注

仕
様

書
に

記
載

の
性

能
（

機
能

・
効

率
・

能
力

等
）

に
つ

い
て

疑
義

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
改

め
て

性
能

確
認

の
た

め
工

事
請

負
者

の
負

担
に

お
い

て
確

認
試

験
を

行
い

、
そ

の
結

果
、

所
定

の
性

-
1
1

-

能
を

満
足

で
き

な
か

っ
た

場
合

に
は

、
工

事
請

負
者

は
速

や
か

に
改

善
を

す
る

義
務

を
負

っ
て

い
る

。

さ
ら

に
、

損
耗

度
の

激
し

い
部

材
・

機
器

等
に

つ
い

て
、

か
し

の
判

定
と

修
補

に
つ

い
て

発
注

仕

様
書

に
規

定
す

る
こ

と
も

行
わ

れ
て

お
り

、
先

進
都

市
の

事
例

に
倣

い
、

詳
細

な
発

注
仕

様
書

を
作

成
す

る
こ

と
が

、
施

設
完

成
後

の
安

定
稼

働
の

ポ
イ

ン
ト

と
な

る
。

(
1
0
)

違
約

金
特

約
条

項

入
札

談
合

な
ど

の
不

正
行

為
防

止
の

観
点

か
ら

、
工

事
請

負
者

の
不

正
行

為
に

対
し

請
負

代
金

の

一
定

割
合

を
違

約
金

（
損

害
賠

償
額

の
予

定
）

と
し

て
支

払
わ

せ
る

条
項

（
違

約
金

特
約

条
項

）
を

契
約

に
盛

り
込

む
こ

と
が

必
要

で
あ

る
（

第
９

章
(
1
)
）

。

(
1
1
)

低
入

札
価

格
調

査
制

度

低
入

札
価

格
調

査
制

度
は

、
履

行
の

確
実

性
を

担
保

す
る

と
と

も
に

、
公

共
工

事
の

品
質

の
低

下

や
い

わ
ゆ

る
ダ

ン
ピ

ン
グ

受
注

を
防

止
す

る
上

で
有

効
で

あ
る

の
で

、
導

入
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

べ
き

で
あ

る
（

第
９

章
(
3
)
）

。

ま
た

、
談

合
等

の
不

正
行

為
が

行
わ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
受

注
予

定
者

以
外

の
参

加
者

は
十

分

な
積

算
を

行
わ

な
い

こ
と

か
ら

、
入

札
時

に
お

い
て

工
事

費
内

訳
書

を
提

出
さ

せ
る

こ
と

が
、

ダ
ン

ピ
ン

グ
や

談
合

の
防

止
に

効
果

的
で

あ
る

。

(
1
2
)

P
l
a
n

D
o

S
e
e
の

実
施

入
札

・
契

約
に

関
す

る
以

上
の

取
組

に
つ

い
て

、
各

市
町

村
に

お
い

て
、

直
近

の
入

札
・

契
約

案

件
か

ら
表

１
の

改
善

ス
テ

ッ
プ

Ⅱ
を

導
入

す
る

こ
と

を
標

準
と

し
、

総
合

評
価

落
札

方
式

を
導

入
す

。
、

（
）

、
る

等
の

改
善

策
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

市
町

村
に

お
い

て
は

改
善

の
計

画
P
l
a
n

を
つ

く
り

計
画

に
従

っ
て

準
備

し
改

善
策

を
実

行
す

る
（

D
o
）

こ
と

と
な

る
が

、
実

施
後

に
は

改
善

策
の

導
入

の
効

果
を

確
認

し
評

価
す

る
（

S
e
e
）

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
そ

し
て

、
評

価
の

結
果

を
以

後
の

入

、
。
（

）
札

・
契

約
に

反
映

し
納

税
者

で
あ

る
住

民
に

対
し

て
公

表
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
第

1
1
章

(
1
3
)

入
札

結
果

の
公

表
、

実
績

主
義

の
見

直
し

等

全
国

の
市

町
村

に
お

い
て

、
入

札
結

果
を

公
表

す
る

こ
と

で
、

入
札

・
契

約
手

続
き

の
透

明
性

の

確
保

が
図

ら
れ

、
入

札
参

加
事

業
者

の
競

争
を

促
す

効
果

が
あ

る
と

期
待

さ
れ

る
。

具
体

的
に

は
、

入
札

契
約

適
正

化
法

及
び

入
札

契
約

適
正

化
指

針
に

従
っ

て
、

予
定

価
格

、
落

札
金

額
、

入
札

参
加

事
業

者
の

名
称

、
入

札
参

加
事

業
者

ご
と

の
入

札
金

額
な

ど
を

公
表

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

(
1
2
)
の

評
価

結
果

や
、

施
設

稼
働

後
に

発
生

し
た

ト
ラ

ブ
ル

、
施

工
業

者
に

よ
る

ア
フ

タ
ー

サ

ー
ビ

ス
の

状
況

な
ど

も
積

極
的

に
公

開
し

、
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

（
参

考
編

(
1
)
参

照
）

を
活

用
す

る
こ

と
で

、
各

市
町

村
間

で
の

情
報

の
共

有
が

可
能

と
な

り
、

入

札
参

加
事

業
者

に
対

す
る

監
視

・
牽

制
効

果
も

期
待

で
き

る
。

ま
た

、
入

札
参

加
資

格
を

決
定

す
る

際
の

要
件

と
し

て
多

く
用

い
ら

れ
て

い
る

納
入

実
績

等
は

、

補
足

的
な

要
件

と
考

え
ら

れ
る

。
当

該
工

事
の

実
施

可
能

性
を

十
分

考
慮

し
つ

つ
、

入
札

参
加

業
者

数
を

増
や

す
工

夫
を

行
う

た
め

、
例

え
ば

海
外

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

等
の

新
規

参
入

を
促

進
す

る
上

か
ら

も
、

実
績

に
関

す
る

入
札

参
加

要
件

を
検

討
し

、
過

度
な

実
績

主
義

を
見

直
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
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-
1
2

-

第
４

章
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
予

定
価

格
積

算
手

法

(
1
)

基
本

的
考

え
方

性
能

発
注

方
式

を
基

本
と

す
る

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

場
合

、
予

定
価

格
は

、
こ

れ
ま

で

多
く

の
市

町
村

等
に

お
い

て
複

数
の

事
業

者
（

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

）
か

ら
の

見
積

も
り

を
基

に
し

て
積

算
さ

れ
て

き
た

。
し

か
し

、
よ

り
適

正
な

予
定

価
格

の
積

算
の

た
め

に
は

、
最

終
的

に
入

札
に

参
加

す
る

可
能

性
の

あ
る

事
業

者
か

ら
得

た
見

積
も

り
の

み
に

依
拠

し
て

予
定

価
格

を
積

算
す

る
の

で
は

な
く

、
他

市
町

村
に

お
け

る
既

契
約

の
類

似
工

事
等

、
よ

り
客

観
的

な
デ

ー
タ

を
用

い
て

予
定

価
格

を
積

算
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
。

こ
の

た
め

、
本

手
引

き
で

は
、

多
数

の
焼

却
プ

ラ
ン

ト
を

有
す

る
大

都
市

に
お

い
て

独
自

に
形

成
さ

れ
て

き
た

、
既

契
約

の
類

似
工

事
の

工
事

費
内

訳
書

等
を

基
に

し
た

積
算

方
法

を
提

示
し

、
そ

の
方

法
に

よ
る

予
定

価
格

の
積

算
を

推
奨

す
る

。

(
2
)

性
能

発
注

方
式

に
よ

る
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
予

定
価

格
積

算
手

法

施
工

契
約

に
よ

る
一

般
公

共
工

事
の

予
定

価
格

積
算

方
法

は
、

契
約

前
に

工
事

内
容

を
確

定
で

き
る

実

、
、

施
設

計
が

作
成

さ
れ

て
い

る
の

で
市

町
村

等
が

定
め

る
積

算
基

準
に

基
づ

い
て

所
要

工
事

数
量

に
対

し

資
材

単
価

・
労

務
単

価
・

機
械

損
料

お
よ

び
標

準
歩

掛
等

を
用

い
て

積
み

上
げ

積
算

が
可

能
で

あ
る

。

一
方

、
性

能
発

注
方

式
（

別
の

言
い

方
を

す
る

と
設

計
と

施
工

を
一

括
し

て
発

注
す

る
設

計
付

き
施

工

契
約

）
を

基
本

と
す

る
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
場

合
に

は
、

受
注

者
と

な
る

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

の
独

自
の

特
許

や
技

術
、

ノ
ウ

ハ
ウ

を
活

用
す

る
こ

と
を

前
提

と
し

、
一

律
の

図
面

に
よ

っ
て

技
術

内
容

を
特

定
せ

ず
、

設
計

段
階

か
ら

競
争

に
付

す
方

式
で

あ
る

か
ら

、
施

工
契

約
に

よ
る

一
般

公
共

工
事

の
場

合
の

よ
う

な
標

準
歩

掛
等

を
用

い
た

積
み

上
げ

積
算

に
は

な
じ

ま
な

い
。

こ
の

た
め

、
大

都
市

に
お

い

、
、

、
て

は
入

札
参

加
を

希
望

す
る

企
業

に
工

事
概

要
を

公
開

し
各

企
業

か
ら

見
積

設
計

図
書

を
提

出
さ

せ

提
出

さ
れ

た
見

積
設

計
図

書
に

基
づ

き
、

主
要

な
設

備
ご

と
の

容
量

等
を

平
均

化
し

た
上

で
、

こ
れ

ま
で

の
既

契
約

の
類

似
工

事
の

工
事

費
内

訳
書

等
を

基
に

し
た

実
績

単
価

を
勘

案
し

た
積

算
方

法
が

開
発

さ

れ
、

採
用

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ
の

手
引

き
で

は
、

大
都

市
の

ノ
ウ

ハ
ウ

を
基

に
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
の

見
積

も
り

に
依

存
し

な
い

予

定
価

格
の

積
算

手
法

を
提

示
し

、
独

自
の

積
算

手
法

を
持

ち
合

わ
せ

て
い

な
い

市
町

村
等

に
お

い
て

は
、

以
下

(
5
)
（

又
は

(
6
)
）

に
示

す
積

算
手

法
を

参
考

に
し

て
予

定
価

格
を

積
算

す
る

こ
と

を
推

奨
す

る
。

(
3
)

積
算

前
の

準
備

作
業

予
定

価
格

の
積

算
を

開
始

す
る

前
の

準
備

作
業

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

①
入

札
に

参
加

す
る

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

等
の

技
術

提
案

（
見

積
設

計
図

書
）

か
ら

プ
ラ

ン
ト

設
備

の
容

量
や

建
築

面
積

・
容

積

を
抽

出
す

る
、

②
技

術
提

案
と

同
じ

処
理

方
式

の
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
既

契
約

情
報

を
収

集

す
る

、
③

で
き

る
だ

け
性

能
及

び
構

造
仕

様
が

近
い

処
理

施
設

の
建

設
工

事
費

を
積

算
対

象
と

し
て

選

定
し

、
選

定
し

た
施

設
の

建
設

工
事

費
を

プ
ラ

ン
ト

設
備

工
事

費
、

建
築

工
事

費
等

に
分

類
す

る
。

-
1
3

-

①
技

術
提

案
（

見
積

設
計

図
書

）
の

分
析

性
能

発
注

に
よ

り
設

計
・

施
工

の
全

体
を

競
争

に
付

す
場

合
に

は
、

入
札

参
加

企
業

か
ら

見
積

設
計

図
書

の
提

出
を

受
け

る
こ

と
が

通
常

で
あ

り
、

こ
れ

ま
で

も
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に

お
い

て
行

わ
れ

て
き

て
い

る
。

第
５

章
の

総
合

評
価

落
札

方
式

に
お

い
て

も
、

性
能

発
注

を
行

う

、
（

）
。

場
合

に
は

技
術

提
案

見
積

設
計

図
書

の
提

出
を

入
札

参
加

企
業

か
ら

受
け

る
こ

と
に

な
る

こ
れ

ま
で

は
、

見
積

価
格

を
用

い
て

予
定

価
格

を
算

出
し

て
い

た
が

、
今

後
は

、
見

積
価

格
を

そ

の
ま

ま
使

用
す

る
こ

と
は

し
な

い
。

見
積

設
計

図
書

か
ら

抽
出

す
る

の
は

、
図

２
に

示
す

プ
ラ

ン

ト
設

備
ご

と
の

仕
様

か
ら

、
プ

ラ
ン

ト
設

備
ご

と
の

容
量

・
基

数
を

抽
出

す
る

。
抽

出
し

た
プ

ラ

ン
ト

設
備

単
位

で
②

、
③

か
ら

得
ら

れ
る

単
価

を
計

算
し

、
廃

棄
物

処
理

施
設

全
体

で
の

積
み

上

げ
を

行
う

こ
と

と
な

る
。

ま
た

、
抽

出
す

る
容

量
は

、
ご

み
処

理
量

だ
け

で
な

く
、

ボ
イ

ラ
ー

設
備

で
あ

れ
ば

蒸
気

量
、

排
ガ

ス
処

理
設

備
で

あ
れ

ば
排

ガ
ス

量
も

抽
出

し
、

い
ず

れ
も

パ
ラ

メ

ー
タ

ー
と

し
て

計
算

に
使

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

し
て

お
く

と
、

よ
り

精
密

な
積

算
が

可
能

と

な
る

。
図

２
に

示
す

プ
ラ

ン
ト

設
備

よ
り

も
さ

ら
に

詳
細

な
設

備
ま

で
ブ

レ
イ

ク
ダ

ウ
ン

し
て

抽

出
し

、
②

、
③

の
過

程
に

お
い

て
ブ

レ
イ

ク
ダ

ウ
ン

し
た

設
備

レ
ベ

ル
で

の
単

価
を

抽
出

し
、

廃

棄
物

処
理

施
設

全
体

で
の

積
み

上
げ

を
行

う
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

②
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
既

契
約

情
報

の
収

集
と

積
算

対
象

の
選

定

年
に

よ
り

変
動

す
る

が
、

ご
み

焼
却

施
設

、
し

尿
処

理
施

設
（

汚
泥

再
生

セ
ン

タ
ー

）
リ

サ
イ

ク
ル

施
設

（
リ

サ
イ

ク
ル

プ
ラ

ザ
、

セ
ン

タ
ー

）
及

び
最

終
処

分
場

の
新

規
工

事
件

数
は

、
毎

年
十

数
件

か

ら
二

十
数

件
で

あ
る

。
こ

う
し

た
事

業
に

係
る

公
表

情
報

を
基

に
し

て
当

該
市

町
村

等
が

発
注

す
る

廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

と
同

じ
処

理
方

式
の

工
事

を
契

約
し

た
市

町
村

等
に

、
下

記
の

契
約

情
報

を

照
会

す
る

。
そ

し
て

、
類

似
の

方
式

に
よ

る
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

費
を

積
算

対
象

と
し

て
選

定

す
る

。
他

の
市

町
村

等
に

対
す

る
既

契
約

情
報

の
提

供
要

請
は

、
処

理
方

式
別

に
参

考
資

料
－

３

の
書

式
を

活
用

し
て

行
う

と
効

率
的

で
あ

る
。

ま
た

、
他

の
市

町
村

等
か

ら
既

契
約

情
報

提
供

の

要
請

を
受

け
た

市
町

村
等

は
、

出
来

る
限

り
の

協
力

を
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
な

お
、

環
境

省

で
は

、
今

後
、

１
９

年
度

を
目

途
に

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

既
契

約
情

報
を

市
町

村
等

か
ら

収

集
し

、
市

町
村

等
が

利
用

で
き

る
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

構
築

す
る

予
定

で
あ

り
、

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
活

用

し
た

情
報

収
集

が
可

能
と

な
る

（
参

考
資

料
編

(
1
)
）

。

ⅰ
工

事
概

要

ａ
工

期

ｂ
処

理
方

式

ｃ
施

設
規

模
（

全
体

処
理

能
力

・
系

列
数

等
）

ｄ
施

設
全

体
配

置
図

ｅ
処

理
概

略
フ

ロ
ー

シ
ー

ト

ｆ
処

理
性

能

ｇ
公

害
防

止
性

能

ｈ
再

資
源

化
性

能

ｉ
建

築
工

事
（

建
築

面
積

・
建

築
容

積
・

建
築

構
造

・
外

装
仕

上
・

煙
突

構
造

等
）

ｊ
特

記
事

項
（

特
別

仕
様

・
独

自
仕

様
等

）

ⅱ
工

事
金

額
概

略
内

訳
書

等

ａ
プ

ラ
ン

ト
工

事
費

内
訳

書
（

構
成

設
備

費
の

内
訳

ま
で

）

(22)-54
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ｂ
建

築
工

事
費

内
訳

書
（

建
築

本
体

工
事

・
建

築
設

備
工

事
費

・
煙

突
（

外
筒

）
工

事
費

・

外
構

工
事

費
等

）

ｃ
入

札
状

況

③
工

事
費

の
分

類
と

工
事

基
本

価
格

等
の

設
定

選
定

し
た

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
費

を
建

築
工

事
費

と
プ

ラ
ン

ト
工

事
費

に
分

類
し

、
さ

ら
に

建
築

工
事

費
は

建
築

本
体

工
事

費
施

設
建

物
付

属
施

設
煙

突
外

筒
建

築
設

備
工

事
費

機
、

（
、

、
）
、

（

械
、

電
気

）
に

区
分

し
、

プ
ラ

ン
ト

工
事

費
は

プ
ラ

ン
ト

設
備

の
種

類
ご

と
に

区
分

し
て

い
く

。
そ

し

て
、

複
数

事
例

の
デ

ー
タ

を
も

と
に

(
4
)
の

0
.
6
乗

則
及

び
(
5
)
、

(
6
)
の

積
算

方
法

に
よ

り
、

プ
ラ

ン

ト
設

備
ご

と
に

プ
ラ

ン
ト

工
事

基
本

価
格

を
設

定
す

る
。

な
お

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
か

ら
聴

取
し

た
参

考
見

積
も

り
等

は
、

こ
の

段
階

か
ら

高
値

契
約

に
導

く
よ

う
に

談
合

等
の

不
正

行
為

が
行

わ
れ

て
い

る
と

の
指

摘
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
参

照
す

る
程

度
に

に

と
ど

め
、

建
築

工
事

基
本

単
価

や
プ

ラ
ン

ト
工

事
基

本
価

格
を

設
定

す
る

際
の

根
拠

と
し

て
は

採
用

し
な

い
も

の
と

す
る

。

(
4
)

０
．

６
乗

比
例

に
係

る
経

験
則

法
（

能
力

－
価

格
曲

線
の

近
似

）
に

基
づ

く
積

算
技

法

化
学

プ
ラ

ン
ト

建
設

工
事

の
分

野
で

は
、

建
設

工
事

価
格

は
プ

ラ
ン

ト
規

模
の

０
．

６
乗

に
比

例
す

る
と

い
う

経
験

則
が

良
く

知
ら

れ
て

い
る

。
そ

こ
で

、
本

手
引

き
で

は
、

予
定

価
格

積
算

の
テ

ク
ニ

ッ
ク

と
し

て
、

こ
の

方
法

を
用

い
る

。
０

．
６

乗
則

積
算

技
法

は
、

同
種

の
機

器
・

装
置

・
設

備
・

プ
ラ

ン
ト

の
価

格
が

、
能

力
（

規
模

）
の

０
．

６
乗

に
比

例
す

る
と

い
う

経
験

則
か

ら
、

あ
る

能
力

の
機

器
装

置
・

設
備

・
プ

ラ
ン

ト
の

価
格

が
既

知
の

場
合

に
他

の
任

意
の

能
力

の
機

器
装

置
・

設
備

・
（

）
、

（

プ
ラ

ン
ト

）
の

価
格

が
推

算
で

き
る

こ
と

に
な

る
。

Ｃ
＝

Ａ
機

器
（

装
置

・
設

備
・

プ
ラ

ン
ト

）
の

建
設

価
格

A

Ｃ
＝

Ａ
機

器
と

同
種

の
Ｂ

機
器

（
装

置
・

設
備

・
プ

ラ
ン

ト
）

の
建

設
価

格
B

Ｓ
＝

Ａ
機

器
の

能
力

（
規

模
）

A

Ｓ
＝

Ｂ
機

器
の

能
力

（
規

模
）

と
す

れ
ば

、
B

0
.
6

Ｃ
＝

Ｃ
×

（
Ｓ

／
Ｓ

）
B

A
B

A

こ
の

積
算

技
法

に
よ

れ
ば

、
機

器
（

装
置

・
設

備
・

プ
ラ

ン
ト

）
の

能
力

（
規

模
）

を
大

き
く

す
る

ほ

ど
単

位
能

力
当

た
り

の
価

格
は

割
安

に
な

り
、

機
器

の
能

力
を

小
さ

く
す

る
ほ

ど
単

位
能

力
当

た
り

の
価

格
は

割
高

に
な

る
こ

と
が

、
以

下
の

図
１

か
ら

も
理

解
さ

れ
よ

う
。

本
来

は
、

実
績

デ
ー

タ
や

収
集

し
た

デ
ー

タ
の

う
ち

か
ら

適
切

な
も

の
を

用
い

て
、

能
力

－
価

格
曲

線
を

近
似

し
、

両
者

の
関

係
を

定
量

化
で

き
れ

ば
、

そ
の

方
法

に
よ

る
こ

と
が

よ
り

精
度

の
高

い
積

算
方

法
と

い
え

、
０

．
６

乗
の

経
験

則
は

、
デ

ー
タ

に
よ

っ
て

能
力

－
価

格
の

関
係

を
十

分
に

定
量

化
で

き
な

い
場

合
に

用
い

る
便

宜
的

な
方

法
と

言
え

る
。

環
境

省
で

は
、

今
後

、
１

９
年

度
を

目
途

に
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
既

契
約

情
報

を
市

町
村

等
か

ら
収

集
し

、
市

町
村

等
が

利
用

で
き

る
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

構
築

す
る

予
定

で
あ

る
が

、
そ

の
中

で
集

積
さ

れ
た

デ
ー

タ
を

、
高

値
設

定
に

基
づ

く
デ

ー
タ

と
な

ら
な

い
よ

う
客

観
的

な
分

析
を

加
え

た
上

で
、

市
町

村
等

に
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

し
て

い
く

予
定

で
あ

る
。

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
構

築
す

る
こ

と
に

よ
り

、
能

力
－

価
格

曲
線

を
近

似
す

る
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
経

験
則

に
基

づ
く

積
算

方
法

を
さ

ら
に

客
観

性
の

高
い

積
算

方
法

と
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
。

-
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図
１

０
．

６
乗

比
例

に
係

る
経

験
則

の
概

念
図

（
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
構

築
後

は
、

適
切

な
実

績
デ

ー
タ

の
蓄

積
に

よ
っ

て
、

能
力

－
価

格
曲

線
を

近
似

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

）

(
5
)

予
定

価
格

積
算

法
（

そ
の

１
）

こ
の

予
定

価
格

積
算

法
は

、
図

２
に

示
す

と
お

り
、

既
契

約
済

の
処

理
施

設
建

設
工

事
費

内
訳

を
べ

ー

ス
に

、
プ

ラ
ン

ト
設

備
の

直
接

工
事

費
は

各
設

備
毎

に
０

．
６

乗
則

積
算

技
法

に
よ

る
換

算
値

を
合

算
し

て
求

め
、

建
築

工
事

の
直

接
工

事
費

に
つ

い
て

は
、

先
ず

建
築

本
体

工
事

の
直

接
工

事
費

を
建

築
本

体
工

事
基

本
単

価
（

単
位

建
築

延
面

積
・

ま
た

は
単

位
建

築
容

積
・

当
た

り
の

単
価

）
に

よ
り

算
出

し
、

建
築

機
械

・
電

気
設

備
工

事
の

直
接

工
事

費
に

つ
い

て
は

、
建

築
本

体
工

事
の

直
接

工
事

費
に

対
す

る
比

率
か

ら
算

出
す

る
積

算
方

法
で

あ
る

。
こ

の
積

算
方

法
に

よ
る

積
算

例
を

参
考

資
料

－
４

に
示

す
。

な
お

、
図

２
に

示
す

プ
ラ

ン
ト

設
備

の
各

種
類

を
さ

ら
に

よ
り

細
部

の
設

備
ま

で
ブ

レ
イ

ク
ダ

ウ

ン
し

て
積

算
を

行
う

こ
と

が
、

よ
り

詳
細

・
精

密
な

積
算

と
な

る
こ

と
か

ら
予

定
価

格
の

積
算

手
法

と
し

て
は

望
ま

し
い

と
い

え
る

。
現

状
で

は
デ

ー
タ

収
集

に
制

約
が

あ
る

場
合

も
あ

る
が

、
環

境
省

で
は

、
今

後
、

１
９

年
度

を
目

途
に

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

既
契

約
情

報
を

市
町

村
等

か
ら

収
集

し
、

高
値

設
定

さ
れ

た
価

格
に

基
づ

く
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、

設
備

の
仕

様
と

価
格

に
つ

い
て

客
観

的
に

分
析

し
た

上
で

、
市

町
村

等
が

利
用

で
き

る
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

構
築

す
る

予
定

で
あ

り
、

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
充

実
し

て
い

く
こ

と
で

、
詳

細
な

積
算

が
各

市
町

村
等

3.
00

12
1.
93

3

3

1.
001

1.
51

6

0.
43

5

0.
66

0.
51

7

2.
00

X
X

0.
6

1/
4

43
.5

1/
3

51
.7

1/
2

66
.0

1.
00

10
0

2.
00

15
1.

6

3.
00

19
3.

3

4.
00

22
9.

8

↑ 　 価 格 指 数

容
 量

 比
  
　
　
→

0.
25

(1
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)
0.

33
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)

0.
5

(1
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)
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に
お

い
て

可
能

と
な

る
よ

う
に

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

(
6
)

予
定

価
格

積
算

法
（

そ
の

２
）

こ
の

予
定

価
格

積
算

法
は

、
積

算
法

（
そ

の
１

）
と

比
べ

よ
り

簡
便

な
方

法
で

あ
り

、
積

算
法

（
そ

の

１
）

を
採

用
し

が
た

い
場

合
に

採
用

す
る

も
の

と
し

、
図

３
に

示
す

と
お

り
、

既
契

約
済

の
施

設
建

設
工

事
費

内
訳

を
ベ

ー
ス

に
、

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
費

を
、

プ
ラ

ン
ト

共
通

設
備

関
連

工
事

費
、

プ
ラ

ン
ト

系
列

設
備

関
連

工
事

費
、

建
築

工
事

費
に

３
分

割
し

、
プ

ラ
ン

ト
設

備
工

事
費

に
つ

い
て

は
０

．
６

乗
則

積
算

技
法

を
適

用
し

て
能

力
規

模
換

算
し

建
築

工
事

費
に

つ
い

て
は

建
築

工
事

基
本

単
価

単
（

）
、

（

位
建

築
延

面
積

・
ま

た
は

単
位

建
築

容
積

・
当

た
り

の
単

価
）

を
算

出
し

て
積

算
す

る
方

法
で

あ
る

。
こ

の
積

算
方

法
に

よ
る

積
算

例
を

参
考

資
料

－
４

に
示

す
。

な
お

、
こ

の
簡

便
な

積
算

方
法

は
、

こ
れ

ま
で

の
入

札
参

加
企

業
か

ら
得

た
参

考
見

積
か

ら
予

定

価
格

を
算

出
す

る
方

法
よ

り
は

、
客

観
性

が
高

く
改

善
さ

れ
た

も
の

で
は

あ
る

が
、

可
能

な
限

り
、

積
算

法
（

そ
の

１
）

を
採

用
す

べ
き

で
あ

る
。

図
２

予
定

価
格

積
算

手
法

（
そ

の
１

）

（
プ

ラ
ン

ト
設

備
毎

工
事

費
合

算
＋

工
種

別
建

築
工

事
費

合
算

に
よ

る
積

算
法

）

共
通

関
連

系
列

関
連

設
備

割
合

設
備

割
合

そ
の

他
の

経
費

類
の

積
算

法

エ
ン

ジ
ニ

ア
リ
ン

グ
経

費

建
築

本
体

工
事

の
直

接
工

事
費

の
積

算
法

  
 各

プ
ラ

ン
ト
設

備
費

に
は

、
据

付
・配

管
・

配
線

工
事

を
含

む
。

　
 既

契
約

済
の

処
理

施
設

建
設

工
事

費
内

訳
を

ベ
ー

ス
に

、
各

設
備

毎
に

共
通

関
連

設
備

と
系

列
関

連
設

備
の

割
合

を
考

慮
し

、
0.

6
乗

則
積

算
技

法
に

よ
り

能
力

（規
模

）換
算

し
、

性
能

仕
様

差
と

物
価

変
動

を
考

慮
し

て
調

整
の

後
、

合
算

し
て

求
め

る
。

　
 プ

ラ
ン

ト
工

事
費

の
シ

ス
テ

ム
等

設
計

と
工

事
監

理
に

必
要

な
経

費
で

あ
り

、
純

工
事

費
の

４
～

６
％

（金
額

に
逆

比
例

さ
せ

る
。

）と
す

る
。

　
 予

備
品

・消
耗

品
費

は
プ

ラ
ン

ト
直

接
工

事
費

の
約

１
％

と
す

る
。

エ
ン

ジ
ニ

ア
リ
ン

グ
経

費

プ
ラ

ン
ト
本

体
工

事
費

工
事

原
価

直
接

工
事

費

試
運

転
調

整
費

共
通

仮
設

費

給
じ

ん
設

備

炉
本

体
設

備

プ
ラ

ン
ト
設

備
費

工
事

原
価

建
築

本
体

工
事

費

プ
ラ

ン
ト
工

事
費

建
築

工
事

費

一
般

管
理

費
消

費
税

純
工

事
費

現
場

管
理

費

直
接

工
事

費

既
契

約
済

の
処

理
施

設
建

設
工

事
費

内
訳

か
ら

建
築

本

体
工

事
の

m
2
 o

r 
m

3

単
位

の
基

本
工

事
単

価
を

設
定

し
積

算
す

る
。

共
通

仮
設

費

一
般

管
理

費

純
工

事
費

現
場

管
理

費

実
施

設
計

料
（建

築
設

備
・外

構
工

事
も

含
む

。
）

汚
水

処
理

設
備

通
風

設
備

煙
道

設
備

排
ガ

ス
処

理
設

備

煙
突

（内
筒

）

ボ
イ

ラ
ー

設
備

発
電

設
備

余
熱

利
用

設
備

建
築

機
械

工
事

費
工

事
原

価
純

工
事

費

一
般

管
理

費
現

場
管

理
費

共
通

仮
設

費

直
接

工
事

費

直
接

工
事

費

既
契

約
済

の
処

理
施

設
建

設
工

事
費

内
訳

か
ら

建
築

本
体

工
事

費
に

対
す

る
比

率
で

算
出

蒸
気

復
水

設
備

純
水

設
備

電
気

設
備

計
装

設
備

ご
み

焼
却

施
設

建
設

工
事

の
予

定
価

格

プ
ラ

ン
ト
設

備
費

の
積

算
法

（ 
１

０
０

分
率

 ）

１
０

０
０

０
１
０

０

１
０

０
０

０
１
０

０

０
１
０

０

０
１
０

０

０
１
０

０

０
１
０

０

１
０

０
０

約
７

０
約

３
０

１
０

０
０

１
０

０
０

約
７

０
約

３
０

１
０

０

　
 各

地
方

公
共

団
体

の
工

事
積

算
基

準
等

を
準

用
し

て
積

算
す

る
。

１
０

０
００

１
０

０
０

給
水

設
備

雑
設

備
消

費
税

予
備

費
・消

耗
品

１
０

０
０

　
 既

契
約

済
の

処
理

施
設

建
設

工
事

費
内

訳
か

ら
建

築
本

体
工

事
の

単
位

面
積

（m
2）

ま
た

は
単

位
容

積
（m

3）
当

た
り

の
直

接
工

事
費

を
設

定
し

、
仕

様
差

と
物

価
変

動
を

考
慮

し
て

調
整

の
後

、
各

機
種

平
均

の
建

築
面

積
ま

た
は

建
築

容
積

に
乗

じ
て

算
出

す
る

。

建
築

機
械

工
事

費
と

同
方

法
で

算
出

共
通

仮
設

費

建
築

設
備

工
事

費
工

事
原

価
純

工
事

費

一
般

管
理

費
現

場
管

理
費

-
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図
３

予
定

価
格

積
算

法
（

そ
の

２
）

（
プ

ラ
ン

ト
共

通
設

備
工

事
費

＋
プ

ラ
ン

ト
系

設
備

工
事

費
＋

建
築

工
事

費
に

よ
る

積
算

法
）

Ｃ
   

＋
   

Ｄ
   

＝
   

最
  小

  値
  を

  廃
  棄

  物
  処

  理
  施

  設
  建

  設
  工

  事
  の

  予
  定

  価
  格

  と
  す

  る
  。

Ｄ
　
　
構

  造
  仕

  様
  の

  相
  違

  と
  物

  価
  変

  動
  を

  考
  慮

  し
  、

  土
  建

  工
  事

  費
  を

  調
  整

  す
  る

  。

Ａ
　
　
極

  力
  、

  性
  能

  及
  び

  構
  造

  仕
  様

  が
  近

  い
  処

  理
  施

  設
   

   
  の

   
建

  設
  工

  事
  費

  を
  、

  積
  算

  対
  象

  と
  し

  て
  選

  択
  す

  
る

  。

Ｂ
　
　
施

   
設

  建
  設

  工
  事

  費
  を

  以
  下

  の
  内

  訳
  に

  分
  類

  す
  る

　
  ①

　
  プ

  ラ
  ン

  ト
  設

  備
  工

  事
  費

　
　
  ⅰ

　
  共

  通
  関

  連
　
設

　
備

　
工

  事
  費

　
  　

ⅱ
　
  系

  列
  関

　
連

　
設

　
備

  工
  事

  費
　
  ②

　
  建

  築
  工

  事
  費

  （
  建

  築
  設

  備
  工

  事
  費

  を
  含

  む
  。

  ）

プ
　
ラ

　
ン

　
ト　

設
　
備

　
工

　
事

　
費

Ｂ
 －

 ①
 －

 ⅰ
 の

 工
 事

 費
 を

  ０
 ．

 ６
 乗

 則
 積

算
 技

 法
 に

  よ
 り

  施
 設

 規
 模

 換
 算

 す
 る

 。

Ｂ
 －

 ①
 －

 ⅱ
 の

 １
 系

 列
 分

 工
 事

 費
 を

 コ
 ス

 ト
 カ

 ー
ブ

 法
 に

 よ
 り

  換
 算

 し
 、

 そ
 の

 結
 果

 に
 系

 列
 数

 を
 乗

じ
 る

 。

Ｃ
　
　
 性

  能
  お

  よ
  び

  構
  造

  仕
  様

  の
  相

  違
  と

  物
  価

  変
  動

  を
  考

  慮
  
し
  、

  プ
  ラ

  ン
  ト

   
 工

  事
  費

  を
  調

  整
  す

  る
 。

建
　
築

　
工

　
事

　
費

Ｂ
  －

  ②
  よ

  り
  工

  場
  棟

  単
  位

  面
  積

  m
  2

  ま
  た

  は
  容

  積
  m

3 
 当

  た
  り

  建
  築

  基
  本

  工
  事

  単
  価

  （
  建

  築
  設

  備
  工

  事
費

  を
  含

  む
  。

  ）
  を

  算
  出

各
  機

  種
  の

  見
  積

  設
  計

  図
  書

  の
  建

  築
  面

  積
  ま

  た
  は

  容
積

  と
  建

  築
  基

  本
  工

  事
  単

  価
  を

  乗
  じ

  て
  求

  め
  る

  。

・ ・

共
　
通

　
関

　
連

　
設

　
備

　
工

　
事

　
費

系
　
列

　
関

　
連

　
設

　
備

　
工

　
事

　
費

同
  じ

  処
  理

  方
  式

  の
  廃

  棄
  物

  処
  理

  施
  設

  建
  設

  工
  事

  の
  契

  約
情

  報
  を

  集
  め

  、
  調

  査
  す

  る
  。

(22)-56



-
1
8

-

第
５

章
総

合
評

価
落

札
方

式
の

導
入

(
1
)

基
本

的
考

え
方

廃
棄

物
処

理
施

設
は

、
高

度
な

化
学

機
械

で
あ

る
ご

み
焼

却
施

設
（

熱
回

収
施

設
）

や
し

尿
処

理

施
設

（
汚

泥
再

生
処

理
セ

ン
タ

ー
）

等
の

中
核

的
な

中
間

処
理

施
設

、
機

械
的

、
物

理
的

な
破

砕
、

選
別

等
を

中
心

と
す

る
リ

サ
イ

ク
ル

施
設

（
リ

サ
イ

ク
ル

プ
ラ

ザ
、

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
）

及
び

土
木

構
造

物
と

水
処

理
プ

ラ
ン

ト
か

ら
な

る
最

終
処

分
場

施
設

な
ど

多
岐

に
わ

た
る

が
、

一
般

的
に

施
設

自
体

が
高

度
な

技
術

を
組

み
合

わ
せ

た
シ

ス
テ

ム
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
設

計
・

施
工

・

運
営

を
行

う
企

業
間

の
技

術
力

を
競

争
さ

せ
る

こ
と

で
、

高
い

品
質

の
施

設
建

設
が

可
能

と
な

る
と

期
待

さ
れ

る
。

本
手

引
き

で
は

こ
う

し
た

こ
と

を
踏

ま
え

品
確

法
及

び
同

法
の

基
本

方
針

に
基

づ
き

経
、

、
「

」
、
「

済
性

に
配

慮
し

つ
つ

価
格

以
外

の
多

用
な

要
素

を
も

考
慮

し
、

価
格

及
び

品
質

が
総

合
的

に
優

れ
た

内
容

の
契

約
」

を
実

現
す

る
「

総
合

評
価

落
札

方
式

」
を

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

発
注

・
選

定
方

式
の

基
本

と
し

、
積

極
的

に
導

入
す

る
こ

と
を

推
奨

す
る

。

ま
た

、
総

合
評

価
落

札
方

式
の

発
注

・
選

定
手

続
き

に
お

い
て

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の

技
術

提
案

（
見

積
設

計
図

書
）

を
求

め
る

こ
と

と
な

る
が

、
競

争
性

を
高

め
、

か
つ

、
よ

り
優

れ
た

技
術

提
案

を
得

る
観

点
か

ら
、

技
術

提
案

の
範

囲
を

で
き

る
だ

け
拡

大
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
。

こ
の

た
め

、
本

手
引

き
で

は
、

設
計

・
施

工
一

括
発

注
方

式
を

基
本

と
す

る
こ

と
を

推
奨

す
る

。
ま

た
、

特
に

、
ご

み
焼

却
施

設
や

灰
溶

融
施

設
に

あ
っ

て
は

、
技

術
・

シ
ス

テ
ム

が
異

な
る

様
々

な
機

種
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
発

注
・

選
定

手
続

き
の

前
に

あ
ら

か
じ

め
機

種
を

特
定

す
る

こ
れ

ま
で

の
標

準
的

な
方

法
に

つ
い

て
は

、
特

段
の

理
由

が
な

い
限

り
、

こ
れ

を
見

直
し

、
複

数
方

式
の

各
機

種
を

技
術

提
案

に
お

い
て

競
わ

せ
、

方
式

選
定

を
含

め
総

合
評

価
落

札
方

式
の

手
続

き
の

中
で

行
う

こ
と

を
推

奨
す

る
。

(
2
)

総
合

評
価

落
札

方
式

と
地

方
自

治
法

の
関

係

総
合

評
価

落
札

方
式

は
、

価
格

に
加

え
て

、
性

能
・

機
能

や
技

術
力

を
評

価
で

き
る

と
い

う
点

で
、

市

町
村

等
に

と
っ

て
よ

り
有

利
な

契
約

の
締

結
を

可
能

と
す

る
も

の
で

あ
る

。
技

術
力

の
あ

る
企

業
に

よ
っ

、
、

て
技

術
提

案
を

伴
う

競
争

が
行

わ
れ

入
札

談
合

が
行

わ
れ

に
く

く
な

る
と

い
う

面
も

期
待

さ
れ

る
ほ

か

企
業

の
技

術
開

発
に

対
す

る
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

が
働

く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

こ
の

総
合

評
価

落
札

方
式

は
、

平
成

１
１

年
２

月
の

地
方

自
治

法
施

行
令

の
改

正
に

よ
り

、
市

町
村

等

に
お

い
て

導
入

が
可

能
と

さ
れ

た
。

地
方

自
治

法
第

２
３

４
条

（
契

約
の

締
結

）
で

は
、

一
般

競
争

入
札

に
よ

る
最

低
価

格
自

動
落

札
方

式
を

原
則

と
し

、
そ

の
例

外
の

一
つ

と
し

て
、

同
条

第
３

項
た

だ
し

書
き

に
お

い
て

「
普

通
市

町
村

等
の

支
出

の
原

因
と

な
る

契
約

に
つ

い
て

は
、

政
令

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
、

り
、

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
の

価
格

を
も

っ
て

申
し

込
み

を
し

た
者

の
う

ち
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

申
し

込
み

を
し

た
者

以
外

の
者

を
契

約
の

相
手

方
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

」
と

し
て

い
る

。
そ

し
て

、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
６

７
条

の
１

０
の

２
に

お
い

て
「

一
般

競
争

入
札

に
よ

り
支

出
の

原
因

と
な

、

る
契

約
を

締
結

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
契

約
が

そ
の

性
質

又
は

目
的

か
ら

最
低

価
格

自
動

落
札

方
式

及
び

最
低

制
限

価
格

制
度

に
よ

り
難

い
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
の

価
格

を
も

つ
て

申
込

み
を

し
た

者
の

う
ち

、
価

格
そ

の
他

の
条

件
が

当
該

普
通

市
町

村
等

に
と

つ
て

最
も

有
利

な
も

の
を

も
つ

て
申

込
み

を
し

た
者

を
落

札
者

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

総
」
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合
評

価
落

札
方

式
）

と
し

て
い

る
。

総
合

評
価

落
札

方
式

を
導

入
す

る
場

合
に

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

に
よ

り
、

あ
ら

か
じ

め
、

当

該
総

合
評

価
一

般
競

争
入

札
に

係
る

申
込

み
の

う
ち

価
格

そ
の

他
の

条
件

が
当

該
市

町
村

等
に

と
つ

て
最

も
有

利
な

も
の

を
決

定
す

る
た

め
の

基
準

（
価

格
以

外
の

要
素

と
な

る
評

価
項

目
や

、
価

格
と

価

格
以

外
の

要
素

と
の

評
価

点
割

合
等

の
評

価
方

法
）

を
定

め
、

こ
れ

を
公

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
総

合
評

価
落

札
方

式
に

よ
る

こ
と

の
適

否
、

落
札

者
を

決
定

し
よ

う
と

す
る

と
き

、
又

は
落

札
者

決
定

基
準

を
定

め
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

二
名

以
上

の
学

識
経

験
を

有
す

る
者

の
意

見
を

聴
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。

(
3
)

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

お
け

る
総

合
評

価
落

札
方

式
の

意
義

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

発
注

・
選

定
手

続
き

に
お

い
て

も
、

性
能

発
注

方
式

に
よ

る
場

合
は

、

総
合

評
価

落
札

方
式

に
近

い
手

続
き

で
契

約
締

結
が

行
わ

れ
て

き
て

い
る

。
性

能
発

注
方

式
で

は
、

先
ず

発
注

者
は

発
注

仕
様

書
（

入
札

説
明

書
を

構
成

す
る

仕
様

書
に

相
当

）
を

入
札

者
に

提
示

し
、

入
札

者
は

見
積

設
計

図
書

（
技

術
提

案
書

に
相

当
）

を
作

成
・

提
出

す
る

と
い

う
手

続
き

が
と

ら
れ

て
き

た
が

、
こ

れ
は

、
総

合
評

価
落

札
方

式
に

お
い

て
、

入
札

公
告

を
行

い
、

入
札

説
明

書
の

交
付

を
し

、
技

術
資

料
の

提
出

を
求

め
る

の
と

類
似

の
手

続
き

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

性
能

発
注

方
式

で
は

、
見

積
設

計
図

書
の

提
出

を
受

け
て

、
各

機
種

（
各

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

）
の

見
積

設
計

内
容

を
調

整
・

平
均

化
し

、
各

機
種

の
見

積
設

計
内

容
が

い
ず

れ
も

発
注

仕
様

書
を

満
足

す
る

内
容

に
な

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

て
か

ら
、

入
札

を
行

い
、

最
低

価
格

自
動

落
札

方
式

に
よ

り
価

格
の

み
で

落
札

者
を

決
定

し
て

い
る

。

こ
れ

に
対

し
、

総
合

評
価

落
札

方
式

は
、

提
案

者
の

技
術

的
能

力
の

審
査

に
加

え
、

技
術

提
案

が
発

注

仕
様

書
を

満
た

す
も

の
で

あ
る

こ
と

の
確

認
を

含
め

、
提

案
者

か
ら

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い

、
技

術
提

案
の

改
善

を
求

め
、

又
は

改
善

を
提

案
す

る
機

会
を

与
え

、
技

術
審

査
・

評
価

を
行

う
。

そ
し

て
、

競
争

参
加

資
格

を
通

知
し

、
入

札
を

行
い

、
価

格
と

価
格

以
外

の
要

素
と

し
て

、
維

持
管

理
費

を
含

む
総

合
的

な
コ

ス
ト

削
減

、
廃

棄
物

処
理

施
設

の
性

能
・

機
能

の
向

上
、

資
源

循
環

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

回
収

、
Ｃ

Ｏ
対

策
2

等
の

社
会

的
要

請
へ

の
対

応
等

の
事

項
を

含
め

て
総

合
評

価
し

て
落

札
者

を
決

定
す

る
。

総
合

評
価

落
札

方
式

は
、

従
来

の
最

低
価

格
自

動
落

札
方

式
に

よ
る

性
能

発
注

方
式

と
落

札
方

式
に

お

い
て

異
な

る
ほ

か
、

特
に

技
術

審
査

・
評

価
の

プ
ロ

セ
ス

で
は

、
要

求
す

る
技

術
水

準
を

確
保

す
る

と
い

う
点

は
性

能
発

注
方

式
と

同
様

で
あ

る
が

、
要

求
水

準
を

確
保

す
る

だ
け

で
な

く
、

技
術

そ
の

も
の

に
つ

い
て

価
格

以
外

の
要

素
に

お
い

て
競

争
を

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
（

例
え

ば
、

長
寿

命
な

火
格

子
は

、
従

来
の

性
能

発
注

方
式

で
は

技
術

の
優

位
性

は
評

価
さ

れ
な

か
っ

た
）

と
い

う
点

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

に
。

、
、

、
総

合
評

価
落

札
方

式
は

的
確

に
導

入
す

る
こ

と
で

技
術

・
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て
よ

り
信

頼
性

が
高

く

経
済

性
に

も
配

慮
し

た
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

を
可

能
と

す
る

方
式

で
あ

り
、

市
町

村
等

に
お

け
る

積
極

的
な

導
入

が
期

待
さ

れ
る

。

な
お

、
当

然
な

が
ら

、
恣

意
的

な
評

価
方

法
に

よ
り

特
定

の
機

種
を

有
利

に
総

合
評

価
し

、
落

札

者
と

す
る

よ
う

な
こ

と
は

許
さ

れ
な

い
。
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4
)

総
合

評
価

落
札

方
式

に
お

け
る

入
札

前
の

工
事

内
容

確
定

化
の

重
要

性

公
共

工
事

の
契

約
に

お
い

て
は

、
要

求
す

る
工

事
の

内
容

と
経

済
性

の
確

保
が

不
可

欠
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

入
札

前
ま

で
に

極
力

、
工

事
内

容
を

確
定

化
す

る
こ

と
が

、
契

約
後

の
工

事
施

行
を

円
滑

に
進

め
る

う
え

で
重

要
で

あ
り

、
こ

れ
は

総
合

評
価

落
札

方
式

に
お

い
て

も
変

わ
ら

な
い

。

総
合

評
価

落
札

方
式

を
採

用
し

て
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

を
発

注
す

る
場

合
、

機
能

・
効

率
・

能

力
等

の
性

能
仕

様
を

主
体

と
す

る
発

注
仕

様
書

が
契

約
条

件
で

あ
る

か
ら

、
技

術
提

案
の

技
術

審
査

、
評

価
の

過
程

に
お

い
て

、
見

積
設

計
図

書
を

十
分

に
チ

ェ
ッ

ク
し

、
疑

問
や

不
明

な
点

が
あ

れ
ば

文
書

に
よ

る
質

疑
応

答
・

よ
り

詳
細

な
図

面
の

提
出

を
求

め
、

設
計

上
で

不
十

分
な

点
が

あ
れ

ば
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

と
回

答
を

求
め

る
な

ど
、

廃
棄

物
処

理
施

設
に

お
け

る
市

町
村

の
要

求
条

件
を

明
確

化
し

た
発

注
仕

様
書

を
満

足
す

る
工

事
内

容
で

あ
る

こ
と

を
確

定
す

る
必

要
が

あ
る

。
参

考
と

し
て

、
大

都
市

に
お

け
る

見
積

設
計

図
書

の
チ

ェ
ッ

ク
事

項
を

表
２

に
示

す
。

-
2
1

-

表
２

見
積

設
計

図
書

の
チ

ェ
ッ

ク
事

項
（

熱
回

収
施

設
（

ご
み

焼
却

）
）

〔
各

評
価

項
目

に
つ

い
て

技
術

（
性

能
等

・
維

持
管

理
・

運
営

経
済

性
等

の
視

点
か

ら
評

価
す

る
〕

）
。

区
分

番
号

評
価

項
目

1
建

設
管

理
工

期
、

工
事

計
画

、
仮

設
計

画

2
解

体
対

策
既

設
工

場
の

プ
ラ

ン
ト
設

備
・
建

築
物

の
解

体
対

策

3
環

境
調

和
景

観
、

日
影

、
緑

化

4
環

境
保

全
大

気
汚

染
防

止
対

策
、

水
質

汚
濁

防
止

対
策

、
騒

音
・
振

動
防

止
対

策
、

悪
臭

防
止

対
策

5
運

営
管

理
信

頼
性

向
上

対
策

、
維

持
管

理
対

策
、

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

6
作

業
環

境
作

業
環

境
、

防
災

、
安

全
対

策

7
配

置
動

線
全

体
配

置
計

画
、

車
両

動
線

1
平

面
・

断
面

計
画

全
体

計
画

、
工

場
関

係
諸

室
、

管
理

用
諸

室
、

付
属

施
設

全
体

計
画

、
基

礎
、

地
下

く
体

、
地

上
く

体
、

外
壁

（
周

壁
共

）
、

屋
根

※
各

項
目

と
も

耐
震

補
強

含
む

。

3
仕

上
計

画
外

構
、

内
装

、
屋

上
緑

化

4
外

構
計

画
構

内
道

路
、

緑
化

5
煙

突
構

造
、

外
装

給
水

衛
生

設
備

、
消

防
設

備
、

ガ
ス

設
備

、
空

調
換

気
設

備
、

場
内

余
熱

利
用

設
備

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

設
備

、
そ

の
他

設
備

幹
線

設
備

、
動

力
設

備
、

電
灯

、
コ

ン
セ

ン
ト
設

備
、

弱
電

設
備

、
電

話
設

備

非
常

用
発

電
装

置
、

そ
の

他
設

備

1
給

じ
ん

設
備

ご
み

バ
ン

カ
ゲ

ー
ト
設

備
、

ご
み

ク
レ

ー
ン

、
ご

み
ホ

ッ
パ

2
焼

却
炉

本
体

設
備

炉
体

、
耐

火
物

築
炉

、
燃

焼
装

置
、

助
燃

バ
ー

ナ
装

置
、

ス
ト
ー

カ
下

ホ
ッ

パ
シ

ュ
ー

ト

主
灰

搬
送

設
備

、
受

入
灰

受
入

設
備

、
飛

灰
受

入
設

備
、

主
灰

前
処

理
設

備
、

受
入

灰
前

処
理

設
備

、

灰
貯

留
設

備
、

灰
溶

融
設

備
、

ス
ラ

グ
水

砕
設

備
、

ス
ラ

グ
製

砂
設

備
、

溶
融

排
ガ

ス
処

理
設

備
、

溶
融

飛
灰

処
理

設
備

、
固

化
物

コ
ン

ベ
ヤ

、
環

境
集

じ
ん

機
、

コ
ン

ベ
ヤ

等

4
汚

水
処

理
設

備
汚

水
処

理
装

置
、

汚
泥

処
理

装
置

、
放

流
装

置
、

初
期

雨
水

対
策

設
備

5
通

風
設

備
風

道
等

、
押

込
フ

ァ
ン

、
蒸

気
式

空
気

余
熱

器

6
煙

道
設

備
煙

道
等

、
誘

引
フ

ァ
ン

7
集

じ
ん

設
備

ろ
過

式
集

じ
ん

機
、

飛
灰

搬
出

装
置

、
付

帯
装

置

8
洗

煙
設

備
排

ガ
ス

洗
浄

処
理

装
置

、
蒸

気
式

ガ
ス

再
加

熱
器

、
循

環
フ

ァ
ン

及
び

混
合

器
、

液
体

キ
レ

ー
ト
貯

槽
等

9
触

媒
反

応
設

備
触

媒
反

応
塔

、
ア

ン
モ

ニ
ア

水
貯

槽
等

、
、

ア
ン

モ
ニ

ア
気

化
装

置
等

、
ア

ン
モ

ニ
ア

除
去

装
置

1
0

煙
突

設
備

煙
突

内
筒

ボ
イ

ラ
本

体
等

、
脱

気
器

、
エ

コ
ノ

マ
イ

ザ
、

ボ
イ

ラ
給

水
ポ

ン
プ

、
ボ

イ
ラ

用
薬

液
注

入
装

置

缶
水

連
続

測
定

装
置

、
高

圧
蒸

気
だ

め

1
2

発
電

設
備

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

等
、

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
等

、
プ

ラ
ン

ト
保

安
動

力
発

電
装

置

1
3

余
熱

利
用

設
備

蒸
気

供
給

装
置

、
高

温
水

設
備

1
4

蒸
気

復
水

設
備

タ
ー

ビ
ン

排
気

復
水

器
、

復
水

タ
ン

ク
等

1
5

純
水

設
備

純
水

装
置

等
、

純
水

タ
ン

ク
等

、
廃

液
処

理
装

置

1
6

電
気

設
備

受
配

電
・
送

電
設

備
、

電
力

監
視

装
置

等
、

動
力

設
備

等
、

直
流

電
源

装
置

等

プ
ラ

ン
ト
用

電
子

計
算

機
シ

ス
テ

ム
、

自
動

運
転

・
制

御
、

焼
却

炉
・
ボ

イ
ラ

共
通

設
備

の
制

御
、

受
変

電
・
発

電
設

備
の

監
視

制
御

、
動

力
設

備
の

監
視

制
御

、
汚

水
処

理
装

置
の

監
視

制
御

、

灰
処

理
設

備
の

監
視

制
御

、
帳

票
用

電
子

計
算

機
、

ＩＴ
Ｖ

装
置

、
空

気
源

1
8

給
水

設
備

上
水

給
水

装
置

、
機

器
冷

却
水

装
置

、
雑

用
水

給
水

装
置

1
9

そ
の

他
設

備
圧

縮
空

気
供

給
装

置
、

脱
臭

装
置

、
炉

内
清

掃
用

集
じ

ん
装

置
、

エ
ア

シ
ャ

ワ
ー

設
備

評
　

　
価

　
　

小
　

　
項

　
　

目

全 体 計 画

2
構

造
計

画

建 　 　 築
6

建
築

機
械

設
備

7
建

築
電

気
設

備

計
装

・
自

動
制

御
設

備

灰
処

理
設

備

焼 　 却 　 プ 　 ラ 　 ン 　 ト

1
7

1
13

ボ
イ

ラ
設

備
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(
5
)

総
合

評
価

落
札

方
式

の
手

続
き

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
は

、
高

度
な

技
術

提
案

を
伴

う
も

の
で

あ
り

、
か

つ
、

技
術

・
シ

ス
テ

ム

な
ど

が
複

数
存

在
し

発
注

者
が

あ
ら

か
じ

め
一

つ
の

技
術

・
シ

ス
テ

ム
な

ど
に

絞
り

込
ま

ず
幅

広
く

競
争

を
実

施
す

る
こ

と
が

適
切

な
も

の
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
総

合
評

価
落

札
方

式
の

う
ち

高
度

技
術

提
案

型
に

分
類

さ
れ

る
。

表
３

競
争

に
参

加
す

る
有

力
な

技
術

・
シ

ス
テ

ム
が

複
数

存
在

す
る

廃
棄

物
処

理
施

設

廃
棄

物
処

理
施

設
の

種
類

の
例

有
力

な
技

術
・

シ
ス

テ
ム

の
例

熱
回

収
施

設
（

ご
み

焼
却

）
ス

ト
ー

カ
ー

炉
＋

灰
溶

融
炉

、
ガ

ス
化

溶
融

炉
な

ど
の

シ
ス

テ
ム

が

あ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
複

数
の

企
業

が
オ

リ
ジ

ナ
ル

な
方

式
を

提

案
し

て
い

る
。

バ
イ

オ
ガ

ス
化

施
設

メ
タ

ン
発

酵
方

式
と

し
て

乾
式

メ
タ

ン
発

酵
、

湿
式

メ
タ

ン
発

酵
の

（
メ

タ
ン

回
収

）
シ

ス
テ

ム
に

大
別

さ
れ

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
複

数
の

企
業

が
オ

リ
ジ

ナ
ル

な
方

式
を

提
案

し
て

い
る

。

汚
泥

再
生

処
理

セ
ン

タ
ー

高
濃

度
の

含
窒

素
排

水
の

処
理

方
法

と
し

て
、

標
準

脱
窒

素
処

理
方

（
し

尿
処

理
）

式
、

高
負

荷
脱

窒
素

処
理

方
式

、
膜

分
離

高
負

荷
脱

窒
素

処
理

方
式

が

あ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
複

数
の

企
業

が
オ

リ
ジ

ナ
ル

な
方

式
を

提

案
し

て
い

る
。

（
）

、
、

最
終

処
分

場
覆

蓋
上

屋
付

き
処

分
場

オ
ー

プ
ン

型
の

処
分

場
に

大
別

さ
れ

し
ゃ

水
工

の
工

法
・

品
質

管
理

、
漏

水
検

知
シ

ス
テ

ム
の

種
類

な
ど

で

複
数

の
バ

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

が
あ

る
。

ま
た

浸
出

液
処

理
施

設
に

つ
い

て
も

複
数

の
企

業
に

よ
る

独
、

、
（

自
の

）
シ

ス
テ

ム
設

計
・

施
工

が
行

わ
れ

て
い

る
。

高
度

技
術

提
案

型
の

総
合

評
価

落
札

方
式

の
手

続
き

の
標

準
的

な
流

れ
（

公
募

型
指

名
競

争
方

式
、

一

般
競

争
入

札
方

式
を

例
示

）
は

、
図

４
－

１
、

４
－

２
に

示
す

と
お

り
で

あ
る

。

-
2
3

-

図
４

ｰ
1

総
合

評
価

落
札

方
式

（
公

募
型

指
名

競
争

入
札

、
高

度
技

術
提

案
型

）
の

入
札

・
契

約
手

続
き

フ
ロ

ー

国
土

交
通

省
公

共
工

事
に

お
け

る
総

合
評

価
方

式
活

用
検

討
委

員
会

「
公

共
工

事
に

お
け

る
活

用
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（案

）」
「高

度
技

術
提

案
型

総
合

評
価

方
式

の
手

続
き

に
つ

い
て

（案
）
」
を

参
考

に
し

て
作

成

競
争

参
加

者
発

注
者

評
価

方
法

、
評

価
項

目
、

実
施

方
針

の
決

定

技
術

資
料

収
集

に
係

る
掲

示
、

技
術

資
料

作
成

要
領

の
交

付

技
術

資
料

作
成

説
明

会

技
術

提
案

・
見

積
書

の
審

査
・技

術
能

力
の

評
価

申
請

書
及

び
資

料
の

提
出

（見
積

設
計

図
書

を
含

む
）

技
術

提
案

の
改

善
指

示
技

術
提

案
の

改
善

技
術

対
話

改
善

さ
れ

た
技

術
提

案
・見

積
書

の
再

提
出

技
術

提
案

・
見

積
書

の
審

査

予
定

価
格

算
定

の
た

め
の

技
術

提
案

の
選

定

ヒ
ア

リ
ン

グ

予
定

価
格

の
作

成
へ

の
反

映

総
合

評
価

（
改

善
さ

れ
た

技
術

提
案

・入
札

価
格

）

落
札

者
の

決
定

契
約

入
札

学
識

経
験

者
の

意
見

徴
集

品
確

法
基

本
方

針
地

方
自

治
法

学
識

経
験

者
の

活
用

学
識

経
験

者
の

活
用

学
識

経
験

者
の

意
見

徴
集

品
確

法
第

１
４

条

学
識

経
験

者
の

意
見

徴
集

品
確

法
基

本
方

針
地

方
自

治
法

改
善

過
程

・
技

術
提

案
の

公
表

技
術

的
判

断
の

必
要

性
に

応
じ

て
実

施

技
術

的
判

断
の

必
要

性
に

応
じ

て
実

施

競
争

参
加

資
格

者
の

決
定

指
名

・
非

指
名

の
通

知

２
～

３
ヶ

月
程

度

１
ヶ

月
程

度

※
競

争
参

加
者

が
技

術
提

案
を

作
成

す
る

た
め

の
期

間
及

び
技

術
提

案
を

改
善

す
る

た
め

の
期

間
は

十
分

に
確

保
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

必
要

に
応

じ
て

実
施

※
見

積
書

を
何

回
も

再
提

出
を

求
め

る
こ

と
は

競
争

参
加

者
の

負
担

と
な

る
の

で
、

例
え

ば
、

最
初

の
提

案
で

は
数

量
の

み
と

し
、

改
善

後
の

提
案

時
に

単
価

表
等

を
求

め
る

こ
と

と
す

る
等

の
配

慮
を

す
る

こ
と

が
適

切
と

考
え

ら
れ

る
。
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図
４

ｰ
2

総
合

評
価

落
札

方
式

（
一

般
競

争
入

札
、

高
度

技
術

提
案

型
）
の

入
札

・契
約

手
続

き
フ

ロ
ー

国
土

交
通

省
公

共
工

事
に

お
け

る
総

合
評

価
方

式
活

用
検

討
委

員
会

「
高

度
技

術
提

案
型

総
合

評
価

方
式

の
手

続
き

に
つ

い
て

（案
）」

を
参

考
に

し
て

作
成

競
争

参
加

者
発

注
者

評
価

方
法

、
評

価
項

目
、

実
施

方
針

の
決

定

入
札

公
告

・入
札

説
明

書
交

付

技
術

提
案

資
料

の
作

成
説

明
会

技
術

提
案

・
見

積
書

の
審

査
・技

術
能

力
の

評
価

技
術

提
案

・
見

積
書

の
提

出
（見

積
設

計
図

書
を

含
む

）

技
術

提
案

の
改

善
指

示
技

術
提

案
の

改
善

技
術

対
話

改
善

さ
れ

た
技

術
提

案
・見

積
書

の
再

提
出

技
術

提
案

・
見

積
書

の
審

査

競
争

参
加

資
格

の
確

認

予
定

価
格

算
定

の
た

め
の

技
術

提
案

の
選

定

ヒ
ア

リ
ン

グ

予
定

価
格

の
作

成
へ

の
反

映

総
合

評
価

（
改

善
さ

れ
た

技
術

提
案

・入
札

価
格

）

落
札

者
の

決
定

契
約

入
札

学
識

経
験

者
の

意
見

徴
集

品
確

法
基

本
方

針
地

方
自

治
法

学
識

経
験

者
の

活
用

学
識

経
験

者
の

活
用

学
識

経
験

者
の

意
見

徴
集

品
確

法
第

１
４

条

学
識

経
験

者
の

意
見

徴
集

品
確

法
基

本
方

針
地

方
自

治
法

改
善

過
程

・技
術

提
案

の
公

表

技
術

的
判

断
の

必
要

性
に

応
じ

て
実

施

技
術

的
判

断
の

必
要

性
に

応
じ

て
実

施

※
競

争
参

加
者

が
技

術
提

案
を

作
成

す
る

た
め

の
期

間
及

び
技

術
提

案
を

改
善

す
る

た
め

の
期

間
は

十
分

に
確

保
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

必
要

に
応

じ
て

実
施

※
見

積
書

を
何

回
も

再
提

出
を

求
め

る
こ

と
は

競
争

参
加

者
の

負
担

と
な

る
の

で
、

例
え

ば
、

最
初

の
提

案
で

は
数

量
の

み
と

し
、

改
善

後
の

提
案

時
に

単
価

表
等

を
求

め
る

こ
と

と
す

る
等

の
配

慮
を

す
る

こ
と

が
適

切
と

考
え

ら
れ

る
。

-
2
5

-

①
入

札
公

告
等

入
札

公
告

に
お

い
て

は
、

総
合

評
価

落
札

方
式

を
適

用
す

る
旨

の
ほ

か
、

以
下

の
事

項
を

明
示

す
る

こ
と

に
な

る
。

工
事

概
要

（
要

求
条

件
を

明
確

に
し

た
仕

様
書

等
）

競
争

参
加

資
格

総
合

評
価

に
関

す
る

事
項

（
評

価
項

目
と

基
準

、
得

点
配

分
、

総
合

評
価

の
方

法
、

落
札

者
の

決
定

方
法

、
再

度
施

工
義

務
を

課
す

な
ど

評
価

内
容

の
担

保
）

競
争

参
加

資
格

の
確

認
方

法

技
術

資
料

作
成

に
関

す
る

説
明

会
に

関
す

る
事

項

入
札

及
び

開
札

の
日

時

技
術

資
料

（
含

む
見

積
設

計
図

書
）

の
提

出
様

式
等

②
技

術
能

力
の

審
査

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
を

実
施

で
き

る
技

術
的

能
力

の
審

査
を

行
う

。

③
技

術
提

案
の

審
査

・
評

価

技
術

提
案

及
び

具
体

的
な

設
計

・
施

工
計

画
（

見
積

設
計

図
書

）
に

つ
い

て
、

評
価

・
審

査
を

行
う

。
要

求
条

件
を

明
確

に
し

た
仕

様
書

へ
の

適
合

に
加

え
、

評
価

項
目

に
関

す
る

評
価

を
行

う

こ
と

と
な

る
が

、
審

査
に

お
い

て
は

、
提

案
者

に
提

案
の

改
善

を
求

め
る

か
又

は
改

善
を

提
案

す

る
機

会
を

与
え

る
こ

と
が

で
き

る
（

(
7
)
技

術
提

案
の

改
善

。
こ

の
場

合
、

事
後

、
技

術
提

案
に

）

（
、

）
。

、
係

る
改

善
過

程
の

概
要

を
公

表
す

る
(
9
)
評

価
結

果
技

術
提

案
の

改
善

過
程

の
公

表
ま

た

技
術

提
案

の
審

査
を

踏
ま

え
て

「
も

っ
と

も
優

れ
た

提
案

が
採

用
で

き
る

よ
う

予
定

価
格

を
作

成

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
品

確
法

基
本

方
針

）
こ

と
か

ら
、

こ
の

場
合

に
は

、
第

４
章

に
示

す
積

」

算
方

法
を

基
本

と
し

、
提

案
者

の
見

積
と

の
比

較
、

評
価

を
第

三
者

の
意

見
を

聞
い

て
行

い
、

予

定
価

格
を

作
成

す
る

（
(
8
)
予

定
価

格
の

作
成

。
）

④
落

札
者

の
決

定

入
札

価
格

が
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

に
あ

る
も

の
の

う
ち

、
も

っ
と

も
評

価
値

の
高

い
も

の
を

落
札

者
と

す
る

。
評

価
値

の
算

出
方

法
と

し
て

は
、

除
算

方
式

と
加

算
方

式
が

あ
る

が
、

発

注
者

で
あ

る
市

町
村

等
に

お
い

て
適

切
と

考
え

る
算

出
方

法
が

あ
れ

ば
、

除
算

方
式

と
加

算
方

式

に
限

ら
れ

る
も

の
で

は
な

い
。

(
a
)

除
算

方
式

○
評

価
値

の
算

出
方

式

評
価

値
＝

技
術

評
価

点
／

価
格

○
特

徴

除
算

方
式

は
、

V
F
M
の

考
え

方
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

技
術

提
案

に
よ

る
工

事
品

質
の

一
層

の
向

上
を

図
る

観
点

か
ら

、
価

格
あ

た
り

の
工

事
品

質
を

表
す

指
標

で
評

価
す

る
。

低
い

入

札
額

の
場

合
に

評
価

値
に

対
す

る
価

格
の

影
響

が
大

き
く

な
る

傾
向

が
あ

る
。

(
b
)

加
算

方
式

○
評

価
値

の
算

出
方

式

評
価

値
＝

技
術

評
価

点
＋

価
格

評
価

点

価
格

評
価

点
＝

１
０

０
×

（
１

－
入

札
価

格
／

予
定

価
格

）

又
は

１
０

０
×

最
低

価
格

／
入

札
価

格

(22)-60
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○
特

徴

価
格

の
み

の
競

争
で

は
品

質
不

良
や

施
工

不
良

と
い

っ
た

リ
ス

ク
の

増
大

が
懸

念
さ

れ
る

場
合

に
、

設
計

・
施

工
の

確
実

性
を

実
現

す
る

技
術

力
に

よ
り

こ
れ

ら
の

リ
ス

ク
を

低
減

し
、

工
事

品
質

の
確

保
を

図
る

観
点

か
ら

、
価

格
に

技
術

力
を

加
味

し
た

指
標

で
評

価
す

る
。

最

近
で

は
一

部
の

市
町

村
等

に
お

い
て

非
価

格
要

素
を

５
０

％
以

上
と

考
え

て
い

る
例

も
あ

る

と
報

告
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
は

市
町

村
等

に
お

い
て

、
予

算
（

＝
予

定
価

格
）

を
厳

し
く

設

定
し

、
そ

の
範

囲
内

で
あ

れ
ば

で
き

る
限

り
質

の
よ

い
提

案
を

採
用

し
た

い
と

い
う

認
識

を

有
し

て
い

る
か

ら
と

考
え

ら
れ

る
。

要
求

水
準

を
満

た
し

た
上

で
、

予
定

価
格

を
下

回
れ

ば
、

V
F
M
が

向
上

す
る

と
い

う
解

釈
に

立
っ

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
。

こ
う

し
た

評
価

項
目

や
評

価
値

の
算

出
方

法
（

評
価

点
の

配
分

を
含

む
）

に
つ

い
て

は
、

事
業

を
め

ぐ
る

条
件

、
地

域
の

事
情

、
事

業
に

係
る

将
来

の
市

町
村

等
の

運
営

の
あ

り
方

な
ど

を
十

分

検
討

し
て

決
定

す
べ

き
で

あ
る

。
そ

の
際

、
想

定
さ

れ
る

事
業

者
に

よ
る

価
格

と
非

価
格

要
素

の

パ
タ

ー
ン

を
設

定
し

、
シ

ュ
ミ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

あ
ら

か
じ

め
行

い
評

価
方

式
の

特
性

を
把

握
す

る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。

(
6
)

評
価

項
目

の
設

定

総
合

評
価

落
札

方
式

の
評

価
項

目
は

、
技

術
提

案
（

見
積

設
計

図
書

を
含

む
）

に
つ

い
て

、
廃

棄
。

物
処

理
施

設
建

設
に

関
す

る
市

町
村

等
の

考
え

方
に

基
づ

き
評

価
項

目
を

設
定

す
る

。
一

般
的

な
評

価

項
目

と
し

て
は

、
維

持
管

理
費

等
と

い
っ

た
定

量
的

な
評

価
項

目
に

加
え

、
定

性
的

な
評

価
項

目
を

加

、
、

、
。

え
る

こ
と

を
基

本
と

し
見

積
設

計
図

書
か

ら
技

術
提

案
の

根
拠

安
全

性
確

実
性

等
を

評
価

す
る

な
お

、
こ

れ
ら

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

仕
様

書
に

示
さ

れ
た

要
求

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

表

１
に

よ
り

確
認

す
る

。

熱
回

収
施

設
（

ご
み

焼
却

）
を

想
定

し
た

場
合

の
技

術
提

案
の

評
価

項
目

の
考

え
方

及
び

例
を

表
３

に
示

す
。

評
価

項
目

の
選

定
に

当
た

っ
て

は
、

表
３

を
鵜

呑
み

に
す

る
の

で
は

な
く

、
各

市
町

村
等

に
お

い
て

価
格

以
外

に
何

を
重

視
す

る
の

か
を

明
確

に
し

、
そ

れ
を

反
映

で
き

る
評

価
項

目
に

絞
り

込
む

こ
と

が

重
要

で
あ

る
。

民
間

事
業

者
の

創
意

工
夫

に
委

ね
、

競
争

を
期

待
す

る
項

目
は

絞
る

方
が

結
果

的
に

優

れ
た

提
案

を
選

定
で

き
る

と
い

う
面

が
あ

る
。

こ
の

た
め

、
施

設
の

性
能

と
し

て
確

保
す

べ
き

事
項

は

要
求

条
件

と
し

て
発

注
仕

様
書

に
全

て
明

記
し

、
評

価
項

目
と

は
区

別
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

例

え
ば

、
発

電
効

率
や

最
終

処
分

対
象

と
な

る
残

さ
率

な
ど

の
よ

う
に

、
最

低
水

準
は

要
求

条
件

に
明

記

し
、

要
求

条
件

を
超

え
て

向
上

す
れ

ば
、

地
域

に
お

け
る

メ
リ

ッ
ト

が
高

ま
る

要
素

を
評

価
項

目
に

す

る
こ

と
が

優
れ

た
提

案
を

評
価

す
る

上
で

重
要

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
、

多
数

の
細

分
化

し
た

項
目

で
評

価
を

行
う

場
合

、
重

要
項

目
に

関
し

て
優

れ
た

事
業

、
、

者
が

選
定

さ
れ

ず
予

期
せ

ぬ
重

要
性

の
低

い
項

目
で

事
業

者
選

定
が

左
右

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
し

重
要

性
が

低
い

要
素

や
あ

る
い

は
優

劣
が

つ
き

に
く

く
評

価
す

る
こ

と
の

意
味

が
乏

し
い

要
素

が
評

価

項
目

に
含

ま
れ

、
V
F
M
の

向
上

に
つ

な
が

ら
な

い
こ

と
に

な
り

か
ね

な
い

。
こ

の
た

め
、

評
価

項
目

の

選
定

に
当

た
っ

て
は

、
事

業
者

間
で

差
が

生
じ

や
す

い
も

の
、

V
F
M
を

向
上

さ
せ

る
非

価
格

要
素

で
あ

る
こ

と
に

加
え

、
地

域
に

お
い

て
価

格
要

素
よ

り
も

重
要

視
す

る
こ

と
が

明
確

に
説

明
で

き
る

も
の

で

-
2
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あ
る

こ
と

（
例

え
ば

最
終

処
分

量
を

減
ら

す
観

点
か

ら
処

理
残

さ
率

が
低

い
ほ

ど
良

い
）

や
、

レ
ベ

ル

が
上

が
る

ほ
ど

価
値

が
増

す
も

の
で

あ
る

こ
と

（
例

え
ば

送
電

端
発

電
効

率
が

高
い

ほ
ど

良
い

）
を

考

慮
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
。

表
４

評
価

項
目

の
考

え
方

及
び

例

(
7
)

技
術

提
案

の
改

善

高
度

技
術

提
案

型
の

場
合

は
、

技
術

提
案

（
見

積
設

計
図

書
を

含
む

）
に

つ
い

て
審

査
を

行
っ

た
。

後
、

発
注

者
と

提
案

者
の

間
で

の
や

り
と

り
（

技
術

対
話

：
提

案
者

側
か

ら
の

説
明

と
発

注
者

側
か

ら

の
質

疑
応

答
、

発
注

者
か

ら
の

指
摘

及
び

提
案

）
を

行
い

、
技

術
提

案
の

改
善

か
又

は
技

術
提

案
の

改

善
機

会
を

与
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

過
程

で
、

発
注

者
の

要
求

事
項

（
発

注
仕

様
書

）
を

満
足

し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
、

技
術

提
案

の
確

実
性

、
安

全
性

や
技

術
優

位
性

を
十

分
に

確
認

す
る

。
技

術

提
案

に
不

備
が

あ
る

場
合

は
再

提
出

を
求

め
、

不
備

を
改

善
し

な
い

場
合

は
競

争
参

加
資

格
を

認
め

な

い
こ

と
が

で
き

る
。

ま
た

、
改

善
要

請
事

項
は

書
面

で
提

示
す

る
。

な
お

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工

事
の

場
合

は
高

度
な

技
術

的
知

見
や

経
験

に
基

づ
き

技
術

的
判

断
を

行
う

こ
と

が
必

要
と

な
る

た
め

、

技
術

提
案

を
審

査
す

る
に

当
た

っ
て

学
識

経
験

者
や

専
門

家
の

参
画

を
得

て
審

査
体

制
を

確
保

す
る

こ

定
 　

性
 　

評
 　

価
定

 　
量

 　
評

 　
価

(1
)

更
新

費
用

の
高

い
部

品
等

が
長

寿
命

(1
)

維
持

管
理

費
（ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

コ
ス

ト
）

(2
)

資
源

・エ
ネ

ル
ギ

ー
に

無
駄

が
な

い
(2

)
資

源
・エ

ネ
ル

ギ
ー

回
収

益

(1
)

ご
み

質
の

実
態

、
ご

み
の

減
少

傾
向

に
対

応
し

た
設

備
構

成
・設

備
規

模
と

な
っ

て
い

る
か

(2
)

最
終

処
分

対
象

残
さ

の
性

状

(3
)

提
案

さ
れ

て
い

る
技

術
シ

ス
テ

ム
の

技
術

的
な

優
位

性
が

ご
み

質
の

実
態

等
に

即
し

た
も

の
と

な
っ

て
お

り
、

技
術

の
優

位
性

が
発

揮
さ

れ
て

い
る

か

(4
)

安
定

的
な

稼
働

(2
)

安
定

稼
働

の
実

績
（日

数
）

(5
)

シ
ス

テ
ム

の
簡

略
性

(3
)

主
要

設
備

機
械

の
耐

用
年

数

(6
)

高
い

耐
震

性
能

(７
)

事
故

防
止

機
能

の
充

実

(1
)

排
出

ガ
ス

量
、

排
出

水
量

(2
)

ト
ー

タ
ル

で
の

Ｃ
Ｏ

２
排

出
量

(3
)

資
源

回
収

量

(4
)

エ
ネ

ル
ギ

ー
回

収
量

(5
)

資
源

・エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

(3
)

開
か

れ
た

施
設

(4
)

地
域

の
景

観
に

融
合

(5
)

地
域

振
興

に
つ

な
が

る

＊
 循

環
型

社
会

形
成

推
進

交
付

金
の

目
的

や
、

循
環

型
社

会
・脱

温
暖

化
社

会
づ

く
り
を

目
指

す
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
　

　
Ｃ

Ｏ
2 

排
出

量
、

資
源

回
収

量
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
回

収
量

を
重

視
す

べ
き

項
目

と
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
。

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト
を

低
減

す
る

技
術

・エ
ン

ジ
ニ

ア
リ
ン

グ
の

実
施

を
促

す
項

目

総
合

的
な

コ
ス

ト
の

削
減

に
関

す
る

項
目

廃
棄

物
の

良
好

な
中

間
処

理
性

能
の

発
揮

を
求

め
る

項
目

施
設

の
高

い
信

頼
性

の
確

保
を

求
め

る
項

目

投
入

ご
み

量
に

対
す

る
最

終
処

分
対

象
の

残
さ

量
の

比
率

(1
)

評
　

　
　

価
　

　
　

項
　

　
　

目
　

　
　

の
　

　
　

例
分

  
 類

考
  
  
 え

  
  
 方

施
設

の
高

い
安

全
性

の
確

保
を

求
め

る
項

目

工
事

目
的

物
の

性
能

・機
能

に
関

す
る

項
目

地
域

の
環

境
へ

の
影

響
が

小
さ

い
等

環
境

保
全

型
の

施
設

(1
)

社
会

的
要

請
へ

の
対

応
に

関
す

る
項

目

環
境

保
全

性
能

は
要

求
要

件
と

し
て

ほ
と

ん
ど

ク
リ
ア

し
て

い
る

こ
と

が
前

提
で

あ
る

が
、

通
常

カ
バ

ー
さ

れ
な

い
も

の
な

ど
を

追
求

す
る

項
目

高
い

資
源

循
環

性
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
性

を
求

め
る

項
目

地
域

と
の

つ
な

が
り
の

確
保

を
求

め
る

項
目

③① ②

稼
働

に
よ

る
地

域
振

興
効

果
（雇

用
等

）
(6

)

地
域

に
お

い
て

資
源

循
環

型
の

機
能

を
発

揮
(2

)

(22)-61
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と
が

必
要

で
あ

る
。

こ
う

し
た

技
術

対
話

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

技
術

提
案

の
提

案
者

間
に

不
公

平
が

生
じ

た
り

し
な

い
よ

う
、

ま
た

、
技

術
提

案
が

漏
洩

し
た

り
し

な
い

よ
う

に
す

る
必

要
が

あ
る

。

(
8
)

予
定

価
格

の
作

成

高
度

技
術

提
案

型
の

予
定

価
格

は
、

技
術

提
案

者
か

ら
の

工
事

費
用

の
見

積
を

参
考

に
最

も
優

れ
た

（
（

）
）

提
案

が
採

用
で

き
る

よ
う

予
定

価
格

を
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
品

確
法

基
本

方
針

第
２

の
３

４

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
た

め
、

要
求

条
件

を
上

回
る

性
能

の
向

上
に

見
合

っ
た

コ
ス

ト
を

含
め

た

予
定

価
格

を
積

算
す

る
場

合
に

は
、

技
術

提
案

に
係

る
見

積
設

計
図

書
を

も
と

に
、

第
４

章
に

示
す

方

法
に

よ
る

積
算

と
技

術
提

案
者

の
工

事
費

用
の

見
積

を
詳

細
に

検
討

し
、

学
識

経
験

者
や

専
門

家
の

意

見
を

参
考

に
し

て
、

予
定

価
格

を
作

成
す

る
。

こ
れ

ま
で

の
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
予

定
価

格

の
作

成
は

、
多

く
の

場
合

、
競

争
参

加
者

と
目

さ
れ

る
複

数
の

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

か
ら

提
出

を
受

け

た
参

考
見

積
を

根
拠

と
し

て
行

わ
れ

て
き

た
が

、
こ

う
し

た
方

法
が

大
都

市
を

除
き

、
全

国
各

地
の

市

町
村

で
固

定
化

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
予

定
価

格
が

高
め

に
設

定
さ

れ
て

い
る

の
で

は
な

い
か

と
の

疑

念
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

、
第

４
章

(
3
)
②

で
述

べ
た

点
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
技

術
提

案
者

の
見

積
か

ら
直

接
的

に
予

定
価

格
を

作
成

す
る

こ
と

は
、

総
合

評
価

落
札

方
式

を
導

入
す

る
場

合

に
あ

っ
て

も
、

行
わ

ず
、

第
４

章
に

示
す

積
算

方
法

を
基

本
と

す
る

も
の

で
あ

る
。

(
9
)

評
価

結
果

、
技

術
提

案
の

改
善

過
程

の
公

表

入
札

か
ら

契
約

に
至

っ
た

後
は

、
速

や
か

に
評

価
結

果
と

と
も

に
技

術
提

案
の

改
善

に
係

る
過

程
の

公
表

を
行

う
。

公
表

の
内

容
は

、
提

案
書

本
体

及
び

改
善

過
程

の
う

ち
各

提
案

者
の

独
自

提
案

内
容

に

関
わ

る
部

分
を

非
公

表
と

し
、

技
術

提
案

の
概

要
案

や
改

善
過

程
の

う
ち

改
善

要
請

及
び

改
善

状
況

の

概
略

を
公

表
す

る
。

提
案

者
の

知
的

財
産

保
護

の
観

点
か

ら
、

公
表

に
当

た
っ

て
は

提
案

者
の

了
解

を

得
て

行
う

も
の

と
す

る
。

(
1
0
)

技
術

提
案

の
履

行
の

確
保

提
案

内
容

は
す

べ
て

契
約

内
容

と
な

る
た

め
、

技
術

提
案

に
基

づ
き

履
行

で
き

な
か

っ
た

場
合

の
ペ

ナ
ル

テ
ィ

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お

く
必

要
が

あ
る

。

技
術

提
案

の
不

履
行

が
か

し
に

該
当

す
る

場
合

は
、

速
や

か
に

改
善

す
る

こ
と

を
求

め
る

か
又

は
損

害
賠

償
を

請
求

す
る

。
か

し
に

該
当

し
な

い
場

合
も

、
工

事
金

額
の

減
額

を
行

う
。

い
ず

れ
の

場
合

も

工
事

成
績

評
定

の
減

点
対

象
と

す
る

。

-
2
9

-

第
６

章
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

及
び

運
営

事
業

に
お

け
る

P
F
I
及

び
拡

大
性

能
発

注
等

の
導

入

(
1
)

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

加
え

・
運

営
を

含
む

長
期

包
括

的
な

発
注

方
式

こ
れ

ま
で

、
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

の
建

設
は

、
民

間
企

業
に

発
注

し
、

そ
の

運
営

は
市

町
村

等

が
主

体
と

な
っ

て
、

民
間

企
業

へ
の

業
務

委
託

を
取

り
入

れ
つ

つ
行

っ
て

き
て

い
る

。
こ

れ
で

は
、

建
設

コ
ス

ト
は

価
格

競
争

に
よ

り
節

減
さ

れ
る

可
能

性
は

あ
る

が
、

維
持

管
理

コ
ス

ト
の

節
減

は
図

り
に

く
い

仕
組

み
で

あ
っ

た
。

し
か

も
、

実
際

に
は

、
施

設
建

設
を

請
け

負
っ

た
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
が

、
維

持
管

理
を

実
質

的

に
請

け
負

う
（

関
連

会
社

等
が

請
け

負
う

）
ケ

ー
ス

が
多

い
こ

と
か

ら
、

建
設

と
運

営
を

ト
ー

タ
ル

で
競

争
さ

せ
る

こ
と

が
建

設
工

事
及

び
運

営
事

業
の

発
注

に
お

い
て

、
競

争
性

を
高

め
る

上
で

有
効

と
な

る
。

そ
の

た
め

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に
加

え
、

竣
工

後
の

長
期

包
括

的
運

営
事

業
を

一
括

し
た

価
格

競
争

を
求

め
る

拡
大

性
能

発
注

方
式

や
Ｐ

Ｆ
Ｉ

方
式

に
よ

る
発

注
に

よ
り

運
営

補
、

（

修
業

務
ま

で
含

む
包

括
的

業
務

の
こ

と
）

を
含

め
た

ト
ー

タ
ル

の
事

業
で

の
競

争
を

導
入

す
る

こ
と

が
有

効
で

あ
る

。

こ
う

い
っ

た
、

長
期

間
に

わ
た

る
運

営
を

も
含

め
た

契
約

に
よ

り
、

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト

の

節
減

を
確

実
に

図
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
際

、
価

格
以

外
に

、
建

設
と

運
営

の
ト

ー
タ

ル
に

つ
い

て
、

技
術

や
様

々
な

工
夫

も
含

め
て

提
案

を
受

け
て

、
総

合
評

価
落

札
方

式
で

選
定

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

。

(
2
)

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業

①
全

般
的

事
項

国
や

市
町

村
等

の
事

業
コ

ス
ト

の
削

減
よ

り
質

の
高

い
公

共
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
目

指
し

民
、

、
「

間
資

金
等

の
活

用
に

よ
る

公
共

施
設

等
の

整
備

等
の

促
進

に
関

す
る

法
律

」
(
Ｐ

Ｆ
Ｉ

法
)
が

平
成

1
1

年
7
月

に
制

定
さ

れ
、

平
成

1
2
年

3
月

に
P
F
I
の

理
念

と
そ

の
実

現
の

た
め

の
方

法
を

示
す

「
基

本
方

針
」

が
策

定
さ

れ
、

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
の

枠
組

み
が

設
け

ら
れ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ
の

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
で

は
、

民
間

事
業

者
の

経
営

上
の

ノ
ウ

ハ
ウ

や
技

術
的

能
力

を
活

用
す

る
こ

と

が
で

き
、

ま
た

、
事

業
全

体
の

リ
ス

ク
管

理
が

効
率

的
に

行
わ

れ
る

（
公

共
と

民
間

の
詳

細
な

リ
ス

ク
分

担
に

よ
る

）
こ

と
や

、
設

計
・

建
設

・
維

持
管

理
・

運
営

の
全

部
又

は
一

部
を

一
体

的
に

扱
う

こ
と

に
よ

る
事

業
コ

ス
ト

の
削

減
が

期
待

で
き

、
ま

た
、

従
来

、
公

共
側

が
行

っ
て

き
た

事
業

を

民
間

事
業

者
が

行
う

よ
う

に
な

る
た

め
、

官
民

の
適

切
な

役
割

分
担

に
基

づ
く

新
た

な
官

民
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
が

形
成

さ
れ

て
い

く
こ

と
も

期
待

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

近
年

、
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

の
建

設
・

運
営

事
業

に
も

、
効

率
的

に
事

業
運

営
を

図
る

Ｐ
Ｆ

Ｉ

方
式

が
導

入
さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
て

き
た

。
こ

の
Ｐ

Ｆ
Ｉ

方
式

に
は

下
表

に
示

す
と

お
り

、
様

々
な

パ
タ

ー
ン

が
あ

る
が

、
こ

れ
ら

は
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に
加

え
、

竣
工

後
の

長
期

包
括

的
運

営
事

業
を

一
括

し
て

価
格

競
争

を
求

め
る

発
注

方
式

で
あ

る
た

め
、

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト

の
節

減
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

。
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表
５

Ｐ
Ｆ

Ｉ
方

式
の

主
な

パ
タ

ー
ン

方
式

形
態

施
設

所
有

資
金

調
達

設
計

建
設

施
設

運
営

Ｂ
Ｏ

Ｔ
民

間
事

業
者

が
自

ら
資

金
調

達
を

行
い

、
施

設
を

建
設

(
B

民
間

民
間

民
間

民
間

方
式

u
i
l
d
)
・

所
有

し
、

事
業

期
間

に
わ

た
り

維
持

管
理

・
運

営
(
O
p
e
r
a
t
e
)
を

行
っ

た
後

、
事

業
終

了
時

点
で

公
共

に

施
設

の
所

有
権

を
移

転
(
T
r
a
n
s
f
e
r
)
す

る
方

式
。

Ｂ
Ｔ

Ｏ
民

間
事

業
者

が
自

ら
資

金
調

達
を

行
い

、
施

設
を

建
設

(
B

公
共

民
間

民
間

民
間

方
式

u
i
l
d
)
し

た
後

、
施

設
の

所
有

権
を

公
共

に
移

転
(
T
r
a
n
s
f

e
r
)
し

、
施

設
の

維
持

管
理

・
運

営
(
O
p
e
r
a
t
e
)
を

民
間

事

業
者

が
事

業
終

了
時

点
ま

で
行

っ
て

い
く

方
式

。

Ｂ
Ｏ

Ｏ
民

間
事

業
者

が
自

ら
資

金
調

達
を

行
い

、
施

設
を

建
設

(
B

民
間

民
間

民
間

民
間

方
式

u
i
l
d
)
・

所
有

(
O
w
n
)
し

、
事

業
期

間
に

わ
た

り
維

持
管

理
・

運
営

(
O
p
e
r
a
t
e
)
を

行
っ

た
後

、
事

業
終

了
時

点
で

民
間

事
業

者
が

施
設

を
解

体
・

撤
去

す
る

等
の

方
式

。

Ｄ
Ｂ

Ｏ
民

間
事

業
者

が
施

設
設

計
(
D
e
s
i
g
n
)
・

施
設

を
建

設
(
B
u
i

公
共

公
共

公
共

/
民

間
民

間

方
式

l
d
)
・

施
設

の
維

持
管

理
・

運
営

(
O
p
e
r
a
t
e
)
を

行
う

。
公

共
が

資
金

調
達

を
行

い
、

設
計

・
建

設
に

関
与

し
、

施
設

を
所

有
す

る
。

②
ア

ド
バ

イ
ザ

リ
ー

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
選

定

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
を

実
施

す
る

に
は

、
前

例
の

少
な

い
煩

雑
な

手
続

き
を

踏
む

必
要

が
あ

り
、

金
融

、

法
務

、
廃

棄
物

処
理

技
術

等
の

専
門

家
か

ら
の

多
面

的
な

ア
ド

バ
イ

ス
の

提
供

を
受

け
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

。

そ
の

た
め

、
実

力
の

あ
る

ア
ド

バ
イ

ザ
リ

ー
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

を
選

定
す

る
こ

と
が

、
Ｐ

Ｆ
Ｉ

事

業
化

成
功

の
カ

ギ
と

な
る

が
、

選
定

に
当

た
っ

て
は

、
Ｐ

Ｆ
Ｉ

ア
ド

バ
イ

ザ
リ

ー
の

実
績

の
み

に
あ

ま
り

こ
だ

わ
ら

ず
、

廃
棄

物
処

理
施

設
の

計
画

・
建

設
事

業
に

つ
い

て
の

十
分

な
知

識
と

経
験

を
有

す
る

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
を

選
定

す
る

必
要

が
あ

る
。

選
定

に
際

し
て

は
、

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

（
第

８
章

(
1
)
で

後
述

す
る

）
を

採
用

し
、

ま
た

、
既

に
Ｐ

Ｆ
Ｉ

事
業

を
導

入
し

た
市

町
村

等
に

も
照

会

し
な

が
ら

、
慎

重
に

選
定

契
約

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

③
要

求
水

準
書

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
に

よ
る

施
設

建
設

で
は

、
施

設
全

体
の

入
力

条
件

（
廃

棄
物

の
質

と
量

な
ど

）
と

出

力
条

件
（

公
害

防
止

条
件

、
再

資
源

化
条

件
、

処
理

残
渣

条
件

な
ど

）
が

主
な

要
求

水
準

と
な

っ
て

お
り

、
受

注
す

る
民

間
企

業
は

極
力

コ
ス

ト
を

低
減

さ
せ

よ
う

と
す

る
た

め
、

徹
底

的
に

余
裕

を
省

い
た

経
済

設
計

に
な

り
、

安
定

稼
動

が
危

ぶ
ま

れ
る

と
の

懸
念

が
あ

る
。

運
営

段
階

に
お

け
る

安
定

稼
働

を
行

っ
て

い
く

た
め

に
は

、
細

部
の

設
計

仕
様

に
ま

で
気

を
配

る
必

要
が

あ
る

。

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
の

２
大

メ
リ

ッ
ト

と
し

て
は

、
公

設
公

営
の

場
合

と
比

較
し

、
①

経
済

性
の

確
保

と

②
良

質
な

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
が

な
さ

れ
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
て

い
る

。
廃

棄
物

処
理

施
設

の
Ｐ

Ｆ
Ｉ

事
業

に
お

け
る

良
質

な
公

共
サ

ー
ビ

ス
と

は
、

長
期

的
な

安
定

稼
働

性
の

確
保

が
そ

の
本

質
で

あ
り

、
こ

の
点

を
な

い
が

し
ろ

に
し

た
Ｐ

Ｆ
Ｉ

事
業

化
は

適
切

で
な

い
。

現
状

の
安

定
稼

働
し

て
い

る
施

設
と

同
水

準
の

品
質

が
確

保
さ

れ
れ

ば
、

安
定

稼
働

は
可

能
な

は

ず
で

あ
る

か
ら

、
提

案
側

民
間

企
業

と
第

５
章

(
4
)
及

び
(
7
)
に

記
し

た
よ

う
な

技
術

対
話

を
行

い
、

建
設

と
運

営
が

一
体

と
な

っ
た

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
つ

い
て

、
民

間
企

業
の

エ
ン

ジ
ニ

ア
リ

ン
グ

能
力

-
3
1

-

を
引

き
出

せ
る

よ
う

に
し

て
い

く
べ

き
で

あ
り

、
こ

の
た

め
に

も
、

価
格

の
み

で
事

業
者

選
定

を
行

う
の

で
は

な
く

、
総

合
評

価
落

札
方

式
で

選
定

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

。

④
リ

ス
ク

分
担

建
設

事
業

だ
け

で
な

く
、

施
設

し
ゅ

ん
工

後
の

運
営

ま
で

を
含

め
て

一
括

発
注

す
る

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業

に
お

い
て

、
建

設
工

事
中

は
も

ち
ろ

ん
の

こ
と

、
運

営
段

階
に

お
け

る
リ

ス
ク

分
担

を
詳

細
に

設
定

す
る

こ
と

は
非

常
に

重
要

で
あ

る
。

一
般

的
な

公
共

事
業

で
あ

れ
ば

、
運

営
委

託
を

受
け

た
民

間
事

業
者

は
、

受
託

し
て

い
る

だ
け

な
の

で
、

事
業

者
側

に
故

意
な

ど
の

重
大

な
か

し
が

な
い

限
り

、
運

営
途

中
に

お
け

る
事

故
の

発
生

や
公

害
に

よ
る

第
三

者
へ

の
賠

償
リ

ス
ク

は
市

町
村

側
が

負
う

も
の

と
な

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
Ｐ

Ｆ
Ｉ

事
業

の
よ

う
に

官
民

の
役

割
分

担
が

明
確

な
発

注
・

契
約

方
式

を
採

用

し
た

場
合

に
は

、
リ

ス
ク

の
移

転
が

可
能

と
な

る
た

め
、

適
切

な
リ

ス
ク

分
担

を
行

う
こ

と
が

重
要

と
な

っ
て

く
る

。
発

注
に

際
し

て
は

下
表

の
よ

う
な

リ
ス

ク
に

関
し

て
、

そ
の

原
因

に
よ

っ
て

ど
ち

ら
が

負
担

す
る

か
と

い
う

こ
と

を
、

適
切

か
つ

詳
細

に
設

計
し

、
提

示
す

る
必

要
が

あ
る

。

表
６

分
担

す
る

主
な

リ
ス

ク
例

段
階

リ
ス

ク
の

種
類

リ
ス

ク
の

内
容

共
通

契
約

締
結

リ
ス

ク
契

約
を

結
べ

な
い

、
契

約
に

時
間

を
要

す
る

場
合

内
容

変
更

リ
ス

ク
業

務
範

囲
の

拡
充

・
縮

小
等

法
令

等
変

更
リ

ス
ク

当
該

事
業

に
関

す
る

法
令

・
規

制
等

の
変

更

税
制

度
変

更
リ

ス
ク

法
人

税
、

消
費

税
等

の
税

制
変

更

許
認

可
遅

延
リ

ス
ク

事
業

者
が

取
得

す
る

許
認

可
の

遅
延

や
、

補
助

金
等

に
係

る
も

の

第
三

者
賠

償
リ

ス
ク

騒
音

、
振

動
、

悪
臭

等
公

害
に

よ
る

賠
償

請
求

が
あ

っ
た

場
合

住
民

対
応

リ
ス

ク
反

対
運

動
、

訴
訟

等
に

関
す

る
も

の

用
地

確
保

リ
ス

ク
当

該
事

業
用

地
の

確
保

に
関

す
る

も
の

事
故

の
発

生
リ

ス
ク

事
故

が
発

生
し

た
場

合

環
境

保
全

リ
ス

ク
環

境
に

影
響

を
及

ぼ
す

場
合

延
期

、
中

止
等

リ
ス

ク
議

会
の

不
承

認
、

事
業

者
の

事
業

放
棄

、
破

綻
等

に
よ

る
も

の

物
価

変
動

リ
ス

ク
イ

ン
フ

レ
、

デ
フ

レ
の

場
合

金
利

変
動

リ
ス

ク
借

入
利

子
等

に
影

響
す

る
場

合

不
可

抗
力

リ
ス

ク
天

災
、

暴
動

等
に

よ
る

も
の

計
画

・
資

金
調

達
リ

ス
ク

必
要

な
資

金
の

確
保

に
関

す
る

も
の

設
計

測
量

・
調

査
リ

ス
ク

地
形

、
地

質
等

現
地

調
査

の
不

備
に

よ
る

計
画

変
更

等
の

リ
ス

ク

設
計

リ
ス

ク
設

計
に

関
す

る
も

の

建
設

工
事

遅
延

リ
ス

ク
工

事
の

遅
延

等
に

よ
る

供
用

開
始

遅
延

リ
ス

ク

工
事

費
増

大
リ

ス
ク

工
事

費
増

大
に

よ
る

リ
ス

ク

性
能

リ
ス

ク
要

求
水

準
を

満
た

せ
な

か
っ

た
場

合
の

リ
ス

ク

運
営

計
画

変
更

リ
ス

ク
事

業
内

容
・

用
途

の
変

更
に

関
す

る
も

の

供
給

リ
ス

ク
計

画
ご

み
量

の
確

保
、

ご
み

質
の

変
動

に
関

す
る

リ
ス

ク

施
設

損
傷

リ
ス

ク
不

可
抗

力
を

除
く

、
事

故
等

に
よ

る
施

設
の

損
傷

リ
ス

ク

性
能

リ
ス

ク
要

求
性

能
を

満
た

せ
な

く
な

っ
た

場
合

運
営

費
増

大
リ

ス
ク

運
営

不
備

に
よ

る
コ

ス
ト

増
大

の
場

合
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市
町

村
等

は
、

廃
棄

物
処

理
を

停
滞

さ
せ

る
こ

と
は

で
き

な
い

こ
と

か
ら

、
リ

ス
ク

を
事

前
に

把

握
し

、
発

生
要

因
に

対
す

る
事

前
対

応
（

事
業

者
に

よ
る

設
計

・
施

工
監

理
の

信
頼

性
を

確
保

す
る

た
め

の
仕

組
み

の
契

約
へ

の
盛

り
込

み
な

ど
）

と
、

発
生

後
の

影
響

を
最

小
限

に
食

い
止

め
る

た
め

の
事

前
対

応
（

市
町

村
等

と
事

業
者

間
で

係
争

な
く

責
任

分
担

を
行

う
た

め
の

対
応

な
ど

）
が

重
要

。
、

、
、

と
な

る
こ

の
た

め
提

案
事

業
者

側
と

リ
ス

ク
を

明
確

に
認

識
共

有
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り

事
業

者
選

定
審

査
時

に
リ

ス
ク

と
対

応
策

に
つ

い
て

、
市

町
村

等
と

提
案

事
業

者
側

で
対

話
を

行
う

こ
と

が
有

効
で

あ
る

。

ま
た

、
市

場
で

入
手

可
能

、
経

済
的

合
理

性
が

あ
る

範
囲

で
、

保
険

を
付

保
す

る
こ

と
も

有
効

で

あ
る

。
保

険
付

保
の

で
き

な
い

事
由

に
対

し
て

は
、

で
き

る
限

り
官

民
（

事
業

者
、

出
資

企
業

群
）

で
あ

ら
か

じ
め

費
用

分
担

を
決

め
る

こ
と

が
係

争
を

避
け

、
迅

速
な

事
後

対
応

を
可

能
に

で
き

る
の

で
有

効
で

あ
る

。

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
だ

か
ら

リ
ス

ク
が

高
い

と
い

う
こ

と
で

は
な

く
、

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
に

即
し

た
リ

ス
ク

マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

方
法

を
検

討
し

、
安

全
性

を
担

保
す

る
仕

組
み

を
確

立
し

、
導

入
し

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
の

的
確

な
導

入
促

進
の

た
め

、
環

境
省

に
お

い
て

も
、

今
後

、
Ｐ

Ｆ
Ｉ

導
入

を
行

っ

た
市

町
村

等
や

Ｓ
Ｐ

Ｃ
（

S
p
e
c
i
a
l

P
u
r
p
o
s
e

C
o
m
p
a
n
y
:
特

別
目

的
会

社
）

か
ら

情
報

収
集

し
、

リ
ス

ク
要

因
を

類
型

化
し

、
リ

ス
ク

へ
の

対
応

を
検

討
し

、
市

町
村

等
及

び
民

間
企

業
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
す

る
こ

と
に

取
り

組
む

予
定

で
あ

る
。

⑤
市

町
村

に
よ

る
事

業
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
を

行
う

場
合

、
民

間
事

業
者

が
行

う
廃

棄
物

処
理

事
業

の
水

準
の

確
保

、
事

業
の

継

続
性

を
担

保
す

る
た

め
、

民
間

事
業

者
に

よ
る

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
履

行
に

関
し

、
契

約
に

従
い

適
正

か
つ

確
実

な
事

業
の

実
施

が
な

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

確
認

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
市

町
村

の
責

任
に

お
い

て
、

民
間

事
業

者
が

行
う

廃
棄

物
処

理
事

業
の

水
準

を
監

視
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
で

は
、

設
計

段
階

か
ら

将
来

の
維

持
管

理
を

含
め

た
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

コ
ス

ト
を

視

野
に

入
れ

、
将

来
の

維
持

管
理

を
低

コ
ス

ト
で

行
う

た
め

の
工

夫
が

さ
れ

て
い

る
ケ

ー
ス

が
多

く
、

ま
た

、
性

能
発

注
を

前
提

と
す

る
こ

と
が

通
例

で
あ

る
た

め
、

民
間

事
業

者
は

要
求

水
準

書
を

満
た

す
範

囲
で

徹
底

的
な

施
設

の
経

済
設

計
を

行
い

、
結

果
と

し
て

安
定

稼
働

が
危

ぶ
ま

れ
る

ケ
ー

ス
が

。
、

、
あ

る
こ

と
は

前
述

の
と

お
り

で
あ

る
こ

の
た

め
市

町
村

は
あ

ら
か

じ
め

具
体

的
な

指
標

を
設

け

施
設

の
設

計
、

建
設

、
運

営
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

か
ど

う
か

を
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

「
民

間
資

金
等

の
活

用
に

よ
る

公
共

施
設

等
の

整
備

等
に

関
す

る
事

業
の

実
施

に
関

す
る

基
本

方

針
」

に
お

い
て

、
適

正
な

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

担
保

す
る

た
め

の
考

慮
事

項
と

し
て

、
①

市
町

村
が

民
間

事
業

者
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

水
準

を
監

視
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
②

市
町

村
が

民
間

事

業
者

か
ら

、
定

期
的

に
事

業
の

実
施

状
況

報
告

書
、

公
認

会
計

士
等

に
よ

る
監

査
を

経
た

財
務

状
況

報
告

書
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
③

事
業

の
実

施
に

重
大

な
悪

影
響

を
与

え
る

お
そ

れ
が

あ

る
事

態
が

発
生

し
た

場
合

に
報

告
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
④

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
適

正
か

つ

確
実

な
提

供
を

確
保

す
る

た
め

に
、

必
要

か
つ

合
理

的
な

措
置

と
、

市
町

村
の

救
済

の
た

め
の

手
段

-
3
3

-

を
予

め
定

め
て

お
く

こ
と

⑤
Ｐ

Ｆ
Ｉ

事
業

契
約

等
の

規
定

の
範

囲
を

超
え

た
市

町
村

の
関

与
は

、

安
全

の
確

保
や

環
境

の
保

全
に

対
す

る
検

査
等

合
理

的
な

範
囲

に
限

定
す

る
こ

と
が

示
さ

れ
て

お

り
、

事
業

契
約

で
事

前
に

監
視

の
方

法
、

係
争

が
生

じ
た

場
合

の
協

議
規

定
等

に
つ

い
て

合
意

し
て

お
く

こ
と

な
ど

が
示

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
は

、
業

務
要

求
水

準
書

や
Ｐ

Ｆ
Ｉ

事
業

契
約

書
（

案
）

で
事

前
に

具
体

的
に

示
し

て
お

く
必

要
が

あ
り

、
民

間
事

業
者

の
募

集
段

階
に

お
い

て
、

詳
細

な
発

注
仕

様
書

と
Ｐ

Ｆ
Ｉ

事
業

の
評

価
基

準
、

評
価

手
法

や
評

価
体

制
、

対
価

支
払

い
の

考
え

方
、

債
務

不
履

行
時

の
ペ

ナ
ル

テ
ィ

等
に

つ
い

て
具

体
的

に
規

定
し

て
お

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
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第
７

章
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
技

術
支

援

(
1
)

Ｃ
Ｍ

（
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
）

方
式

に
つ

い
て

①
Ｃ

Ｍ
方

式
と

は

Ｃ
Ｍ

方
式

は
「

建
設

生
産

・
管

理
シ

ス
テ

ム
」

の
一

つ
で

あ
り

、
専

門
的

知
識

を
有

す
る

者
が

、

、
、

技
術

的
な

中
立

性
を

保
ち

つ
つ

発
注

者
の

側
に

立
っ

て
設

計
・

発
注

・
施

工
の

各
段

階
に

お
い

て

設
計

の
検

討
や

工
事

発
注

方
式

の
検

討
、

工
程

管
理

、
品

質
管

理
、

コ
ス

ト
管

理
な

ど
多

種
多

様
な

業
務

に
関

す
る

代
行

者
・

補
助

者
（

C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n

M
a
n
a
g
e
r
(
C
M
R
)
）

と
し

て
、

各
種

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

業
務

の
全

部
ま

た
は

一
部

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
こ

の
方

式
は

1
9
6
0
年

代
に

米
国

で
始

ま
っ

た

建
設

生
産

・
管

理
シ

ス
テ

ム
で

あ
る

が
、

近
年

、
我

が
国

に
お

い
て

も
、

土
木

・
建

築
分

野
で

民
間

事
業

を
中

心
に

Ｃ
Ｍ

方
式

の
活

用
が

進
め

ら
れ

て
い

る
。

市
町

村
が

発
注

す
る

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

お
い

て
も

、
Ｃ

Ｍ
方

式
の

活
用

を
図

る
こ

と

に
よ

り
、

市
町

村
の

技
術

力
不

足
を

カ
バ

ー
し

、
適

正
な

価
格

と
性

能
保

証
が

担
保

さ
れ

、
施

設
の

円
滑

な
整

備
が

よ
り

容
易

に
な

る
と

期
待

で
き

る
。

も
と

よ
り

、
Ｃ

Ｍ
方

式
の

導
入

に
は

市
町

村
等

に
費

用
負

担
を

伴
う

が
、

市
町

村
等

に
と

っ
て

適
正

な
価

格
と

性
能

保
証

が
担

保
さ

れ
る

と
い

う
効

用
が

あ
る

。

こ
の

Ｃ
Ｍ

方
式

は
、

Ｃ
Ｍ

Ｒ
が

工
事

に
関

す
る

リ
ス

ク
を

直
接

負
う

か
ど

う
か

に
よ

っ
て

、
２

つ

の
形

態
に

大
別

さ
れ

る
。

具
体

的
に

は
、

①
発

注
者

が
設

計
会

社
や

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

と
契

約

を
締

結
し

、
設

計
審

査
・

施
工

に
つ

い
て

最
終

的
な

責
任

を
負

う
ピ

ュ
ア

Ｃ
Ｍ

（
Ｃ

Ｍ
Ｒ

は
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
業

務
の

み
を

行
う

）
と

、
②

Ｃ
Ｍ

Ｒ
が

発
注

者
の

同
意

を
得

た
上

で
、

設
計

会
社

や
プ

ラ
。

ン
ト

メ
ー

カ
ー

と
契

約
を

締
結

し
、

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

業
務

に
加

え
て

施
工

に
関

す
る

リ
ス

ク
を

負
う

ア
ッ

ト
リ

ス
ク

Ｃ
Ｍ

の
２

類
型

で
あ

る
。

こ
れ

を
廃

棄
物

分
野

に
当

て
は

め
る

と
、

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
が

ピ
ュ

ア
Ｃ

Ｍ
を

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
が

ア
ッ

ト
リ

ス
ク

Ｃ
Ｍ

を
行

う
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

②
ピ

ュ
ア

Ｃ
Ｍ

廃
棄

物
処

理
施

設
は

化
学

、
電

気
、

機
械

設
備

な
ど

が
複

合
し

た
総

合
的

な
施

設
で

あ
る

が
、

現

状
の

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
に

は
、

事
業

全
体

に
つ

い
て

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
業

務
を

行
う

技
術

力
が

必
ず

し
も

備
わ

っ
て

い
な

い
と

こ
ろ

も
あ

る
が

、
将

来
的

に
は

、
ピ

ュ
ア

Ｃ
Ｍ

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

目
指

す
べ

き
で

あ
ろ

う
。

す
な

わ
ち

、
ご

み
焼

却
施

設
の

例
で

言
え

ば
、

化
学

工
学

、
機

械
工

学
、

電
気

工
学

、
土

木
工

学
な

ど
の

専
門

技
術

と
、

こ
れ

ら
を

シ
ス

テ
ム

化
す

る
技

術
を

有
す

る
人

材
を

備
え

、
設

計
か

ら
施

工
に

と
ど

ま
ら

ず
、

計
画

か
ら

維
持

管
理

ま
で

を
含

め
て

発
注

者
の

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

と
な

る
こ

と
を

目
指

す
べ

き
で

あ
ろ

う
。

な
お

、
ピ

ュ
ア

Ｃ
Ｍ

に
つ

い
て

も
Ｃ

Ｍ
Ｒ

が
ど

の
よ

う
な

責
任

を
分

担
す

る
か

今
後

整
理

す
る

必
要

が
あ

る
。

③
ア

ッ
ト

リ
ス

ク
Ｃ

Ｍ

、
、

、
ま

た
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
の

場
合

に
は

メ
ー

カ
ー

間
で

技
術

内
容

の
開

示
が

さ
れ

な
け

れ
ば

Ｃ
Ｍ

が
困

難
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

が
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

間
で

の
技

術
の

ク
ロ

ス
ラ

イ
セ

ン
ス

契
約

が
行

わ
れ

た
り

、
施

設
建

設
と

施
設

の
運

転
管

理
・

補
修

が
別

々
の

企
業

で
分

担
し

て
い

る
例

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

ア
ッ

ト
リ

ス
ク

Ｃ
Ｍ

が
、

将
来

的
に

は
新

し
い

ス
タ

イ
ル

と
し

て
導

入
さ

れ
る

-
3
5

-

可
能

性
も

考
え

ら
れ

る
。

注
）

ア
ッ

ト
リ

ス
ク

Ｃ
Ｍ

は
、

わ
が

国
に

お
け

る
導

入
事

例
は

ま
だ

少
な

く
、

詳
細

に
つ

い
て

は
さ

ら
に

検
討

が
必

要
で

あ
る

。
例

え
ば

、
市

町
村

等
と

Ｃ
Ｍ

Ｒ
と

の
間

に
交

わ
さ

れ
る

契
約

形
態

は
委

任
契

約
と

な
る

の
か

、
ま

た
は

請
負

契
約

と
な

る
の

か
に

つ
い

て
は

、
請

負
と

す
れ

ば
一

括
下

請
負

禁
止

に
該

当
す

る
の

で
は

な
い

か
等

の
課

題
に

つ
い

て
整

理
す

る
必

要
が

あ
る

。

な
お

、
廃

棄
物

処
理

セ
ン

タ
ー

の
場

合
で

あ
れ

ば
、

東
京

都
の

第
三

セ
ク

タ
ー

で
あ

る
東

京
都

地
下

鉄
建

設
（

株
）

が
導

入
し

た
新

交
通

日
暮

里
・

舎
人

線
車

両
基

地
整

備
事

業
の

ア
ッ

ト
リ

ス
ク

Ｃ
Ｍ

方
式

を
参

考
に

で
き

る
と

考
え

ら
れ

る
。

④
Ｃ

Ｍ
方

式
導

入
に

よ
る

効
果

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

お
い

て
、

Ｃ
Ｍ

方
式

（
当

面
は

②
の

ピ
ュ

ア
Ｃ

Ｍ
）

の
導

入
に

よ

、
、

り
期

待
さ

れ
る

効
果

は
設

計
・

施
工

監
理

や
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

中
心

と
し

た
発

注
者

支
援

で
あ

り

下
表

の
よ

う
に

整
理

さ
れ

る
。

表
７

Ｃ
Ｍ

方
式

導
入

に
よ

る
効

果

発
注

段
階

施
工

段
階

発
注

者
側

の
体

制
の

強
化

①
関

係
機

関
調

整
の

支
援

に
よ

同
左

る
事

業
の

円
滑

化

②
短

期
的

・
集

中
的

な
業

務
執

行
へ

の
対

応

品
質

確
保

①
発

注
仕

様
書

精
査

に
よ

る
ミ

①
設

計
照

査
に

よ
る

設
計

ミ
ス

削

ス
削

減
減 ②

き
め

細
か

い
工

事
品

質
管

理

コ
ス

ト
・

工
程

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

①
発

注
業

務
支

援
に

よ
る

手
続

①
事

前
の

リ
ス

ク
管

理
に

よ
る

工

力
の

強
化

き
期

間
の

短
縮

事
コ

ス
ト

増
加

の
防

止

②
計

画
工

程
に

対
す

る
進

捗
評

価

と
調

整

⑤
留

意
事

項

Ｃ
Ｍ

Ｒ
は

発
注

者
の

補
助

者
・

代
行

者
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
発

注
者

の
利

益
を

守
る

こ
と

が
最

大

の
任

務
で

あ
り

、
発

注
者

と
の

信
頼

関
係

が
大

前
提

と
な

る
た

め
、

高
い

倫
理

性
が

要
求

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

。
資

質
や

能
力

の
な

い
者

が
Ｃ

Ｍ
Ｒ

と
な

る
こ

と
で

、
発

注
者

の
リ

ス
ク

や
コ

ス
ト

が
増

加
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
に

留
意

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

(
2
)

そ
の

他

市
町

村
の

廃
棄

物
処

理
施

設
整

備
事

業
の

計
画

に
つ

い
て

、
必

要
な

専
門

的
知

識
・

経
験

を
補

完

す
る

た
め

の
中

立
的

な
組

織
に

よ
る

、
次

の
よ

う
な

技
術

指
導

業
務

が
あ

る
。

な
お

、
環

境
省

に
お

い
て

も
、

既
存

の
取

組
も

踏
ま

え
つ

つ
、

今
後

専
門

家
集

団
の

組
織

化
（

参

考
資

料
編

(
2
)
参

照
）

を
検

討
し

て
い

く
。

(22)-65



-
3
6

-

①
技

術
指

導
業

務
の

内
容

ⅰ
廃

棄
物

処
理

施
設

の
計

画
段

階
に

お
い

て
、

市
町

村
自

身
が

作
成

ま
た

は
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

が
作

成
し

た
計

画
・

設
計

図
書

を
検

討
し

、
助

言
を

行
う

。

ⅱ
発

注
段

階
に

お
け

る
見

積
設

計
図

書
を

検
討

し
、

助
言

を
行

う
。

ⅲ
建

設
段

階
に

お
い

て
、

受
注

業
者

が
提

出
す

る
実

施
設

計
・

施
工

図
等

の
検

討
と

、
ポ

イ
ン

ト
的

に
建

設
現

場
を

チ
ェ

ッ
ク

し
、

助
言

を
行

う
。

ⅳ
し

ゅ
ん

工
前

の
引

渡
性

能
確

認
試

験
に

立
ち

会
い

、
助

言
を

行
う

。

ⅴ
か

し
担

保
処

理
に

つ
い

て
の

助
言

を
行

う
。

②
技

術
支

援
業

務
の

実
施

組
織

ⅰ
（

社
）

全
国

都
市

清
掃

会
議

ⅱ
（

財
）

東
京

都
環

境
整

備
公

社
技

術
部

ⅲ
（

財
）

大
阪

市
環

境
事

業
協

会
技

術
部

ⅳ
（

株
）

福
岡

ク
リ

ー
ン

エ
ナ

ジ
ー

技
術

部
（

第
３

セ
ク

タ
ー

）

-
3
7

-

第
８

章
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に
係

る
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
の

発
注

・
選

定
に

係
る

留
意

事
項

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

お
け

る
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
役

割
は

、
本

来
、

発
注

者
で

あ
る

市
町

村
等

を
サ

ポ
ー

ト
し

、
公

平
・

公
正

な
競

争
の

下
で

品
質

の
確

保
さ

れ
た

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設

工
事

が
実

施
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
に

あ
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

第
３

章
(
5
)
で

も
述

べ
た

と
お

り
、

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
と

受
注

を
希

望
す

る
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
等

の
施

工
会

社
の

癒
着

と
い

っ
た

不

透
明

な
構

造
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

廃
棄

物
処

理
に

係
る

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
各

社
及

び
関

係

団
体

は
、

こ
の

よ
う

な
指

摘
を

受
け

て
い

る
こ

と
を

真
摯

に
受

け
止

め
、

自
ら

正
す

べ
き

点
は

正
し

、

世
の

中
の

信
頼

回
復

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
取

組
を

前
提

と
し

、
本

章
で

は
、

発
注

者

で
あ

る
市

町
村

等
が

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

を
発

注
・

選
定

す
る

際
に

留
意

す
べ

き
事

項
や

検
討

す

べ
き

事
項

を
提

示
す

る
。

ま
ず

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に
お

け
る

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
発

注
・

選
定

は
、

第
３

章
(
5
)
及

び
(
6
)
で

も
述

べ
た

と
お

り
、

こ
れ

ま
で

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
計

画
・

基
本

設
計

業
務

を
落

札
し

た
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

が
そ

の
後

の
業

務
に

つ
い

て
も

受
注

す
る

こ
と

が
多

く
、

計

画
・

基
本

設
計

段
階

で
の

業
務

を
必

要
以

上
に

安
値

、
低

価
格

で
入

札
す

る
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

が
働

く

構
造

に
な

っ
て

い
る

。
そ

こ
で

、
第

３
章

(
6
)
で

述
べ

た
と

お
り

、
計

画
・

基
本

設
計

業
務

、
発

注
者

支
援

業
務

、
施

工
監

理
業

務
を

そ
れ

ぞ
れ

別
の

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
に

発
注

・
契

約
す

る
こ

と
を

基
本

と

し
、

さ
ら

に
、

設
計

図
書

・
計

算
書

作
成

・
測

量
等

の
定

型
的

業
務

を
除

く
い

わ
ゆ

る
知

的
業

務
に

つ

い
て

は
価

格
の

み
に

よ
る

選
定

方
式

（
最

低
価

格
自

動
落

札
方

式
）

を
再

考
し

、
価

格
と

技
術

の
両

面

で
優

れ
た

提
案

、
業

務
を

調
達

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

。

（
）

(
1
)

価
格

と
技

術
の

両
面

で
優

れ
た

提
案

・
業

務
の

調
達

を
行

う
方

式
公

募
型

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

品
確

法
基

本
方

針
に

定
め

ら
れ

て
い

る
と

お
り

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
よ

う
な

公
共

工

事
の

品
質

確
保

に
当

た
っ

て
は

、
公

共
工

事
に

関
す

る
調

査
及

び
設

計
の

品
質

が
公

共
工

事
の

品
質

確
保

や
総

合
コ

ス
ト

の
縮

減
を

図
る

上
で

重
要

な
役

割
を

果
た

し
、

公
共

工
事

に
関

す
る

調
査

・
設

計
の

契
約

に
お

い
て

も
、

価
格

の
み

に
よ

っ
て

契
約

相
手

を
決

定
す

る
の

で
は

な
く

、
技

術
提

案
を

求
め

、
そ

の
優

劣
を

評
価

し
、

最
も

適
切

な
者

と
契

約
を

結
ぶ

こ
と

等
を

通
じ

、
そ

の
品

質
を

確
保

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。

こ
の

た
め

、
本

手
引

き
で

は
、

技
術

力
の

評
価

に
重

き
を

置
い

て
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

を
公

募
し

、

選
定

す
る

方
式

、
す

な
わ

ち
公

募
型

の
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
に

よ
る

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

係
る

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
の

選
定

を
推

奨
す

る
。

公
募

型
の

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

に
よ

る
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
の

選
定

に
当

た
っ

て
、

市
町

村

等
は

、
地

方
自

治
法

に
基

づ
き

一
般

競
争

入
札

（
総

合
評

価
落

札
方

式
、

指
名

競
争

入
札

（
総

合
）

評
価

落
札

方
式

）
又

は
随

意
契

約
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
り

行
う

こ
と

と
な

る
。

つ
ま

り
、

公
募

に
よ

る
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
を

求
め

る
と

い
う

競
争

的
な

プ
ロ

セ
ス

を
発

注
段

階
で

導
入

し
、

選
定

段
階

で
価

格
と

技
術

提
案

の
総

合
評

価
に

よ
り

選
定

す
る

一
般

競
争

入
札

又
は

指
名

競
争

入
札

に
よ

る
総

合
評

価
落

札
方

式
と

す
る

か
、

最
も

適
切

な
者

を
特

定
し

随
意

契
約

と
す

る
か

、
地

方
自

治
法

に
従

っ
て

い
ず

れ
か

の
方

法
を

選
択

す
る

こ
と

に
な

る
。

(22)-66
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①
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
と

は

（
）

（
）

市
町

村
等

発
注

者
が

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

よ
う

な
特

定
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
業

務

の
内

容
と

そ
の

遂
行

に
お

い
て

高
度

の
技

術
ま

た
は

専
門

的
技

術
が

特
に

必
要

と
判

断
し

た
場

合

に
、

発
注

者
が

複
数

の
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

に
対

し
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
（

主
に

技
術

提
案

書
等

）
の

提

出
を

求
め

、
各

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
の

技
術

的
課

題
の

解
決

方
法

や
対

応
姿

勢
等

を
評

価
す

る
こ

と

に
よ

り
、

技
術

力
の

評
価

に
重

き
を

置
い

て
委

託
す

る
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

を
選

定
す

る
方

式
で

あ

る
。

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

は
「

総
合

評
価

型
」

と
「

技
術

評
価

型
」

の
２

つ
に

分
類

で
き

る
。

、

主
な

特
徴

は
下

表
の

と
お

り
で

あ
る

。

表
８

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

の
種

類
と

特
徴

総
合

評
価

型
技

術
評

価
型

技
術

提
案

の
内

容
及

び
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
技

術
者

能
力

に
重

点
を

方
式

の
概

要
業

務
分

野
技

術
者

の
能

力
を

、
総

合
的

に
評

置
い

て
、

評
価

す
る

こ
と

に
よ

り
特

定
す

る

価
す

る
こ

と
に

よ
り

特
定

す
る

方
式

方
式

技
術

提
案

書
に

業
務

に
関

す
る

技
術

者
の

経
験

等
を

問
う

も
業

務
に

関
す

る
技

術
者

の
経

験
等

を
問

う
も

求
め

る
事

項
の

及
び

業
務

内
容

に
関

す
る

技
術

提
案

を
問

の
及

び
業

務
内

容
に

関
す

る
技

術
者

の
取

組

う
も

の
。

姿
勢

を
確

認
す

る
も

の
。

「
、

」
「

特
定

テ
ー

マ
に

対
す

る
技

術
提

案
書

」
業

務
着

眼
点

実
施

方
針

な
ど

取
組

姿
勢

技
術

提
案

書
実

施
方

針
等

の
ほ

か
、

具
体

的
な

取
組

方
法

業
務

の
取

組
姿

勢
（

業
務

着
眼

点
、

実
施

方

、
）

。
(
経

験
等

を
除

く
)

の
提

示
を

求
め

る
テ

ー
マ

に
対

し
て

「
業

針
等

に
つ

い
て

技
術

提
案

書
を

作
成

す
る

、
、

」
務

の
実

施
方

針
業

務
フ

ロ
ー

工
程

計
画

に
係

る
技

術
提

案
書

を
作

成
す

る
。

ヒ
ア

リ
ン

グ
原

則
と

し
て

実
施

す
る

。
原

則
と

し
て

実
施

す
る

。

技
術

者
の

資
格

、
同

種
・

類
似

業
務

実
績

、
技

術
者

の
資

格
、

同
種

・
類

似
業

務
実

績
、

手
持

ち
業

務
量

と
技

術
提

案
書

の
内

容
、

ヒ
手

持
ち

業
務

量
と

技
術

提
案

書
に

基
づ

い
た

評
価

方
法

ア
リ

ン
グ

結
果

を
総

合
的

に
評

価
し

、
特

定
ヒ

ア
リ

ン
グ

結
果

を
評

価
し

、
特

定
す

る
。

す
る

。
た

だ
し

、
評

価
の

着
眼

点
は

、
専

門
技

術
力

と
専

任
制

と
な

る
。

-
3
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-

②
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
を

採
用

す
る

際
の

留
意

点

・
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
に

お
け

る
発

注
者

の
募

集
要

項
（

仕
様

書
）

の
主

な
項

目
は

、
趣

旨
・

委

託
目

的
・

策
定

方
針

・
経

過
・

委
託

内
容

・
調

査
事

業
等

で
あ

る
が

、
発

注
者

が
求

め
た

い
業

務

範
囲

と
そ

れ
に

関
連

す
る

情
報

を
極

力
盛

り
込

む
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

・
技

術
提

案
書

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

は
必

ず
実

施
す

る
も

の
と

し
、

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
側

の
業

務

実
施

の
担

当
者

及
び

最
終

成
果

へ
の

責
任

者
に

対
し

、
面

接
チ

ェ
ッ

ク
を

行
い

、
コ

ン
サ

ル
タ

ン

ト
の

適
正

な
選

定
評

価
を

行
う

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
責

任
者

の
手

持
ち

業
務

量
を

確
認

し
、

責

任
者

が
当

該
業

務
に

責
任

を
持

っ
て

、
業

務
遂

行
に

当
た

る
こ

と
が

で
き

る
か

を
評

価
す

る
こ

と

も
必

要
で

あ
る

。

・
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
を

採
用

す
る

目
的

は
、

価
格

の
み

に
よ

る
競

争
と

は
異

な
り

、
予

定
価

格

内
の

金
額

で
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
様

々
な

創
意

工
夫

を
し

た
技

術
提

案
を

要
求

す
る

こ
と

で
あ

る

た
め

、
設

計
図

書
作

成
、

計
算

書
作

成
、

測
量

等
の

定
型

的
な

業
務

を
除

き
、

見
積

重
視

の
評

価

に
よ

り
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

を
選

定
す

る
こ

と
は

避
け

る
べ

き
で

あ
る

。

・
見

積
価

格
と

技
術

提
案

を
総

合
し

て
評

価
す

る
場

合
に

は
、

一
般

的
に

、
全

体
評

価
の

う
ち

見

積
価

格
の

し
め

る
ウ

エ
イ

ト
は

低
く

な
る

。

・
第

３
章

(
6
)
に

記
述

し
た

よ
う

に
、

計
画

・
基

本
設

計
業

務
と

発
注

者
支

援
業

務
と

施
工

監
理

業
務

は
、

そ
れ

ぞ
れ

別
々

に
発

注
し

、
競

争
的

に
選

定
し

、
契

約
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

べ
き

で

あ
る

。

・
な

お
、

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
の

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

に
よ

る
委

託
契

約
の

事
務

処
理

に
つ

い

て
は

、
国

土
交

通
省

に
お

い
て

、
各

種
通

達
が

発
出

さ
れ

て
い

る
の

で
、

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設

工
事

に
お

い
て

も
、

こ
れ

ら
通

達
を

参
考

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(
2
)

積
算

方
法

廃
棄

物
処

理
施

設
設

計
業

務
に

係
る

標
準

歩
掛

は
な

い
が

「
厚

生
労

働
省

水
道

施
設

整
備

費
国

、

庫
補

助
事

業
に

係
る

歩
掛

表
」

設
計

業
務

委
託

標
準

歩
掛

等
、

類
似

の
標

準
歩

掛
を

参
考

に
し

、
予

定
価

格
を

作
成

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
不

当
な

低
入

札
を

防
止

す
る

た
め

、
発

注
者

支
援

の
業

務
内

容
を

明
確

化
し

、
適

正
な

対
価

が
報

酬
と

し
て

支
払

わ
れ

る
よ

う
に

、
業

務
の

具
体

的
事

項
と

業
務

量
を

明
確

に
し

、
積

算
単

価
を

設
定

し
、

予
定

価
格

を
設

定
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

(
3
)

技
術

者
の

配
置

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
の

技
術

力
の

確
保

を
担

保
す

る
た

め
、

案
件

ご
と

に
専

任
の

技
術

者
（

技

術
士

の
資

格
を

有
し

、
案

件
に

つ
い

て
責

任
を

有
す

る
技

術
者

等
）

を
決

定
す

る
な

ど
、

能
力

を
超

え
た

受
注

を
防

止
し

、
技

術
者

の
適

正
な

配
置

を
行

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

市
町

村
等

に
お

い
て

、
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

選
定

前
に

は
、

専
任

の
技

術
者

の
手

持
ち

業
務

量
を

把

握
し

、
選

定
後

に
は

専
任

技
術

者
の

配
置

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
。

(
4
)

発
注

支
援

業
務

の
公

正
・

中
立

性
の

確
保

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

係
る

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
は

計
画

・
基

本
設

計
段

階
の

業
務

、

発
注

段
階

の
発

注
者

支
援

業
務

及
び

施
工

監
理

業
務

を
行

っ
て

い
る

が
、

特
定

の
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
や

ゼ
ネ

コ
ン

と
の

利
害

関
係

が
無

い
こ

と
等

の
中

立
性

の
確

保
が

不
可

欠
で

あ
る

。

(22)-67
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こ
の

た
め

、
第

３
章

(
6
)
に

あ
る

と
お

り
、

計
画

・
基

本
設

計
業

務
と

発
注

者
支

援
業

務
と

施
工

監

理
業

務
は

、
そ

れ
ぞ

れ
別

々
に

発
注

し
、

競
争

的
に

選
定

し
、

契
約

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
べ

き
で

あ
る

。
図

５
に

こ
の

考
え

方
を

踏
ま

え
て

、
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
業

務
内

容
・

フ
ロ

ー
を

示
す

。

ま
た

、
こ

こ
で

い
う

発
注

者
支

援
業

務
と

は
、

技
術

審
査

支
援

、
予

定
価

格
作

成
支

援
、

学
識

者

等
の

委
員

会
運

営
支

援
、

そ
の

他
発

注
・

契
約

事
務

支
援

な
ど

で
あ

る
が

、
発

注
者

支
援

の
業

務
内

容
を

明
確

化
し

、
適

正
な

対
価

が
報

酬
と

し
て

支
払

わ
れ

る
よ

う
に

す
る

こ
と

で
、

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
間

の
競

争
が

促
さ

れ
、

技
術

力
の

向
上

が
期

待
さ

れ
る

。
さ

ら
に

、
将

来
的

に
は

、
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
責

任
分

担
を

明
確

に
し

つ
つ

、
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

自
身

が
第

７
章

(
1
)
に

提
示

し
た

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

自
体

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

す
る

ピ
ュ

ア
Ｃ

Ｍ
を

行
え

る
よ

う
な

、
発

注
者

の
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
に

な
る

こ
と

を
目

指
す

べ
き

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。

-
4
1

-

図
５

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

係
る

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
業

務
の

概
要

環
境

影
響

評
価

関
係

業
務

現
況

調
査

予
測

評
価

調
査

方
法

書
、

準
備

書
、

評
価

書
等

作
成

市
町

村
等

の
一

般
廃

棄
物

処
理

政
策

の
方

針

一
般

廃
棄

物
処

理
基

本
計

画

施
設

整
備

に
係

る
方

針

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
調

達

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
調

達

基
本

計
画

・
基

本
設

計
業

務
①

処
理

量
予

測
・
施

設
規

模
検

討
処

理
シ

ス
テ

ム
・
方

式
調

査
概

算
事

業
費

検
討

施
設

配
置

等
設

計
発

注
仕

様
書

等
入

札
関

係
書

類
作

成
（
発

注
者

支
援

業
務

で
も

可
）

諸
元

伝
達

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
調

達

発
注

者
支

援
業

務
②

審
査

基
準

（評
価

項
目

）
検

討
技

術
提

案
・見

積
書

審
査

補
助

予
定

価
格

作
成

補
助

学
識

者
等

委
員

会
運

営
補

助
各

種
連

絡
・ﾛ

ｼ
ﾞｽ

ﾃ
ｨｯ

ｸ
業

務

入
札

公
告

・入
札

説
明

書
交

付
資

料
作

成
説

明
会

技
術

提
案

・
見

積
書

の
提

出

技
術

提
案

・見
積

書
の

審
査

ヒ
ア

リ
ン

グ
技

術
提

案
の

質
疑

応
答

、
改

善
指

示
（技

術
対

話
）

改
善

提
案

・見
積

書
の

再
提

出

技
術

提
案

・見
積

書
の

審
査

入
札

落
札

者
の

選
定

総
合

評
価

落
札

者
決

定

評
価

方
法

、
方

針
の

決
定

契
約

発
注

・
選

定

実
施

設
計

建
設

工
事

し
ゅ

ん
工

時
性

能
確

認
試

験
立

会
確

認

引
渡

し

建
設

工
事

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
調

達

施
工

監
理

業
務

③
実

施
設

計
の

確
認

施
工

監
理

事
業

実
施

報
告

書
作

成

学
識

者
意

見
聴

取
の

た
め

の
委

員
会

等
（
品

確
法

基
本

方
針

、
地

方
自

治
法

）

学
識

者
の

活
用

に
よ

る
技

術
審

査

学
識

者
の

活
用

に
よ

る
技

術
審

査

学
識

者
意

見
徴

集
の

た
め

の
委

員
会

等
（品

確
法

基
本

方
針

、
地

方
自

治
法

）

市
町

村
等

の
業

務
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
の

業
務

入
札

参
加

者
、

施
工

会
社

の
業

務

基
本

計
画

・
基

本
設

計
業

務
①

、
発

注
者

支
援

業
務

②
、

施
工

監
理

業
務

③
は

独
立

し
た

業
務

と
し

て
別

々
に

発
注

す
る

。

競
争

参
加

資
格

の
確

認

高
度

な
技

術
提

案
の

審
査

を
踏

ま
え

た
予

定
価

格
作

成
学

識
者

意
見

聴
取

の
た

め
の

委
員

会
等

（
品

確
法

第
１

４
条

）
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第
９

章
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
契

約
事

務
処

理
上

の
留

意
事

項

(
1
)

違
約

金
特

約
条

項

先
般

、
国

土
交

通
省

は
「

工
事

に
お

け
る

違
約

金
特

約
条

項
の

強
化

に
つ

い
て

（
平

成
1
7
年

９
」

月
2
8
日

付
国

土
交

通
事

務
次

官
通

達
）

に
お

い
て

、
こ

れ
ま

で
の

請
負

代
金

額
の

1
0
%
と

し
て

い
た

違
約

金
特

約
条

項
を

、
一

部
の

悪
質

な
ケ

ー
ス

に
つ

い
て

、
1
5
%
に

引
き

上
げ

た
。

こ
の

条
項

が
適

用
さ

れ
る

不
正

行
為

は
、

①
当

該
契

約
に

関
し

、
受

注
業

者
が

独
占

禁
止

法
第

３
条

ま
た

は
第

８
条

第
１

項
第

１
号

の
規

定
に

違
反

し
た

こ
と

に
よ

り
、

公
正

取
引

委
員

会
が

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

、
、

、
の

規
定

に
基

づ
く

課
徴

金
の

納
付

命
令

を
行

い
こ

れ
が

確
定

し
た

場
合

と
②

当
該

契
約

に
関

し

刑
法

第
9
6
条

の
３

ま
た

は
独

占
禁

止
法

第
8
9
条

第
１

項
若

し
く

は
第

9
5
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
刑

が
確

定
し

た
場

合
と

し
て

お
り

、
こ

れ
に

加
え

、
さ

ら
に

悪
質

な
ケ

ー
ス

に
つ

い
て

、
違

約
金

を
引

き
上

げ
て

い
る

。
違

約
金

特
約

条
項

の
設

定
は

、
入

札
談

合
等

の
不

正
行

為
に

対
す

る
抑

止
力

と
な

る
こ

と
か

ら
、

発
注

者
と

な
る

市
町

村
に

お
い

て
も

、
こ

れ
を

参
考

に
積

極
的

な
導

入
・

強
化

を
図

る
必

要
が

あ
る

（
参

考
）

違
約

金
特

約
条

項
の

契
約

例
】

参
照

）
。

【
（

(
2
)

総
合

評
価

に
お

け
る

落
札

者
の

提
示

し
た

性
能

等
の

履
行

の
確

保
（

再
度

の
施

工
、

契
約

額
の

減

額
、

損
害

賠
償

）

施
設

竣
工

後
に

お
い

て
、

契
約

内
容

ど
お

り
に

施
工

さ
れ

た
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

こ
と

は
当

然

の
こ

と
で

あ
る

が
、

こ
と

総
合

評
価

落
札

方
式

で
は

、
標

準
的

な
方

法
と

異
な

る
工

事
方

法
や

技
術

を
用

い
て

工
事

の
品

質
の

向
上

を
目

指
す

も
の

で
あ

る
た

め
、

契
約

ど
お

り
に

履
行

さ
れ

た
の

か
ど

う
か

の
検

証
は

非
常

に
重

要
で

あ
る

。

契
約

に
盛

り
込

ま
れ

た
性

能
等

の
成

果
が

し
っ

か
り

と
達

成
さ

れ
て

い
る

か
を

検
証

を
行

う
こ

と

は
も

ち
ろ

ん
、

総
合

評
価

落
札

方
式

に
よ

る
契

約
の

中
に

は
、

周
辺

住
民

等
に

対
す

る
工

事
途

中
で

の
影

響
の

低
減

と
い

っ
た

内
容

が
含

ま
れ

る
場

合
が

あ
る

の
で

、
契

約
内

容
が

履
行

さ
れ

た
か

ど
う

か
の

検
証

は
、

適
切

な
時

点
、

期
間

を
設

定
し

て
検

証
す

る
必

要
が

あ
る

。

ま
た

、
万

が
一

、
契

約
内

容
が

し
っ

か
り

と
履

行
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
場

合
を

想
定

し
、

契
約

時

に
内

容
と

水
準

を
明

確
に

提
示

し
た

ペ
ナ

ル
テ

ィ
事

項
（

再
度

の
施

工
、

契
約

額
の

減
額

、
損

害
賠

償
な

ど
）

を
決

め
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
下

表
【

技
術

提
案

内
容

不
履

行
に

対
す

る
評

価
内

容
の

担
保

の
考

え
方

】
参

照
。

そ
の

た
め

、
検

証
の

方
法

等
に

つ
い

て
、

受
注

業
者

等
と

疑
義

が
）

生
じ

な
い

よ
う

に
し

て
お

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

た
だ

し
、

ペ
ナ

ル
テ

ィ
事

項
は

、
積

極
的

な
技

術
提

案
意

欲
が

削
が

れ
る

よ
う

な
過

度
の

重
責

と

な
ら

な
い

よ
う

に
配

慮
す

る
こ

と
に

も
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

-
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【
参

考
）

違
約

金
特

約
条

項
の

契
約

例
】

（

違
約

金
に

関
す

る
特

約
条

項

第
１

条
発

注
者

(
以

下
｢
甲

｣
と

い
う

。
)
及

び
請

負
者

(
以

下
｢
乙

｣
と

い
う

。
)
が

平
成

年
月

日
付

け
で

締
結

し
た

［
工

事
名

］
の

請
負

契
約

（
以

下
｢
本

契
約

｣
と

い
う

）
に

関
し

、
乙

(
共

同
企

業
体

に
あ

っ
て

は
、

そ
。

の
構

成
員

)
が

、
次

に
掲

げ
る

場
合

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

と
き

は
、

乙
は

、
甲

の
請

求
に

基
づ

き
、

請
負

代
金

額
（

本
契

約
締

結
後

、
請

負
代

金
額

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

変
更

後
の

請
負

代
金

額
。

次
項

に

お
い

て
同

じ
）

の
1
0
分

の
１

に
相

当
す

る
額

を
違

約
金

（
損

害
賠

償
額

の
予

定
）

と
し

て
甲

の
指

定
す

る
期

。

間
内

に
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
本

契
約

に
関

し
、

乙
が

私
的

独
占

の
禁

止
及

び
公

正
取

引
の

確
保

に
関

す
る

法
律

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
5
4

号
。

以
下

「
独

占
禁

止
法

」
と

い
う

。
)
第

３
条

の
規

定
に

違
反

し
、

又
は

乙
が

構
成

事
業

者
で

あ
る

事
業

、
、

者
団

体
が

同
法

第
８

条
第

１
項

第
１

号
の

規
定

に
違

反
し

た
こ

と
に

よ
り

公
正

取
引

委
員

会
が

乙
に

対
し

同
法

第
4
8
条

の
２

第
１

項
又

は
第

5
4
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

課
徴

金
の

納
付

命
令

を
行

い
、

当
該

納
付

命
令

が
確

定
し

た
と

き
。

二
本

契
約

に
関

し
、

乙
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

役
員

又
は

使
用

人
を

含
む

。
次

項
第

２
号

に
お

い
て

同

じ
）

の
刑

法
（

明
治

4
0
年

法
律

第
4
5
号

）
第

9
6
条

の
３

又
は

独
占

禁
止

法
第

8
9
条

第
１

項
若

し
く

は
第

9
5
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
刑

が
確

定
し

た
と

き
。

２
本

契
約

に
関

し
、

前
項

第
２

号
に

規
定

す
る

場
合

に
該

当
し

、
か

つ
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

と
き

は
、

乙
は

、
甲

の
請

求
に

基
づ

き
、

前
項

に
規

定
す

る
請

負
代

金
額

の
1
0
分

の
１

に
相

当
す

る
額

の
ほ

か
、

請
負

代
金

額
の

1
0
0
分

の
５

に
相

当
す

る
額

を
違

約
金

と
し

て
甲

の
指

定
す

る
期

間
内

に

支
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
前

項
第

２
号

に
規

定
す

る
刑

に
係

る
確

定
判

決
に

お
い

て
、

乙
が

違
反

行
為

の
首

謀
者

で
あ

る
こ

と
が

明

ら
か

に
な

っ
た

と
き

。

二
乙

が
甲

に
○

○
市

○
○

○
規

則
第

○
○

条
の

規
定

に
抵

触
す

る
行

為
を

行
っ

て
い

な
い

旨
の

誓
約

書
を

提

出
し

て
い

る
と

き
。

第
２

条
乙

が
前

条
の

違
約

金
を

甲
の

指
定

す
る

期
間

内
に

支
払

わ
な

い
と

き
は

、
乙

は
、

当
該

期
間

を
経

過
し

た

日
か

ら
支

払
を

す
る

日
ま

で
の

日
数

に
応

じ
、

年
５

パ
ー

セ
ン

ト
の

割
合

で
計

算
し

た
額

の
遅

延
利

息
を

甲

に
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

こ
の

契
約

の
証

と
し

て
本

書
２

通
を

作
成

し
、

当
事

者
記

名
押

印
の

上
、

各
自

１
通

を
保

有
す

る
。

平
成

年
月

日

発
注

者
住

所

氏
名

印

請
負

者
住

所

氏
名

印

注
）

請
負

者
が

共
同

企
業

体
を

結
成

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、

請
負

者
の

住
所

及
び

氏
名

の
欄

に
は

、
共

同
企

業
体

の
名

称
並

び
に

代
表

者
及

び
そ

の
他

の
構

成
員

の
住

所
及

び
氏

名
を

記
入

す
る

。

(22)-69
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表
９

技
術

提
案

内
容

の
不

履
行

に
対

す
る

評
価

内
容

の
担

保
の

考
え

方

引
渡

前
引

渡
後

・
修

補
請

求
・

修
補

請
求

・
修

補
不

可
能

な
場

合
は

、
契

約
金

額
の

減
額

・
修

補
が

困
難

ま
た

は
合

理
的

で
な

い
場

合
、

ま
た

は
損

害
賠

償
の

請
求

損
害

賠
償

の
請

求

・
工

期
遅

延
の

場
合

に
は

、
履

行
遅

滞
に

伴
う

・
い

ず
れ

の
場

合
も

工
事

成
績

評
定

の
減

点

損
害

賠
償

の
請

求

・
い

ず
れ

の
場

合
も

工
事

成
績

評
定

の
減

点

(
3
)

低
入

札
価

格
調

査
制

度

「
廃

棄
物

処
理

施
設

整
備

費
国

庫
補

助
事

業
の

適
正

執
行

に
つ

い
て

（
平

成
1
5
年

1
0
月

2
7
日

付
」

環
境

省
大

臣
官

房
廃

棄
物

・
リ

サ
イ

ク
ル

対
策

部
長

通
知

）
に

お
い

て
、

原
則

と
し

て
最

低
制

限
価

格
を

設
定

せ
ず

、
低

入
札

価
格

調
査

制
度

を
活

用
す

べ
き

こ
と

を
各

都
道

府
県

を
通

じ
て

、
各

市
町

村
に

対
し

周
知

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
低

入
札

価
格

調
査

制
度

と
は

、
非

常
に

低
価

格
で

の
入

札
が

あ
っ

た
場

合
に

、
当

該
価

格
で

契
約

内
容

の
適

正
な

履
行

が
可

能
か

ど
う

か
、

ま
た

は
、

公
正

な
取

引
の

秩
序

を
乱

す
こ

と
が

な
い

か
を

市
町

村
等

が
調

査
す

る
制

度
で

あ
る

。
低

入
札

価
格

調
査

制
度

を
導

入
す

る
に

当
た

り
、

市
町

村
等

は
、

事
前

に
調

査
基

準
価

格
を

設
定

し
、

そ
の

金
額

未
満

で
入

札
が

行
わ

れ
た

場
合

に
、

落
札

者
の

決
定

を
留

保
し

た
上

で
、

入
札

者
に

調
査

書
類

を
提

出
さ

せ
、

低
入

札
に

係
る

調
査

を
行

い
、

そ
の

結
果

、
契

約
内

容
の

適
正

な
履

行
が

可
能

と
認

め
ら

れ
、

か
つ

公
正

な
取

引
の

秩
序

を
乱

す
こ

と
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
当

該
入

札
者

を
落

札
者

と
決

定
し

、
認

め
ら

れ
な

い
場

合
に

は
、

次
順

位
者

を
落

札
者

と
す

る
。

ま
た

、
適

正
な

履
行

が
可

能
で

あ
り

、
秩

序
を

乱
す

こ
と

が
な

い
と

認
め

ら
れ

、
低

価
格

で
受

注

業
者

が
決

定
し

た
場

合
に

は
、

手
抜

き
工

事
と

な
ら

な
い

よ
う

、
施

工
監

理
を

し
っ

か
り

と
行

う
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。

な
お

、
契

約
内

容
の

適
正

な
履

行
が

さ
れ

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

基
準

に
つ

い
て

、

国
土

交
通

省
で

は
、

入
札

価
格

が
、

契
約

毎
に

３
分

の
２

か
ら

１
０

分
の

８
．

５
の

範
囲

内
で

契
約

担
当

者
の

定
め

る
割

合
（

直
接

工
事

費
＋

共
通

仮
設

費
＋

現
場

管
理

費
×

1
/
5
）

を
予

定
価

格
に

（
※

）

乗
じ

て
得

た
額

に
満

た
な

い
場

合
と

し
て

い
る

の
で

、
参

考
と

さ
れ

た
い

。

（
※

）
予

定
価

格
を

基
準

と
し

て
、

予
定

価
格

の
積

算
の

う
ち

、
現

場
管

理
費

を
1
/
5
と

し
た

額
で

、
か

つ
、

予
定

価

格
全

体
の

２
/
３

～
８

．
５

/
１

０
の

範
囲

内
で

要
調

査
額

を
設

定
し

て
い

る
。
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廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

契
約

後
の

留
意

事
項

(
1
)

入
札

結
果

の
情

報
公

開

入
札

及
び

契
約

に
関

す
る

透
明

性
の

確
保

は
、

公
共

工
事

の
入

札
及

び
契

約
に

関
し

不
正

行
為

の

防
止

を
図

る
と

と
も

に
、

国
民

に
対

し
て

そ
れ

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

を
明

ら
か

に
す

る
上

で
不

可
欠

あ
る

。
こ

の
た

め
、

入
札

及
び

契
約

に
係

る
情

報
に

つ
い

て
は

、
公

共
工

事
の

入
札

及
び

契
約

の
適

正
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

お
い

て
、

国
、

特
殊

法
人

及
び

市
町

村
等

は
、

発
注

者
の

決
定

に
至

る
行

政
内

部
の

事
務

執
行

や
判

断
過

程
を

公
表

す
る

こ
と

が
義

務
づ

け
ら

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
併

せ
て

、
こ

れ
ら

の
情

報
を

公
表

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
落

札
価

格
情

報
の

入
手

を
目

的
と

し
て

行
わ

れ
る

不
正

行
為

を
排

除
す

る
こ

と
可

能
と

が
考

え
ら

れ
る

。

、
、

、
こ

の
た

め
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
入

札
案

件
ご

と
に

入
札

者
の

名
称

及
び

入
札

金
額

落
札

者
の

名
称

及
び

落
札

金
額

及
び

策
札

率
な

ど
の

入
札

及
び

契
約

に
係

る
事

項
を

契
約

締
結

後
遅

、
。

、
滞

な
く

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
使

う
な

ど
し

て
一

年
間

公
表

す
る

も
の

と
す

る
こ

う
し

た
入

札
金

額

落
札

金
額

、
落

札
率

等
の

情
報

を
公

開
す

る
こ

と
は

、
受

注
者

に
対

す
る

牽
制

効
果

・
監

視
効

果
も

期
待

で
き

る
と

考
え

ら
れ

、
発

注
者

で
あ

る
市

町
村

等
と

し
て

積
極

的
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

な
お

、
総

合
評

価
落

札
方

式
に

よ
り

入
札

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
各

入
札

者
の

名
称

及
び

入
札

金

額
、

落
札

者
の

名
称

及
び

落
札

金
額

に
加

え
、

各
入

札
者

の
技

術
評

価
点

、
価

格
評

価
点

や
入

札
者

の
評

価
値

に
つ

い
て

公
表

す
る

必
要

が
あ

る
。

(
2
)

予
定

価
格

の
事

前
公

表
制

度

市
町

村
等

に
お

い
て

は
、

予
定

価
格

の
事

前
公

表
に

つ
い

て
は

、
法

令
上

の
制

約
が

な
い

。
こ

の

、
、

、
た

め
例

え
ば

価
格

以
外

の
要

素
を

含
め

評
価

す
る

場
合

に
公

正
な

入
札

が
実

施
さ

れ
る

な
ら

ば

技
術

や
提

案
内

容
に

よ
る

競
争

が
促

さ
れ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

予
定

価
格

に
つ

い
て

は
、

入
札

の
前

に
公

表
す

る
と

、
予

定
価

格
が

目
安

と
な

っ
て

競
争

が
制

限
さ

れ
、

落
札

価
格

が
高

止
ま

り
に

な
る

こ
と

、
建

設
業

者
の

見
積

努
力

を
損

な
わ

せ
る

こ
と

、
談

合
が

一
層

容
易

に
行

わ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
事

前
公

表
の

実
施

は
、

こ
う

し
た

弊
害

が
生

じ
う

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

事
前

公
表

の
適

否
に

つ
い

て
十

分
検

討
し

た
上

で
、

こ
う

し
た

弊
害

が
生

じ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
取

り
扱

う
必

要
が

あ
り

、
弊

害
が

生
じ

た
場

合
は

事
前

公
表

を
と

り
や

め
る

こ
と

を
含

め
適

切
な

対
応

が
求

め
ら

れ
る

。
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-
4
6

-

第
1
1
章

P
l
a
n

D
o

S
e
e

サ
イ

ク
ル

に
よ

る
評

価
の

実
施

(
1
)

基
本

的
考

え
方

市
町

村
に

お
い

て
は

、
本

手
引

き
を

参
考

に
し

て
入

札
・

契
約

方
式

の
改

善
策

を
検

討
(
P
l
a
n
）

し
、

改
善

策
を

導
入

し
(
D
o
)
、

そ
の

効
果

を
確

認
・

評
価

す
る

（
S
e
e
）

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

そ
し

て
、

評
価

の
結

果
は

納
税

者
で

あ
る

住
民

に
対

し
て

公
表

し
、

次
の

廃
棄

物
処

理
施

設
の

建

、
、

設
工

事
が

数
年

後
に

予
定

さ
れ

て
い

れ
ば

評
価

の
結

果
を

次
回

の
入

札
・

契
約

の
方

法
に

反
映

し

さ
ら

な
る

改
善

に
活

か
す

こ
と

が
適

切
で

あ
る

。
ま

た
、

次
の

廃
棄

物
処

理
施

設
の

建
設

工
事

の
予

定
が

当
面

無
い

場
合

に
も

、
施

設
の

運
転

管
理

な
ど

の
そ

の
他

の
廃

棄
物

処
理

分
野

の
公

共
調

達
に

お
け

る
入

札
・

契
約

の
方

法
に

活
か

す
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

個
々

の
市

町
村

の
評

価
結

果
を

市
町

村
間

で
相

互
に

共
有

す
る

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

あ

る
市

町
村

の
取

組
を

参
考

に
し

て
別

の
市

町
村

が
よ

り
良

い
や

り
方

で
取

り
組

む
こ

と
が

期
待

さ

れ
、

こ
う

し
た

こ
と

を
積

み
重

ね
る

こ
と

で
、

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
分

野
に

お
け

る
入

札
・

契
約

方
式

の
さ

ら
な

る
進

歩
に

つ
な

が
る

と
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
た

め
、

評
価

結
果

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
間

で
相

互
に

共
有

で
き

る
よ

う
環

境
省

で
構

築
す

る
入

札
・

契
約

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

参
、

（

考
資

料
編

(
1
)
）

の
中

に
取

り
入

れ
て

い
く

予
定

で
あ

る
。

(
2
)

評
価

の
方

法

評
価

の
方

法
は

、
個

々
の

市
町

村
ご

と
に

検
討

す
る

こ
と

が
基

本
で

あ
る

が
、

廃
棄

物
処

理
施

設

建
設

工
事

分
野

の
標

準
的

な
評

価
の

方
法

と
し

て
、

本
手

引
き

で
は

以
下

の
方

法
を

提
示

す
る

。
な

お
、

改
善

策
の

導
入

前
後

で
比

較
評

価
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

れ
ば

、
導

入
前

後
で

の
比

較
評

価
が

中
心

と
な

る
が

、
過

去
の

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
の

時
期

か
ら

相
当

年
数

経
過

し
て

い
る

場
合

な
ど

は
、

価
格

や
技

術
な

ど
が

相
当

程
度

変
わ

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
導

入
前

後
で

の
比

較
評

価
を

行
う

必
要

は
な

い
。

①
評

価
の

項
目

入
札

・
契

約
方

式
の

改
善

は
、

競
争

性
と

透
明

性
を

高
め

、
長

期
的

か
つ

総
合

的
に

経
済

性
と

品

質
の

優
れ

た
工

事
の

施
工

（
施

設
の

建
設

だ
け

で
な

く
運

営
も

契
約

す
る

場
合

に
は

事
業

の
実

施
）

を
目

指
す

も
の

で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
、

評
価

の
項

目
は

下
表

に
示

す
よ

う
に

、
経

済
性

が
向

上
し

た
か

ど
う

か
、

工
事

・
事

業
の

品
質

が
向

上
し

た
か

ど
う

か
の

２
点

を
中

心
と

し
、

こ
れ

ら
に

加
え

て
競

争
性

・
透

明
性

が
向

上
し

た
か

ど
う

か
、

方
法

・
手

続
き

の
妥

当
性

や
課

題
を

評
価

す
る

こ
と

と
す

る
。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

、
落

札
企

業
や

そ
の

他
の

競
争

参
加

企
業

等
か

ら
改

善
策

に
つ

い
て

の
意

見

を
ヒ

ア
リ

ン
グ

や
ア

ン
ケ

ー
ト

に
よ

り
把

握
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

②
評

価
の

時
期

評
価

は
、

施
設

建
設

だ
け

で
な

く
建

設
後

の
運

営
が

ト
ラ

ブ
ル

な
く

行
わ

れ
る

こ
と

を
確

認
し

た

時
点

で
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。
こ

の
た

め
、

原
則

と
し

て
、

稼
働

後
１

年
を

経
過

し
た

時
点

か
ら

１
年

分
の

実
績

デ
ー

タ
を

用
い

、
稼

働
２

年
目

の
時

点
で

評
価

を
行

う
こ

と
こ

と
と

す
る

。
建

設
後

運
営

時
に

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

り
修

補
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

な
ど

は
、

例
え

ば
、

修
補

の
内

容
を

含
め

-
4
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て
評

価
す

る
こ

と
が

必
要

と
な

る
た

め
、

修
補

の
内

容
が

確
定

し
た

時
点

で
評

価
を

行
う

こ
と

が
適

切
と

考
え

ら
れ

る
。

③
評

価
の

公
表

等

こ
こ

で
の

評
価

は
、

市
町

村
が

自
ら

行
う

も
の

で
あ

る
が

、
入

札
監

視
委

員
会

な
ど

専
門

家
を

活

用
し

第
三

者
の

客
観

的
な

視
点

・
意

見
も

聞
き

つ
つ

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
評

価
結

果
に

つ
い

て
は

納
税

者
で

あ
る

住
民

に
公

表
す

る
。

表
１

０
評

価
の

項
目

の
例

示

評
価

の
項

目
定

性
的

な
評

価
定

量
的

な
評

価

経
済

性
の

向
上

●
契

約
価

格
を

予
定

価
格

と
比

べ
●

契
約

価
格

を
予

定
価

格
と

比
較

す
る

ほ
か

、
当

該
市

た
際

に
実

現
さ

れ
た

コ
ス

ト
低

下
町

村
の

既
存

の
ケ

ー
ス

か
、

ま
た

は
、

比
較

可
能

な
他

の
内

容
の

分
析

（
何

の
コ

ス
ト

が
市

町
村

の
ケ

ー
ス

と
比

較
す

る
。

下
が

っ
た

の
か

。
●

可
能

な
場

合
は

施
設

の
運

転
管

理
費

に
つ

い
て

も
同

）

●
コ

ス
ト

低
下

の
内

容
が

工
事

の
様

の
比

較
評

価
を

行
う

。

品
質

を
犠

牲
に

す
る

も
の

で
は

な
●

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト

な
ど

ト
ー

タ
ル

で
の

コ
ス

い
か

ど
う

か
。

ト
縮

減
に

な
っ

て
い

る
か

ど
う

か
。

●
Ｐ

Ｆ
Ｉ

等
や

可
能

な
場

合
は

、
V
a
l
u
e

f
o
r

M
o
n
e
y

の
向

上
を

確
認

す
る

。

工
事

・
事

業
の

●
発

注
仕

様
書

の
要

求
水

準
と

比
●

発
注

仕
様

書
の

要
求

水
準

と
比

べ
て

ど
れ

く
ら

い
性

品
質

の
向

上
べ

て
工

事
・

事
業

の
品

質
の

向
上

能
が

向
上

し
て

い
る

か
（

発
電

効
率

、
資

源
回

収
効

。

が
図

ら
れ

た
か

ど
う

か
。

率
、

最
終

処
分

さ
れ

る
残

さ
率

な
ど

を
比

較
す

る
）

●
工

事
・

事
業

の
品

質
の

向
上

が
●

品
質

の
向

上
に

よ
っ

て
、

得
ら

れ
る

経
済

的
メ

リ
ッ

図
ら

れ
た

の
は

ど
の

よ
う

な
点

か
ト

（
売

電
収

益
の

増
加

、
最

終
処

分
費

用
の

削
減

な
。

。

●
安

定
的

な
処

理
や

最
終

処
分

量
ど

）

の
減

量
、

資
源

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

回

収
等

の
面

か
ら

意
義

の
あ

る
品

質

の
向

上
か

ど
う

か
。

競
争

性
・

透
明

●
競

争
参

加
企

業
の

数
。

可
能

な
限

り
、

入
札

・
契

約
情

報
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
等

か
ら

得
ら

れ

性
の

向
上

る
他

の
事

例
と

比
較

す
る

。

●
発

注
者

で
あ

る
市

町
村

が
通

常
公

開
す

べ
き

と
さ

れ
て

い
る

情
報

項
目

に
つ

い
て

、
公

開

の
程

度
。

●
改

善
策

の
導

入
に

よ
っ

て
、

競
争

性
・

透
明

性
の

面
で

ど
の

よ
う

な
変

化
が

あ
っ

た
か

を

分
析

す
る

。

方
法

･
手

続
き

の
●

例
え

ば
総

合
評

価
落

札
方

式
の

場
合

、
設

定
し

た
評

価
項

目
の

妥
当

性
、

落
札

者
決

定
を

妥
当

性
と

課
題

左
右

し
た

評
価

項
目

や
配

点
の

妥
当

性
に

つ
い

て
分

析
す

る
。

●
事

務
手

続
き

上
の

負
担

な
ど

改
善

策
の

課
題

を
明

ら
か

に
す

る
。

(22)-71
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お
わ

り
に

入
札

談
合

疑
惑

は
、

本
手

引
き

を
最

終
的

に
と

り
ま

と
め

て
い

る
段

階
に

お
い

て
も

、
メ

デ
ィ

ア
に

大

き
く

と
り

あ
げ

ら
れ

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
や

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
が

捜
査

を
受

け
た

と
さ

れ
、

談
合

を
つ

く
り

あ
げ

て
い

る
構

造
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

こ
と

は
、

最
終

的
に

は
、

発
注

者
で

あ
る

市
町

村
等

の
信

頼
を

損
な

う
こ

と
に

も
な

る
と

受

け
止

め
る

必
要

が
あ

る
。

本
手

引
き

は
、

最
近

、
制

度
化

さ
れ

て
き

て
い

る
新

た
な

入
札

契
約

方
式

等
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

今
起

こ
っ

て
い

る
問

題
へ

の
解

決
の

方
向

性
を

提
示

し
て

い
る

。

市
町

村
等

が
本

手
引

き
を

活
用

し
、

入
札

契
約

の
方

法
を

今
後

改
善

し
て

い
く

に
当

た
っ

て
重

要
な

こ

と
が

２
点

あ
る

。

一
つ

は
、

ま
ず

、
発

注
者

で
あ

る
市

町
村

等
自

身
が

意
識

を
変

え
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

つ
ま

り
、

発

注
者

で
あ

る
市

町
村

等
は

、
納

税
者

か
ら

預
か

っ
た

資
金

で
良

い
調

達
を

し
よ

う
、

良
い

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
事

業
を

し
よ

う
と

い
う

原
点

に
立

ち
返

り
、

自
ら

の
発

注
業

務
に

取
り

組
む

こ
と

が
最

も
重

要
で

あ
る

。
そ

の
中

で
、

本
手

引
き

で
提

案
し

て
い

る
方

策
を

活
用

し
、

良
い

調
達

に
つ

な
げ

て
い

く
こ

と
を

望
み

た
い

。

、
、

。
も

う
一

点
は

本
手

引
き

の
考

え
方

と
し

て
中

核
を

占
め

て
い

る
性

能
発

注
方

式
に

つ
い

て
で

あ
る

性
能

発
注

方
式

は
、

予
定

価
格

の
決

め
方

・
考

え
方

や
、

性
能

発
注

の
場

合
の

契
約

事
項

（
何

を
同

意
す

る
の

か
、

付
随

し
て

か
し

担
保

を
ど

う
考

え
る

か
）

等
、

中
身

の
議

論
を

し
て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

課
題

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

、
実

例
・

実
績

を
重

ね
課

題
を

き
ち

ん
と

解
決

し
て

い
く

努
力

を
す

る
必

要
が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

市
町

村
等

と
国

が
協

力
し

て
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。
市

町
村

等
は

、
手

引
き

に
提

案
さ

れ
て

い
る

方
策

を
活

用
し

、
国

は
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

構
築

や
専

門
家

集
団

の
構

築
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

そ
し

て
両

者
が

協
力

し
て

、
本

手
引

き
の

内
容

を
よ

り
良

い
も

の
に

見
直

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

今
後

、
市

町
村

等
は

、
廃

棄
物

処
理

事
業

を
経

営
の

視
点

か
ら

と
ら

え
、

安
全

・
安

定
的

な
事

業
を

第

一
と

し
な

が
ら

、
効

率
的

で
質

の
良

い
住

民
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
く

方
向

を
目

指
し

て
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

そ
の

過
程

で
は

民
間

の
能

力
の

活
用

が
こ

れ
ま

で
以

上
に

拡
大

し
、

良
い

公
共

調
達

の
重

要
性

が
ま

す
ま

す
高

ま
る

。
市

町
村

等
が

本
手

引
き

で
提

案
し

て
い

る
方

策
を

活
用

す
る

こ
と

で
、

良
い

公
共

調
達

が
実

現
さ

れ
る

こ
と

を
願

っ
て

や
ま

な
い

。
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参
考

資
料

編

(
1
)

環
境

省
に

お
け

る
支

援
策

－
入

札
・

契
約

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
構

築

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
を

行
う

市
町

村
に

お
い

て
、

毎
年

十
数

件
か

ら
二

十
数

件
に

及
ぶ

各

市
町

村
等

に
お

け
る

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

お
け

る
入

札
・

落
札

額
（

工
事

費
用

内
訳

書
を

含
む

）
や

、
し

ゅ
ん

工
時

に
お

け
る

市
町

村
等

の
工

事
成

績
書

な
ど

の
情

報
を

獲
得

し
こ

れ
を

用
。

い
る

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

よ
り

客
観

的
な

予
定

価
格

の
算

出
や

適
正

な
工

事
の

施
工

確
保

に
役

立
て

る
こ

と
が

で
き

る
。

そ
こ

で
、

各
市

町
村

に
お

い
て

個
々

に
こ

う
し

た
情

報
収

集
を

し
な

く
て

も
済

む
よ

う
に

、
環

境

省
に

お
い

て
こ

う
し

た
情

報
を

収
集

し
、

必
要

な
解

析
を

行
い

、
市

町
村

が
利

用
で

き
る

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

や
、

相
互

に
情

報
交

換
す

る
こ

と
が

可
能

な
仕

組
み

を
構

築
す

る
。

具
体

的
に

は
、

予
定

価
格

の
算

出
に

反
映

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
工

事
費

用
内

訳
書

に
遡

り
、

プ
ラ

ン
ト

設
備

の
設

備
別

の
工

事
単

価
の

分
析

が
で

き
る

ベ
ー

ス
で

入
札

・
落

札
額

等
の

情
報

を
各

市
町

村
等

か
ら

収
集

・
集

約
し

、
高

値
設

定
さ

れ
た

価
格

に
基

づ
く

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

と
な

ら
な

い
よ

う
仕

様
と

価
格

に
つ

い
て

客
観

的
な

分
析

を
加

え
た

上
で

、
テ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

し
て

、
市

町
村

等
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
す

る
。

ま
た

、
入

札
・

落
札

額
な

ど
を

広
く

全
国

ベ
ー

ス
で

公
開

す
る

こ
と

で
、

副
次

的
な

効
果

と
し

て
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

等
の

公
正

な
競

争
を

促
し

、
適

正
な

価
格

の
形

成
に

も
つ

な
が

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

あ
わ

せ
て

、
価

格
だ

け
で

な
く

、
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
等

施
工

会
社

及
び

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
工

事
成

績
評

定
の

結
果

に
つ

い
て

も
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

し
、

市
町

村
等

で
共

有
す

る
こ

と
で

、
民

間
企

業
の

工
事

品
質

の
向

上
を

促
す

こ
と

が
期

待
で

き
る

。

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

構
築

に
当

た
っ

て
は

、
施

設
建

設
後

の
維

持
管

理
に

要
す

る
経

費
、

処
理

施
設

運

転
時

の
技

術
情

報
、

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

や
維

持
管

理
サ

ー
ビ

ス
会

社
の

技
術

レ
ベ

ル
と

い
っ

た
情

報
、

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
の

運
営

状
況

等
に

つ
い

て
も

、
市

町
村

が
相

互
に

情
報

を
共

有
す

る
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
不

足
し

て
い

る
知

識
や

ノ
ウ

ハ
ウ

を
補

う
こ

と
で

き
る

た
め

、
こ

う
し

た
運

営
時

の
重

要
な

情
報

に
つ

い
て

も
収

集
し

、
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

す
る

こ
と

を
検

討
す

る
。

こ
の

ほ
か

、
総

合
評

価
落

札
方

式
等

の
実

施
状

況
、

第
1
1
章

の
評

価
結

果
に

つ
い

て
も

、
同

様
に

情
報

共
有

す
る

こ
と

を
検

討

す
る

。
ま

た
、

収
集

す
る

具
体

的
な

情
報

項
目

に
つ

い
て

は
、

早
急

に
決

定
し

、
平

成
１

８
年

度
か

ら
発

注
事

例
等

の
情

報
を

収
集

し
、

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

に
蓄

積
さ

せ
、

平
成

１
９

年
度

か
ら

具
体

的
に

情
報

提
供

が
で

き
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。

(
2
)

環
境

省
に

お
け

る
支

援
策

－
市

町
村

等
の

契
約

事
務

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
専

門
家

集
団

の
組

織
化

中
小

規
模

の
市

町
村

に
お

け
る

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
は

、
２

０
年

に
１

回
程

度
の

事
業

と
な

る
た

め
、

知
識

・
経

験
の

蓄
積

が
十

分
な

職
員

が
不

足
し

て
い

た
り

、
発

注
業

務
に

対
応

で
き

る
よ

う
な

職
員

配
置

が
な

さ
れ

て
い

な
い

。
環

境
省

は
、

こ
の

よ
う

な
不

十
分

な
市

町
村

等
の

体
制

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
た

め
、

公
正

・
中

立
な

立
場

に
あ

る
専

門
家

や
高

い
技

術
力

を
保

有
す

る
大

都
市

職
員

及
び

関
係

者
な

ど
か

ら
な

る
専

門
家

集
団

の
構

成
を

支
援

す
る

こ
と

で
、

個
別

案
件

や
全

国
的

な
価

格
動

向
な

ど
に

つ
い

て
、

技
術

的
な

評
価

・
分

析
が

行
え

る
よ

う
に

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

。
既

に
、

廃
棄

物
処

理
事

業
を

担
う

市
町

村
等

を
会

員
と

す
る

（
社

）
全

国
都

市
清

掃
会

議
に

お
い

て
、

会
員

市
町

村
等

に
対

す
る

技
術

支
援

業
務

を
行

っ
て

お
り

、
地

域
的

に
も

東
京

都
、

大
阪

市
等

に
お

い
て

こ
う

し
た

技
術

支
援

業
務

が
行

わ
れ

て
い

る
（

第
７

章
(
2
)

。
）
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こ
う

し
た

現
在

の
取

組
を

踏
ま

え
、

今
後

、
環

境
省

に
お

い
て

、
大

都
市

を
中

心
に

協
力

を
呼

び

か
け

、
市

町
村

等
が

そ
の

組
織

の
中

で
育

成
し

た
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
と

し
て

職
務

に
当

た
っ

て
き

た
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

・
運

営
の

専
門

家
（

現
役

及
び

Ｏ
Ｂ

）
か

ら
な

る
専

門
家

集
団

の
組

織
化

を
図

る
べ

く
努

め
る

。
こ

の
際

、
現

役
職

員
の

場
合

に
は

、
、

身
分

上
貢

献
で

き
る

役
割

が
限

ら
れ

る
こ

と
か

ら
専

門
家

集
団

に
お

け
る

現
役

専
門

家
の

役
割

は

全
国

的
な

価
格

や
技

術
の

評
価

・
分

析
と

い
っ

た
全

国
の

市
町

村
に

還
元

す
る

よ
う

な
共

通
事

項
に

関
す

る
役

割
と

す
る

等
、

専
門

家
が

貢
献

で
き

る
役

割
の

範
囲

を
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。
そ

の
上

で
、

大
都

市
を

中
心

と
す

る
市

町
村

等
か

ら
専

門
家

の
推

薦
を

し
て

も
ら

い
、

ま
た

、
高

い
技

術
的

識
見

を
有

す
る

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

等
の

退
職

技
術

者
の

探
索

に
も

努
め

、
一

定
の

専
門

家
リ

ス
ト

を
作

成
す

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
。

そ
し

て
、

こ
う

し
た

専
門

家
集

団
の

応
援

業
務

の
事

務
を

管
理

し
遂

行
す

る
体

制
も

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、

現
在

、
こ

う
し

た
業

務
を

実
施

し
て

い
る

既
存

組
織

の
活

用
を

中
心

に
、

実
効

性
の

あ
る

、
支

援
体

制
の

仕
組

み
づ

く
り

を
検

討
す

る
。

ま
た

、
支

援
の

方
法

と
し

て
は

、
市

町
村

の
職

員
が

自
ら

の
職

務
に

つ
い

て
主

体
的

に
取

り
組

む

こ
と

を
前

提
と

し
、

専
門

家
が

個
別

事
案

ご
と

に
市

町
村

側
に

立
っ

て
ア

ド
バ

イ
ザ

リ
ー

業
務

を
行

う
と

い
う

方
式

と
、

事
業

計
画

中
の

市
町

村
等

の
職

員
を

対
象

と
す

る
研

修
に

よ
る

方
式

な
ど

、
い

く
つ

か
の

バ
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
も

考
え

ら
れ

る
。

全
国

の
市

町
村

職
員

の
専

門
的

能
力

を
大

都
市

職
員

と
同

レ
ベ

ル
に

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
っ

て
も

、
発

注
者

と
し

て
責

任
を

持
っ

て
業

務
を

担
当

す
る

職
員

に
対

し
、

業
務

を
十

分
に

実
施

で
き

る
よ

う
、

的
確

な
情

報
を

提
供

し
、

技
術

的
知

識
を

備
え

て
も

ら
う

こ
と

は
、

市
町

村
が

発
注

者
と

し
て

の
責

任
を

果
た

せ
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

極
め

て
重

要
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、

環
境

省
に

お
け

る
専

門
家

集
団

の
組

織
化

検
討

に
当

た
っ

て
は

、
市

町
村

に
対

す
る

支
援

の
方

法
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

な
バ

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

を
設

け
る

こ
と

が
的

確
で

あ
る

か
も

検
討

す
る

。

今
後

、
環

境
省

に
お

い
て

、
専

門
家

集
団

の
組

織
化

に
よ

る
市

町
村

支
援

の
具

体
化

に
向

け
、

専

門
家

の
役

割
、

支
援

の
具

体
的

な
方

法
、

支
援

業
務

の
実

施
方

法
、

支
援

業
務

の
実

施
主

体
等

を
検

討
し

、
１

９
年

度
以

降
の

具
体

化
を

目
指

す
こ

と
と

す
る

。

(
3
)

環
境

省
に

お
け

る
支

援
策

－
標

準
的

な
発

注
仕

様
書

の
提

示

一
般

的
な

公
共

工
事

は
、

工
種

別
に

工
事

を
分

割
し

、
契

約
前

に
工

事
内

容
を

確
定

で
き

る
詳

細
な

実
施

設
計

を
終

え
た

後
、

そ
の

実
施

設
計

に
基

づ
く

施
工

の
み

を
業

者
に

請
け

負
わ

せ
る

契
約

方
式

す

な
わ

ち
施

工
契

約
（

図
面

契
約

）
を

採
用

し
て

い
る

。

一
方

、
廃

棄
物

最
終

処
分

場
土

木
工

事
を

除
く

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
は

、
複

雑
・

高
度

な
プ

ラ

ン
ト

建
設

工
事

で
あ

り
、

各
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー
が

特
許

・
ノ

ウ
ハ

ウ
に

よ
り

独
自

の
構

造
の

廃
棄

物

処
理

施
設

を
建

設
し

て
い

る
現

状
に

あ
る

。
こ

の
た

め
、

価
格

競
争

的
に

工
事

請
負

契
約

の
締

結
を

図

る
た

め
、

①
発

注
者

が
建

設
す

る
廃

棄
物

処
理

施
設

に
求

め
る

性
能

仕
様

（
機

能
・

効
率

・
能

力
等

）

を
記

述
し

た
発

注
仕

様
書

を
入

札
前

に
各

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

に
提

示
し

、
②

各
プ

ラ
ン

ト
メ

ー
カ

ー

か
ら

見
積

設
計

図
書

（
通

常
は

無
償

の
た

め
基

本
設

計
程

度
）

を
提

出
さ

せ
て

審
査

し
、

③
発

注
仕

様

書
と

見
積

設
計

図
書

を
契

約
条

件
と

し
て

入
札

を
行

い
、

落
札

者
と

契
約

を
締

結
す

る
、

④
そ

し
て

落

札
者

は
契

約
後

に
詳

細
設

計
と

施
工

を
行

う
、

と
い

う
性

能
発

注
（

設
計

・
施

工
契

約
）

方
式

が
採

用

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

は
、

プ
ラ

ン
ト

工
事

と
建

築
工

事
で

構
成

さ
れ

る

が
、

廃
棄

物
処

理
施

設
に

求
め

ら
れ

る
性

能
仕

様
を

両
工

事
が

一
体

と
な

っ
て

機
能

発
揮

す
る

必
要

が

-
5
1

-

あ
る

た
め

、
通

常
、

全
工

種
一

括
発

注
方

式
が

採
用

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
特

徴
を

有
す

る
廃

棄
物

処
理

施
設

建
設

工
事

に
と

っ
て

、
基

本
的

な
契

約
条

件
と

な
る

発
注

仕
様

書
は

非
常

に
重

要
で

あ
る

。
今

後
、

環
境

省
に

お
い

て
は

、
現

在
定

め
ら

れ
て

い
る

「
一

般

廃
棄

物
処

理
施

設
建

設
工

事
に

係
る

発
注

仕
様

書
作

成
の

手
引

き
」

を
見

直
し

、
現

在
の

技
術

水
準

に

即
し

た
標

準
的

な
発

注
仕

様
書

作
成

の
検

討
を

進
め

、
発

注
者

が
工

事
に

求
め

る
内

容
を

明
確

に
表

現

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

(
4
)

参
考

と
な

る
報

告
書

等
の

各
種

資
料

第
３

章
「

公
共

工
事

の
入

札
及

び
契

約
の

適
正

化
を

図
る

た
め

の
措

置
に

関
す

る
指

針
の

一
部

変
更

に
つ

い
て

（
平

成
1
8
年

5
月

2
3
日

閣
議

決
定

）
」

「
平

成
1
5
年

度
決

算
検

査
報

告
第

４
章

第
８

公
共

工
事

の
多

用
な

入
札

・
契

約
制

度
、

特
に

総
合

評
価

落
札

方
式

等
の

民
間

の
技

術
力

を
活

用
す

る
方

式
の

導
入

状
況

に
つ

い
て

」
会

計

検
査

院

第
５

章
「

国
土

交
通

省
直

轄
工

事
に

お
け

る
品

質
確

保
促

進
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

（
平

成
1
7
年

9
月

）

「
高

度
技

術
提

案
型

総
合

評
価

方
式

の
手

続
き

に
つ

い
て

」

公
共

工
事

に
お

け
る

総
合

評
価

方
式

活
用

検
討

委
員

会
（

平
成

1
8
年

2
月

）

「
」

第
６

章
Ｐ

Ｆ
Ｉ

方
式

に
よ

る
公

共
サ

ー
ビ

ス
の

安
全

性
確

保
に

関
す

る
検

討
委

員
会

(
中

間
報

告
)

仙
台

市
（

平
成

1
7
年

1
2
月

2
8
日

）

「
民

間
資

金
等

の
活

用
に

よ
る

公
共

施
設

等
の

整
備

等
に

関
す

る
事

業
の

実
施

に
関

す
る

基
本

方
針

」
（

平
成

1
2
年

3
月

1
3
日

総
理

府
告

示
第

1
1
号

）

「
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

（
平

成
1
5
年

6
月

2
3
日

民
間

資
金

等
活

用
事

業
推

進
委

員
会

）

第
７

章
「

Ｃ
Ｍ

方
式

活
用

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
国

土
交

通
省

（
平

成
1
4
年

2
月

6
日

）

第
８

章
「

工
事

契
約

実
務

要
覧

」
新

日
本

法
規

出
版

（
株

）

○
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
に

基
づ

く
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
の

特
定

手
続

き
に

つ
い

て

○
公

募
型

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

方
式

に
基

づ
く

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
等

の
選

定
・

特
定

手
続

き
に

つ

い
て 「

設
計

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

業
務

等
入

札
契

約
問

題
検

討
委

員
会

中
間

と
り

ま
と

め
」

建
設

省
（

平
成

1
2
年

3
月

）
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廃
棄

物
処

理
施

設
に

係
る

入
札

・
契

約
適

正
化

検
討

会
委

員

荒
井

喜
久

雄
（

あ
ら

い
き

く
お

）

東
京

二
十

三
区

清
掃

一
部

事
務

組
合

施
設

建
設

部
管

理
課

長

奥
村

勇
雄

（
お

く
む

ら
い

さ
お

）

帝
京

平
成

大
学

現
代

ラ
イ

フ
学

部
経

営
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
学

科
教

授

小
澤

一
雅

（
お

ざ
わ

か
ず

ま
さ

）

東
京

大
学

大
学

院
工

学
系

研
究

科
教

授

栗
原

英
隆

（
く

り
は

ら
ひ

で
た

か
）

（
社

）
全

国
都

市
清

掃
会

議
技

術
部

長

河
野

進
（

こ
う

の
す

す
む

）

河
野

進
設

計
事

務
所

代
表

武
田

信
生

（
た

け
だ

の
ぶ

お
）

京
都

大
学

大
学

院
工

学
研

究
科

教
授

◎
眞

柄
泰

基
（

ま
が

ら
や

す
も

と
）

北
海

道
大

学
創

成
科

学
研

究
機

構
特

任
教

授

山
田

洋
（

や
ま

だ
ひ

ろ
し

）

一
橋

大
学

大
学

院
法

学
研

究
科

・
法

学
部

教
授

◎
は

座
長

（
５

０
音

順
）
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  ２０１６年１月１７日

印西地区環境整備事業組 合

施設整備基本計画検討委員会 

委員長 大迫 政浩 様 

ゴミ処理施設を考える印西・白井・栄連絡会 

共同代表 印西市 亀倉 良一 

白井市 土屋 昭彦 

栄町 林  義 光 

次期中間施設整備事業の「施設整備基本計画」への意見書 

次期中間施設整備について、委員会の日頃のご尽力に厚く感謝申し上げます。 

 私たちは、この問題について、当初より関心をもち環境・機械施設・化学・建設などの

経験と知識を生かし、また他自治体の施設見学なども重ねて市民参加をしてきた、３自治

体の住民で構成する会です。 

つきましては、現在検討が進められている事業計画内容で、納税者の立場で見過ごせな

い問題があります。それは、施設建設費と運営維持管理費の算定に問題があり総事業費が

大きく膨らんだ案が検討されていることです。 

 第８回委員会の提示資料によると、依然として、環境省が入札・契約について示してい

る手引を念頭に置かず、従来談合が繰り返されてきた、プラントメ－カ－の見積りを重用 

していることです。その結果、27 年 2 月に組合が策定した「印西ｸﾘ-ﾝｾﾝﾀ-延命化計画」で 

LCC 比較するために算出した、新施設建設費 66 億円を大幅に上回る試算結果が示されて

います。この 66 億円は、他の自治体(施設規模 100ｔ～200ｔ発電付き)の実績平均単価 

42,348 千円/t を採用したものであり環境省の手引に沿った積算方法です。 

(156ｔ×42,348 千円/t=66 億円) 

自組合が自組合の同じ施設の施設費を、150 億円、66 億円と 2.3 倍も異なる費用を僅か 

10 ｹ月後に示すことは道理に合わないし、組合に対し不信感を抱かざるを得ません。 

環境省の手引に示す積算方法に、施設規模と建設費の関係を示す 0.6 乗則があることは 

承知だと思いますが、最新のｽﾄ-ｶ-方式を導入した事例で、三鷹ふじみ衛生組合の規模 288

ｔ、建設費 96.8 億円に 0.6 乗則で試算すると、印西ｸﾘ-ﾝｾﾝﾀ-は、156ｔの建設費は 66 億円 

となります、これは組合が延命化計画で示した額と同一になり信頼出来るものです。 

 あらためて申すまでもなく、この施設を運用する３自治体の財政の現状は、非常に厳し

い状況にあり１，２万円をどう削減するかという状況下にありますことは、事務局として

もご承知のところです。 

(22)-75



 この様な財政状況にある自治体状況を把握しながら、何故このような試算方法と試算額

が示されるのか、全く理解しがたい内容であり許容できません。 

是非、他自治体の事例なども検討し(例えば、都下の三鷹・調布市が運営する「ふじみ衛

生組合」)、参考にして頂き、また納税者の立場をふまえ再度総事業費の大幅な削減を諮る

策の検討を要請いたします。 

 出来ないではなく、どうすれば出来るかの観点で、是非とも委員会の皆様の真摯なご検

討をお願いいたします。 

以   上 
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